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平成２１年 第１回 県央県南広域環境組合議会定例会会議録 

 

平成２１年２月５日 （１日間） 午前１０時００分 開会 

 

 平成２１年第１回県央県南広域環境組合議会定例会は、県央県南広域環境組

合 大会議室に招集された。 

 

１ 出席議員は、次のとおりである。 

 

  １番 松本 匠     ２番 永尾 邦忠    ３番 古川 利光 

  ４番 野副 秀幸    ５番 石場 照喜    ６番 牟田 央 

  ７番 木村 和俊    ８番 柴田 安宣    ９番 町田 誠 

 １０番 酒井 八洲仁  １１番 岩永 和昭   １２番 馬渡 光春 

 

２ 説明のために出席したものは、次のとおりである。 

 

 管 理 者 吉次 邦夫 副管理者 横田 修一郎 副管理者 奥村 愼太郎 

 副管理者 松島 世佳 代表監査委員 本村 三郎 

 事務局長 金原 憲昭 総務課長 今里 良二  施設課長 坂本 昌晴 

 施設課長補佐 田中 金大 施設課長補佐 村山 岩穂  参事補兼運行係長 大石 講二 

 管理係長 土井 勝好 施設維持係長 杉本 克也  総務課職員 内村 健介 

 施設課職員 岩本 久志 施設課職員 本田 貴也  施設課職員 松田 祐哉 

 

３ 議会事務のため出席した者は、次のとおりである。 

 

 書記長 森 祐作  書 記 山田 圭二  書 記 濵﨑 和也  

 

４ 当日の議会に付議された案件は、次のとおりである。 

 

日程第１  会議録署名議員の指名について 

日程第２  会期の決定について 

日程第３  一般質問 

日程第４  議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて  

       （地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例） 
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議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

            （損害賠償の額を定めることについて） 

     議案第 ３号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共 

            団体の数の増加及び規約の変更について 

     議案第 ４号 損害賠償の額を定めることについて  

      議案第 ５号 平成２１年度県央県南広域環境組合一般会計予算 

 日程第５ 決議案第１号 県央県南クリーンセンターごみ処理施設の調査に 

関する決議 

５ 議事の経過 

（午前１０時００分 開会） 

 

○議長（中村敏治君） 

皆さん、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから平成 

２１年第１回県央県南広域環境組合議会定例会を開会いたします。ただいま 

の出席議員は、１３名でございます。定足数に達しております。今期定例会 

に説明員の出席を求めましたので、ご報告いたします。 

この際、議長より傍聴人の方にお願い申し上げます。傍聴席入口に掲示してお

ります組合議会傍聴規則のとおり、静粛に傍聴していただきますようお願いします。

議会の進行を妨げるような行為は、退場していただくこともありますので、ご協力を

お願いいたします。 

ここで、ご紹介をいたします。前島原吉岡市長さん、副管理者であられましたそ 

の後任として、新しくご当選をされました新市長の横田副管理者に出席いただいて 

ておりますので、ご紹介をいたします。一言ごあいさつをお願いします。 

○副管理者（横田修一郎君） 

おはようございます。ただいまご紹介をいただきました島原市長の横田でござい 

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中村敏治君） 

どうもありがとうございました。ここで、管理者より発言を求められてお

りますので、この際これを許可します。 

○管理者（吉次邦夫君） 

管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

おはようございます。一言ごあいさつを申し上げます。本日、県央県南広

域環境組合平成２１年第１回議会定例会を招集いたしましたところ、議員各
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位におかれましては公私とも大変お忙しい中、ご出席賜り、厚くお礼を申し

上げます。まず、新たに副管理者となられました方をご紹介いたします。 

島原市の横田修一郎市長さんでございます。今後ともよろしくお願いします。 

さて、クリーンセンターは平成１７年４月から本格稼動を開始し、まもな

く４年が経過しようといたしております。供用開始以降、２５万７千構成市

民の生活に支障をきたさぬよう取り組んで参りました。現在、処理量に関し

ましては、計画的に２炉運転を行い順調に推移をいたしているところでござ

います。昨年９月には、平成１９年度までの３年間の用役費等に係る精算に

つきまして損害賠償請求訴訟の提訴を行い、ＪＦＥ環境ソリューションズ株

式会社及びＪＦＥエンジニアリング株式会社と係争中ではございますが、今

後とも、経済的かつ安定的な処理を念頭に置き、取り組んで参る所存でござ

いますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは、本日提出いたしました議案でございますが、議案第１号「専決

処分の承認を求めることについて（地方自治法の一部を改正する法律の施行

に伴う関係条例の整理に関する条例）」ほかでございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げ、簡単ではございますが私か

らのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中村敏治君） 

ありがとうございました。それでは、議事日程は、お手元に配布しており 

ます議事日程表により執り行いたいと思いますので、ご了承願います。日程

第１「会議録署名議員の指名について」を議題といたします。会議規則第８

７条により、会議録署名議員は１番 松本議員、２番 永尾議員を指名いた

します。 

  次に、日程第２「会期の決定について」を議題といたします。お諮りいた

します。今期定例会の会期は本日一日間といたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  ご異議なしと認めます。よって会期は、本日一日間と決定いたしました。 

  次に、事務局から発言を求められておりますので、この際許可します。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  皆様、おはようございます。それでは、まず事業の状況等につきましてご
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説明いたしたいと思います。お手元のＡ４版１枚紙「事業報告関連資料」を

ご覧いただきたいと思います。２０年度のごみ処理状況でございますが、１

のとおり平成２０年１２月末現在ごみ受入量が６１，７５７トン、処理量は

６２，４６５トンとなっております。年末年始は多量のごみの持ち込みがご

ざいましたが、処理においては順調に推移をいたしております。現在のピッ

ト高は、８ｍ前後、処理量も２炉運転で１日２３０トン前後と安定した処理

ができておりまして、今後ともＪＦＥと一体となって安全運転を心がけ、併

せてＪＦＥに対しましては、一層の経費の節減、効率的な運転の要請を強く

望んで行く所存でございます。 

なお、今日現在のピットの状況は１，９０５トンのごみ量の残で、ピット

の高さは平均して７．５ｍと適当な状況となっております。 

  次に、２の余熱利用施設「のんのこ温水センター」についてでございます

が、昨年より諫早市を中心とした「老人会」などへ出向いてのＰＲや、経営

に活かすため近隣の類似施設の状況調査などを行い利用促進に努めて参りま

したが、平成２０年１２月末現在延べ８１，４５１名の利用者、１２月末現

在での１日当たり平均３６２名の利用という状況で、利用人員は前年度と同

程度というところでございます。しかしながら、この２年間の赤字脱却のた

め、抜本的な経費抑制などを含めての事業計画の見直しを行い、今年度収支

は現在のままの推移でいきますとトントンではなかろうかという状況になっ

ております。 

  また、昨年１２月には、組合元職員による公文書の偽造による、公金の不

正支出及びごみ処理手数料の横領という重大な不祥事が判明し、当該職員に

懲戒免職処分が行われております。皆様には大変ご迷惑をお掛けしまして誠

に申しわけございませんでした。今回の事件は２５万７千構成市民に対する

裏切り行為であり、住民の信頼を大きく揺るがすもので非常に口惜しい思い

をいたしております。事務局といたしましても、二度とこのようなことが起

きないようチェック体制の強化など、再発防止のための事務改善を行いまし

た。また、今一度公務員としての立場を認識し、適正的確な業務執行にあた

るとともに、市民の信頼回復に努めて参ります。以上で、簡単ではございま

すが、事業の状況等の報告とさせていただきます。 

○議長（中村敏治君） 

  次に、日程第３「一般質問」に入ります。この際、議長から特にお願いい

たします。発言時間につきましては、申し合わせによる時間内に終わるよう

に協力をお願いいたします。答弁につきましては、質問の趣旨をよく捉え、

簡明、的確に答弁願います。 

  なお、本日は一般質問及び後の議案質疑など全て自席でお願いいたします。 
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 一般質問の発言順序につきましては、通告順となっておりますので、まず、

１１番 岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

皆さん、おはようございます。先ほどご紹介もありましたけども、本議会

から島原市長、横田修一郎市長が副管理者として出席をされておりますけど

も、どうぞ島原市の発展のために今後更なるご努力ご尽力を賜りますように、

お願いいたします。また当組合の副管理者として、ご尽力もあわせてお願い

を申し上げるところでございます。よろしくお願いします。 

それでは、議長よりお許しをいただきましたので、通告に従いまして質問

をいたします。私は、南島原市選出の岩永和昭でございますので、よろしく

お願いをいたします。 

この組合の分担金について質問通告をしております。南島原市の分担金の

軽減も含めて、その後どのようにこの副管理者の中で会議の中で決定をされ

ているのか、私達南島原市においては、合併前の２月旧布津、深江町の町長

名でこの経費削減についてですね、要望書を提出をしながら約３年をもう経

過しているわけです。３年間南島原市８町の中で、この２町分だけを本組合

の方に、ごみ焼却をお願いをしているわけですので、そういう諸々のことも

加味しながら経費削減のお願い要望をしておりますが、毎回こういう議会等

で、この負担金の問題も出されておりますけども全然進展をされていないと

いうふうに考えております。そして、また昨年の８月議会によっては、４月

２８日に４市副管理者の合意の基に南島原市において約５，０００万円の軽

減措置を講ずるというような結論の中から、８月議会において約５，０００

万円、財政調整基金の方から拠出をした経緯があります、その後６カ月を経

過しておりますけども、どういうふうな会議、そして、また今後この問題を

解決して行こうとされているのか、管理者にお尋ねをいたします。以上、よ

ろしくお願いいたします。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  今の組合の分担金の問題でございますが、特に南島原市の分担金の軽減を

含めてのお尋ねでございますが、負担金に関しましては、組合といたしまし

ても運営の根幹でもございまして、一刻も早い決着を目指して平成１８年度

から担当課長会議、１９年度からは副市長会議によりまして協議を行なって

いるところでございますが、現在まで４市が了解できる成案には至っていな
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い状況でございます。組合といたしましても成すべきこと、できることにつ

いては、精一杯取り込んでいるところでございまして、この点は是非ともご

理解をお願いしたいというふうに思っております。また協議開始後３年を経

過したことに危機意識を持っておりまして、今後更に構成市に対しまして働

きかけ、また組合としてもできる対策を講じて参りたいというふうに考えて

いるところでございます。基本的には、先般の副管理者会議では、２１年度

中にですね、ぴしっと全体的に精査をし、この負担金については、きちっと

したものを決めていこうというようなことで話がなりました。このような中

でございますけれども南島原市の状況につきましては、４市とも、共通理解

を得ておりまして、昨年臨時特例的な対策として、軽減の為の補正予算をご

承認いただいたところでございますが、先ほど、私が申し上げましたような

普遍的なこの負担方法になりますと、各市の考え方、事情、またこれまでの

経過などもございまして調整が難航している状況でございます。先ほども申

し上げましたように、２１年度中にこれを引き続きですね、検討、協議をし

て、参りたいというふうに考えているところでございます。負担金の分担の

方法を含む組合規約は、構成する全市の、この４市の了解並びに４市全市の

市議会の承認が前提でございますので、どうか議員の皆様におかれましても

それぞれの立場でお力添えを賜りたいというふうに思っているところでござ

います。どうぞよろしくお願いします。以上でございます。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  ご答弁いただきました。毎回確かに、同じようなご答弁を聞くような、聞

いております。昨年は２０年度中にどうにか解決したいと、４市の副管理者

の合意の基に解決していきたい、更に今回は２１年度中に解決をしていきた

いということです。また来年になりますと２２年度中に解決をしていきたい

と、２３年度中にと、そういうふうにですね、ならないようにしていただき

たい。また、するのが当然だろうというふうに考えておりますけども、なか

なか４市合意の基でなければこの分担金に関しては結論が出ないということ

でありますから、やっぱり規約も含めた分担金のルール、こういうものもで

すね、今後やっぱり作っていかなければいけないんじゃないかなというふう

に思っとります。管理者は、やっぱり地域住民のですね、約２６万人のごみ

の施設なんだからお互い４市、譲るところは、譲り合いながら解決をしてい

きたいということでありますけども、先ほどご紹介しましたが、副管理者島
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原市長の方が今回変わっていらっしゃいますので、新しい風が吹いて４市、

管理者、副管理者の合意が得られるんじゃないかなという期待、希望もして

おりますが管理者、見込みはいかがでしょうか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  先ほども申し上げましたように、担当課長会議を従来やっていたわけでご

ざいますが、１９年度からは、副市長がですね、それぞれの話をしようとい

うことで、何回もですね、話し合いをいたしております。そういったことで、

基本的なこの分担金の負担の方法についてのですね、ルールをですね、やっ

ぱりきちっと取り決めをするべきじゃなかろうか、そうしないと各市の議会

にも承認も得られないということでございますんで、基本的には、そういっ

たことで、方向で進めていきたいというふうに思ってるわけでございまして、

昨年の４月２８日には、暫定的にですね、そういった方法をとりました。今

後もそういったことも暫定的なものはですね、それはそれとして、考慮しな

きゃいかんと思いますけれども、基本的問題をですね、今後とも精力的にで

すね、取り組んで参りたい、そういうふうに考えているところでございます

ので、どうぞご了解の程よろしくお願い申し上げます。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  はい、ありがとうございます。今後とも精力的に解決していきたいという

ことですが、管理者は、任期はどうなりますか、管理者の任期はいつまでで

すかね。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○ 管理者（吉次邦夫君） 

私は、私の任期は４月９日まででございます。今年のですね、ただ、こう

いった問題はですね、あとどういう方がですね、管理者になられるか、それ

はもう取り決め、お互い話し合い協議しながら、進めていくわけでございま
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すが、この問題は、基本的にずっと引き継いでいくわけでございますんで、

私が変わったから、くらっとひっくり返ってしまうということはないと思い

ますんで、その辺はですね、よろしくご理解のほどお願い申し上げたいと存

じます。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  管理者が変わったと言いながらでも、これは、引き継いでいくということ

は、当然なんですが、やっぱり現管理者がこの問題を今日まで解決できなか

ったということも十分、肝に銘じていただきながら、自分の４月９日までの

中でですね、管理者の責任としてＪＦＥとの裁判もやっておるわけですが、

これも併せて解決するという心づもりで、やってもらわんと本当に、なんと

言いますか、残念でたまらんわけですね、いまだにこの問題が解決できない

ということは、確認ですが２０年の４月２８日に南島原市においては、約５，

０００万円、金額は今後の問題でしょうけど、４市の合意の基に軽減をする

ということは、現在も続いて継続中であるということの確認はとれてるわけ

ですね。 

○ 事務局長（金原憲昭君） 

事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  南島原市につきましては、旧２町のみがクリーンセンターで処理している

にもかかわらず、三つの勘定、建設費勘定、運営費勘定、運転費勘定、それ

ぞれで１つの市としての平等割の取扱いになっておりまして、この取扱いに

つきまして、先ほど申されたように旧深江町長さん、布津町長さんから見直

しと申しますか、軽減の要請があっております。このことを受けましてこれ

まで協議を行なっておりますが、先ほど管理者の答弁にもございましたよう

に、やはりまだ４市全体の了解と申しますか、合意には至ってないという状

況でございまして、昨年管理者、副管理者集まっていただきまして、暫定的

な軽減を実施させていただいたところでございます。今後このことにつきま

して鋭意、協議を続けさせていただきますけども、当然、負担方法の決定、

先ほどの話、普遍的な方法の決定については、今しばらく時間がかかりそう

な状況でございまして、当然、今後、例えば昨年決定しました１９年度の暫
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定的な取扱いでございますけど、２０年度、２１年度ですね、についても前

に上がってくるというふうに思いまして、このことにつきましては、基本的

な方法、２０年度、２１年度につきましては、方向としまして承認をいただ

ところでございまして、具体的には、どのように取扱いするか、また、いつ

からするか、につきましては、今後ご協議をお願いしたいというふうに考え

ておりますので、ご了解を賜りたいというふうに考えております。以上です。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  暫定的に１９年度は、南島原市においては、軽減を４市の合意の基にした

とそのことを２０年度、２１年度も４市合意の基に南島原市においては、軽

減をするということの確認はとれてるんですかと質問しているんですけども、

先ほどの答弁、理解できなかったんですが、もう一度同じことの繰り返しな

んですけども、副管理者会議の中で南島原市においては、軽減をせざる得な

いという確認が取れているのか、その方法論としてはですね、どういうふう

にするかというのは、今後の協議のことでしょうから、そこだけはちょっと

現在のところでの確認をお願いします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

２０年度、２１年度につきましても、軽減するということにつきましては、

全市の市長さん又は副管理者会議の中において了解をいただいているところ

でございます。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  そういうことであるならば、問題は南島原においては、ごみの量的には、

約３％くらい、それで負担金は８％くらいのですね、そういう大きな分担金

も出してるわけです。だからその辺を計算していくと、じゃどれくらい軽減

をせざるを得ないのかと、それを４市、副管理者さん達が妥協をどこまです
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るのかという言葉を使えばそういうことなんですけども、その辺の流れです

ね、今後、管理者も２１年度中には、必ず決定をするということでございま

したので、頑張っていただきたいと思います。事務局にお尋ねしたいんです

が、こういう焼却施設、全国、また県内においてですね、合併後、この分担

金問題とかで、同じようなケースがあればですよ、そういう部分も参考にさ

れながら、そういう交渉の材料にですね、してもらえればと思いますけど、

そういう点は調査されておられますか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

これまでも、分担方法については、何十案と提案しておりますけども、具

体的に県央県南広域環境組合が抱えるような問題と申しますか、例えば合併

をされて、その内の一部のみがここに持って来て、他の所に施設があるとか

ですね、色々と調査いたしましたけど、きちっと当てはまるような事例とい

うのは、探し出し得ておりません。したがいまして、あくまでも、先ほど申

しますように方法を、例がない方法の中におきまして、やはりきちんと４市

の中で協議をさせていただきながら、このケースのきちんとした方法、やり

方については、協議をしていくしかないというふうに考えております。以上

です。  

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  そういうところが、例があれば交渉の材料にということで発言をさせてい

ただきましたけども、今後、そういう分担金において協議されると思います

が１９年度においては、財政調整基金の方から拠出いたしました。今後、こ

ういう中で２０年度においてもですね、また、８月の補正で財政調整基金の

方から出されるのか、どういう考えであるのかですよ、または毎年それから

拠出していきますと運営費にも歳入の方にもですね、基金の方からの繰入も

あっとりますから、暫定的なものがあと何年、組合として継続できるのか、

基金がどれだけあるのかという問題もあるわけですけども、まず、もしも軽

減が実現されるとなるならば、そういう部分は４市がお互いが妥協し合わな

いのであれば、財政調整基金の方から拠出するということもあり得るわけで
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すかね。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  おっしゃるようにきちんとした制度が整いますと、それぞれの負担という

ことになろうかと思いますけども、それが整わない状況におきましては、や

はり財政調整基金あたりを充てながら、対応せざるを得ないんではないかと

いうふうに思っております。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  ８月の議会の時に古川議員の方から歳出を減らしていけば、そういう部分

が、拠出金、基金を崩さなくてもいいじゃないかということで歳出において

も、当組合としては、負担を少なくしていく努力もしていくということで答

弁をいただいておりますけども、そういう部分、経費節減においては、どう

いうふうにお考えなのか併せてお尋ねいたします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  経費削減については、当然、各市の取り組みも非常に財政的に今厳しい中

におきまして、各市の予算編成方針等を参考にいただきながら、その取り組

みが、非常に厳しいものを感じておりまして、私どもといたしましてもその

取り組みに遅れないような予算編成をしているつもりでございます。 

○１１番（岩永和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  岩永議員。 

○１１番（岩永和昭君） 

  ご尽力を賜りたいと思いますが、この組合は４市の分担金の中で主に運転

をされているわけですね、今後の推移として来年、再来年以降、各市からの
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負担金これが増える、増えていく可能性があるならば、早急にこういう分担

金についての問題も解決をしておかなければいけないということなんですね、

２４億円、各市からの分担があります、これが２６億円、２８億円というふ

うに増えていきますとおのずと、また分担金については責任逃れじゃないで

すが、どういうふうになっていくのか心配するわけです。ですから早急にお

互い、これも牟田議員の言葉を借りますと妥協をしていくということも一つ

の政治家であるということを言われておりました。どこまで妥協できるかと

いうことですので、４市、管理者今後もですね、とにかく２６万人利用して

いる市民のためにスムーズな、ごみ焼却の運営ができますようにですね、妥

協していただきたいというふうに思います。２０年度、２１年度南島原市に

おいての分担金の軽減が確認をされているとのことでありましたので、それ

と併せてスムーズな分担金の割合というのができますように、管理者４月９

日までの任期でございますでしょうが、どうぞそれまでに解決をしていくと

いうような意気込みで頑張っていただきたい。時間残っておりますけども私

の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（中村敏治君） 

  それでは次に、７番 木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  日本共産党の木村です。通告に基づいてお尋ねをいたします。まず最初に

平成１７年度に長崎市にごみの処理を委託をいたしました委託料約６，００

０万円だったと思いますけれども、これは稼働した当初、なかなか施設が思

うように処理できないということで処理できなかった分を長崎市に委託をし

た、そういう内容でした。これまでの管理者の説明では、この費用は全てＪ

ＦＥが負担するという説明がされてきました。しかし、今度の裁判でＪＦＥ

から出された答弁書を見ると、これに要した処理費用、これはＪＦＥが立て

替えているんだと、まだ組合から払ってもらってないという内容になってい

るんです。我々が、管理者から説明を受けてきた内容とは全く異なった内容

になっています。どうして、こういうことになっているのか。まず経過、そ

の他についてお聞かせください。二つ目、今回の約２０億円の損害賠償請求

の中で、追加の施設、予備炉の建設であるとか、液体酸素の設備、シリカの

除去施設の設備にかかる費用、こういったことも含めて請求がされておりま

す。それでお尋ねしたいのは、私はこういった追加の工事費は、当然、当初

性能発注した時の３００トンの性能が発揮されてない、これに起因するもの

だから、当然メーカーが負担すべき性格のものだというふうに繰り返しこの

議会でも主張をして参りました。しかし、管理者はその度にそうではない、

あくまでメーカーとの契約は、２２１トンの処理をお願いしているんだと。
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ところが実際に集まっているごみがこれをオーバーしている。これに起因し

てこういった追加施設、その他が必要になったんだと。だから組合が出すべ

きお金なのだという説明の繰り返しだったんです。私、ここんところね、き

ちんと今度の裁判を進めるうえでもね、はっきりしていただきたいんです。

今度の訴状の基本は、基本的にこの施設は３００トンの処理をしてくれと、

そういう性能発注なんだと。しかし、その能力が発揮されていないことによ

ってたくさんの天然ガスを必要としたり、こうした追加の施設を必要とした

り、こういったことで組合が大きな迷惑を受けたと、損害を受けたと、その

総額が約２０億円だと。今度の管理者がメーカーに損害賠償を請求する根拠

になっているんです。とするならば、これまで２２１トン以上のごみが集ま

ったのがトラブルの原因だというこれまでの管理者の立場と全く私はね、相

反するものだと思うんです。そこんところをきちんとしないと、この裁判を

続けていく根拠が崩れるんです。きちんとした管理者のお考えをお聞かせく

ださい。それから三番目、関係市の分担金、先ほどお尋ねありましたけどね、

いまだにこの分担金について構成市の合意ができてないという状況なんです。

それで、ついに昨年は、臨時的な処置だということで約５，０００万円でし

たかね、５，０８６万円でしたかね、南島原市の負担金を減額するというこ

とになったんですね。この構成市の分担金については組合の規約でね、きち

んとこういう方法で分担金は計算しますよと、２割の平等割ですかね、８割

のね、人口割、その他で。これを変える時には、きちんと組合の議決を経て、

そして、先ほど話もありましたように構成市の議会の承認、議決を経たうえ

で分担金というのはそれぞれ決まるんだというのが、この分担金の組合の規

約の基本なんです。ところが昨年度はそういった手続き何もとらずにいきな

り南島原市を５，０８６万円ですかね、減額すると。私は減額する云々はね、

それは事情が事情ですから必要かもしれません。しかし、手続き上ね、全然

議会に諮らずにこういったことがされるというのは、私は大きな問題だと、

あの時も申し上げましたけども、重ねて私はそのことを指摘をしたいと思う

んです。今年度中にきちんと２１年度中にきちんとすると言われましたけど

ね。もう既に４市では、南島原市を減額するという合意ができているという

話ですけどね。昨年と同じようなやり方でね、やられるとますます、そうい

った昨年、今、言ったような点でね、問題を残したままの変更になりますの

で、そういったことはもう絶対しないと、そういうことでやっていただきた

いと思うんですけど、その辺についてのお考えをお聞かせください。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 
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  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  まず長崎市に委託したごみの処理の費用の問題でございますけれども、裁

判所に提出いたしました第一準備書面に記載のとおりＪＦＥの負担の約束と

なっております。次に四つのこの工事の経費につきましては、施設が当初計

画した性能が未達成だった為に工事を余儀なくされたものと、そのように判

断をいたしまして請求することにいたしたわけでございます。それから、あ

とにつきましては、事務局長の方から答弁いたしますが、この先ほど来から

の負担金の問題ですね。基本的にきちっと話し合いをいたしまして、平等割

あるいはごみ量割とか、人口割とか、ごみ量割ですかね。そういった計算を

しながらやっていくのが基本でございますけれども、そういったことにつき

ましてですね、ずっとそれぞれの４市の副市長が集まりまして、ずっと何回

も検討して参っているわけでこれを変更する場合にはもちろんそれぞれの議

会の承認もいるわけでございますので、まずもって今の状況でございますの

で解決いたしておりませんので、今の状況でお願いをしているわけでござい

ます。全体的にみましてですね。どうしても南島原市が非常に負担が多くな

っているということから緊急避難的とでも申しますかね、昨年の４月２８日

にそういったことを決着して議会の皆様からもご理解をいただきながらやっ

てきたわけでございまして、まずもって今の段階ではそういったことに成ら

ざるを得ないというなことを先ほど、事務局長も申したようなことでござい

ますので、どうかよろしくご理解の程お願い申し上げたいと思います。以上

でございます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは最初の質問でございますが、平成１７年度に長崎市に委託したご

み処理費用についてでございます。平成１７年６月２７日から同年８月１２

日にかけまして長崎市東工場に２，５３８トンのごみ処理を委託をいたして

おります。なお、委託費用の約６，０００万円、５，９６３万６，５１０円

になりますけども、これはＪＦＥが負担をいたしております。長崎市へ委託

した経緯につきましては、組合宛に１７年の６月６日付けでＪＦＥの方から

施設の定期点検のお願いという文書が提出されておりまして、その中で「ご

み処理量が大きく減少することになりますが、弊社、ＪＦＥでございますの

責任で処理いたしたいと考えております。つきましては、組合様には点検作
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業による影響分のごみ処理受入先の選定とその受入先への処理委託のご依頼

をご検討いただきますようお願い申し上げます」との内容になっております。

よって組合といたしましては、長崎市への委託費用につきましては当然ＪＦ

Ｅが負担すべきものというふうに考えております。次に超過経費、ＲＯ膜等

の負担についてでございます。このご質問でございますが１月２７日に行な

われました第２回目の口頭弁論において提出した原告の私ども第１準備書面

におきましては、「平成１７年度には排水処理設備工事を３，９７９万５，０

００円で、平成１８年度には液体酸素貯留設備工事を３，８３２万５，００

０円で、また予備炉下部工事を６，９３０万円で、シリカ除去装置工事を８，

７１５万円でそれぞれ補強工事をしたが、原告が発注者となりその費用を負

担した、その合計金額は２億３，４５７万円となる。被告らの当初計画した

性能が未達成であったために上記補強工事を余儀なくされたのであるから同

工事に要した費用は被告らが負担すべきだ」といたしております。これまで

補強工事につきましては、先ほどお話ございましたように組合が負担すべき

ものと説明をいたしてきたところでございますが、当時はごみピットからご

みが溢れそうな中で、毎日のごみをいかに処理するかが最大の課題であり、

構成市２６万人の生活に及ぼす影響が高いため、早急な対応が必要で費用負

担の交渉を行う余裕もなくＪＦＥの主張を冷静な判断ができない状況で、受

け入れて補強工事を行ったところでございます。しかしながら一昨年、平成

１９年改善改良工事後のごみ処理状況をみる限りにおきまして、当初から本

来の今の処理能力が発揮されておれば、補強工事は必要なかったのではない

かと考え、今回これに要する経費につきましてもＪＦＥに対して請求の内訳

といたしたところでございます。以上でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 長崎市に委託をした処理費用約６，０００万円、これまでは、あなたが言

われるようにね、これはＪＦＥが負担するんだと。すでにＪＦＥから納めて

もらっているという説明だったんですね。しかし、そうであるならば何でこ

ういったね、向こうの答弁書にこのお金はＪＦＥが出すべきお金じゃなかっ

たんだと、立て替えてるだけなんだと、これは早く返してくださいと。どう

して、こういうことになるんですか。全然その辺理解できんのですよ。きち

んともうお金は組合に入っているわけでしょう。これまでのメーカーとの話

し合いその他でね、メーカーからそう言われるような何かあるのかどうか。
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その辺をね、もう少しちょっと説明してください。全然こういったことを言

われるのは本当に心外だと、寝耳に水だということなのかどうなのか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 私ども、今、木村議員がおっしゃいますように寝耳に水、どういった経過

でそのような答弁書の中にそのような文言が入ってきているのか分からない

状況でございまして、おそらく裁判でございますので、そういったものも含

めて向こうが言ってきたのじゃないかというふうに思っております。理由と

か、今後、裁判の中で明らかになっていくものというふうに考えております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 向こうがどういういきさつ理由でね、こういった請求をしてくるのか、見

守っていきたいと思います。追加工事、その他のことと関連してね、当時は

ピットの中のごみが溢れるというような状態の中で冷静な判断ができなかっ

たとメーカーの言うがままにごみの２２１トンをオーバーしたのが原因だと

いうことで追加費用、その他全部組合が出してきたんだといういうふうに言

われましたね、あなた方はね、これが稼動始めた当初から長崎市に委託する

ことを初めずっと色んなトラブル続いてきたんです。色んな修理をしてきま

した。最初のそのピットから溢れそうになったその時だけじゃないんですよ、

ずっとです。その都度あなた方の一番の理由は２２１トン以上のごみが集ま

ったと、これが原因なんだと、この一点張りだったんです。だから、私は言

っているんですよ。そういった立場を今もお持ちであるならば、この裁判は

続けて行くことができませんよと。訴状ではね、あなた方の訴状では２２１

トン云々じゃないんですよ、なんて言っているかと、一連のトラブルや追加

施設、当初の予定を大幅に超える天然ガスなど用役費について、当初の公称

能力が発揮されていたならば、これらの問題は起きなかったというのがこの

訴状の基本なんです。だから、そこんところ変わってるんですよ、だから、

はっきりとね、２２１トンということで約束をしてた。しかし、それ以上の

ごみが集まったのが一連のトラブルの原因なんだというこれまでの説明はね、

やはり間違いだったと、基本的にはやはり３００トンの能力が発揮できなか
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った。ここが一番の問題だったんだということをね、改めてきちんとね、市

民の皆さんに説明する必要があると思うんです。そのことがないとこの裁判

続けて行くことできませんよ。管理者どう思われますか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

そういうことでございます。はい。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、木村議員おっしゃいますように、これまでの能力等につきましての話

の中で、ここの施設の能力は年間８０，６６５トン、一日当たりに換算しま

すと２２１トンの処理を行う施設です、平均です。そのためには一日当たり

３００トンの処理をする能力がなければならないということで、２２１トン

とか、年の８０，６６５トン処理する施設、また一日当たり３００トン、い

ずれもお答えした経緯はございますけども、やはり今現在、今回の私どもの

準備書面にも書いておりますけど、一日当たりの処理能力についてはやはり

必要な時は３００トン処理し、ごみの滞留、停留等のないようなことで、い

つでもできる施設であるべきというふうに考えております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  今、管理者が素直にね、説明されたように私は本当そうだと思うんです。

やはり基本は何で追加施設が何億もかけて追加施設をしなければならないよ

うになったのか、天然ガスも当初の予定の１０倍、２０倍を超す天然ガスを

投入せんといかんようになったのか。そういった諸々の一番の原因は、２２

１トン平均でもいいですよ。２２１トン以上のごみが集まったというここに

原因があるんだということで説明をしてこられた。しかし、これはやはり間

違いだったと、やはり一番大きな問題はその根本的な問題は、３００トンの

処理をできる施設を造ってくださいということで性能発注していたにも係わ
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らずその能力は発揮されていない。ここが一連の問題の原因だったというこ

とで今、管理者が認められましたけどね、私はそうだと思うんです。その立

場に立たない限りこの裁判を続けていくことはできないんです。だから、そ

れは改めて管理者が確認されましたので改めて申しませんけど、それでです

ね、これに関連してちょっとお尋ねしますけどね、今度の請求はあくまでこ

れまで３年間の損害賠償のね、請求です。２０年度からになりますかね、こ

れ以降の分についてはね、今度の裁判の結果どうなるのか分かりませんけど

ね、いずれにしろ新たな協議なり、裁判になるのかどうか分かりませんけど、

その辺がよく我々分からないのです。どういうことになるのか、その辺につ

いてちょっと説明をしていただきたいと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 今後の裁判の進み方については、非常に私どもとしましても、どのくらい

の期間が掛かるのか、非常にみづらい状況でございます。そういった中で１

７年度から１９年度に関わります経費の損害賠償請求を行っておりますけど

も、２０年度以降の運転管理に関わる経費につきましては、仮に今、訴訟し

ております内容が決着した場合、それを基本にして２０年度以降の契約精算

と申しますか、出てこようかと思っています。ただ、あくまでも早い時期に

決着を前提とした考え方でございまして、それがなかなか決着がつかないと

なれば、やはり今現在、仮に根拠的なものがないわけでございますので、今

の契約を継続した内容でお願いせざるを得ないというふうに思っております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 とりあえずね、今の裁判の決着がつかないとね、あとのことの協議に入る

ということにはならんと思うのですけど、それを待っておきたいと思います。

それと三番目の構成市の分担金のことについてね、先ほどお尋ねもあってま

したけどね、私は予算のところでちょっとお尋ねをしたいと思っているんで

すけどね、この組合のですよ、年間のこの費用約２４億円ですね、この費用

の一番大きな収入は、その構成市の負担金ですね、ところがね、予算のとこ

ろでお尋ねしたいと思いますけど、この間ね、ごみの手数料収入、これも年
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毎に減ってくる、基金も減ってくる、しかし、まだ償還金の１４７億円掛け

て造ったこの施設の起債の償還金、これのピークもまだきてないと。これか

らずっと増えていくんですよね。そうした中でね、そういったものの跳ね返

りがね。当然それぞれ構成市の分担金ということに来ざるを得ないという関

係になってくると思うんです。ですから構成市の分担金をきちんと話し合い

をしてね、合意のいく分担金にするという必要もありますけど、しかし、基

本的にこの全体のここの運営費２４億円、その他含めたそういったものが

年々増えていく。それが構成市の負担金の中にどうしてもこれに覆い被さっ

てくるという関係になってくると思うんです。その辺についてのちょっと説

明を見通しも含めて、もし見通しを立てておられるんだったら、ちょっと説

明をしてください。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 起債償還につきましては、既に１７年度で全て工事は終わっておりますの

で、クリーンセンターに関わります起債償還計画というのは、毎年１５年間

続いて参りますので、今後しばらくがピークかなと思っております。当然、

起債償還がかなり予算のウェイトを占める中において、やはり当面この起債

に伴います各市の負担金につきましては、了解を一定いただいておりますの

で、その了解の基に負担をお願いしたいというふうに考えております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 私が尋ねたのはね、大まかなところで良いですから、当然、ごみの減量を

進めんといかんですから、そして、そういう方向にいってますからね。手数

料収入というのは、当然減ってくるんですよ。しかし、償還金、その他はこ

れはもうまだね、ずっとピークが続くんです。基金も毎年ずっと今年も３億

いくらですかね。ずっと取り崩して、もう残りもね、２億円ぐらいしかない

でしょ、一昨年あたりは１０億円以上ありましたでしょう。ここ２年間くら

いでね、もうあと残りは２億円くらいしかないような基金の取り崩し方なん

ですよ。そうしますとね、そういったここの運営費２４億円の歳入をどっか

ら、こうするかということになると、どうしても構成市の分担金について、
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そこのところをやはり増やさざるを得んという関係になってくるんじゃない

かと思いますのでね。そこのところの見通しをどうみておられるのかと、大

まかなところでよろしいですから。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

 分担金の今後の見通しということでございますけども、一度ご説明したこ

とがあったかと思うんですけれども、今、大きくは分担金で７５％程度今、

いただいているところでございますけれども、その歳出の現時点、２０年度

につきましても１３億が償還金、そして２１年度、今回予算で計上させてい

ただきますけれども、１３億７，０００万円が償還というようなことになっ

て参ります。この状態は１８年度につきましては、４億９，０００万円、５

億円程度でございました。ですので、この１８、１９、２０というところで

急激に上がるような形になっております。先ほど事務局長が申し上げました

とおり１３億円ですね、１３億７，０００万円、そして、１３億５，０００

万円というような償還が２７年度まで続くことになります。ということで私

どもの方といたしましては、１８年度、１９年度に急激に負担金、分担金で

お願いすることとなることを避けるためにですね、もってこようと充当をし

ていこうと考えておりまして、２０年度それを繰越金の方を先に充てまして、

基金、財政調整基金の方をですね、急に上がらないようにということで、充

当をさせていただいているところでございます。それで２０年度につきまし

ては、４億円を充当をさせていただいて、そして、今回２１年度の予算の方

では３億４，０００万円を充てさせていただきたいというふうに思っており

ます。今後どうなっていくのかということでございますけれども、この１３

億円と、あと掛かる経費、今現状の経費で概算で申しわけございません。今

後、裁判の結果とか色々ありますけども、非常に不確定なところがたくさん

あって非常に申し上げにくいところなんですけれども、もし今の状態が続く

と仮定いたしますと３０億円程度をお願いすることになっていくということ

になります。このまま続くとということでございます。そういうざくっとし

た今の状況だけでございますので、今後非常に、こう変動がありますのでで

すね、私どもも財政計画というのをきちんとしたものをできない状況でござ

います。ただ、見込み、悪い方の見込みとすればそういう状況とご理解いた

だければと思います。 

○７番（木村和俊君） 
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  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 ご承知のようにね、普通地方公共団体、町とか市とかね、こういったのは

ご承知のように例の財政健全化法の施行でそういった財政の色んな指標がど

うなっているのかというのをきちんと出しなさいということになりましたけ

ど、この関係でこの県央県南広域環境組合、これはその対象になっているん

でしょうか、なっていないんでしょうか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 その辺ちょっと確認いたしておりません。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 この施行はね、去年の４月１日からなんですよ、だから私はまずね、訪ね

ているのは今言われるようにね、今、２４億円だけど、ずっとこれはかなり

ね、増えてくるぞと。それがどうしても構成市の負担金にいかざるを得んの

ですよ。ですからなおさらね、そういったことについて市あたりは、きちん

とその法律に基づいたいくつかの指標を出しました。しかし、この組合は、

まずその対象になっているのか、どうなのかと聞いているのですから。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

 基本的にはですね。なっていないんじゃないかと思います。この組合はで

すね。各構成市の負担金でなっておりますから、基のその市についてはです

ね。そういったことできちっとしなければなりませんが、その経費の中に当

然この負担金としては当然はめ込んであるわけでございますので、そういっ

たことで組合自身は、私はないんじゃないかと思います。これはちょっと私
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調べてはおりませんが、そんな感じがいたします。以上です。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 実はね、私は確かめとるんよ、そしたらね、市の財政部が言うには負担金

出してますでしょう。これはね、市の指標の中に全部入っているんです。だ

からね、だから私は聞いているんですよ、義務がないんですよ、その財政計

画を立てる。この組合が法律に基づいたね、財政計画を立てて議会に出す義

務がないんですよ。ですからなおさらね、我々は心配なんですよ、おおまか

に言って、そういった今の２４億円が、あまりせんうちに３０億円ぐらいに

なって、それが構成市の負担金にやっぱり成らざるを得ん関係になってくる

んじゃないかというふうに思いますのでね。しかし、そういったことを明ら

かにするような義務はあなた方にはないという関係になっているから私は聞

いているんです。ですからどうですか、この法律の適用の範囲外にはなって

ますけどね、しかし非常に大事だし、非常に私達も気になっていますから、

そういったことについて、見通しというか、財政計画といいますか、それ作

ってね、出していただきたいと思うんですけど、いかがですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 今、総務課長が申しましたように今後、大きな変動と申しますか、見込み

づらい部分等がございます。ましてや裁判の中で、その裁判自体がどう展開

されるか、それによって変わって参りますので、非常に現在作っても幅があ

るというふうに考えますので、これでいくというふうながちっとしたものは

非常に難しいんじゃないかと思っております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

あなた方は、何かの時にはね、もうごみのことだから 1 日も止めるわけに

はいかないということを言われますよね、そうだったら、なおさらのことね。
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やはりそれなりの裏付けのあるね、きちんとした計画を立てるということが

いるんじゃないんですか。しかも今、課長も説明しましたようにね、あと何

年もしないうちにもう基金もなくなる。１０億円あったのがもう来年度は２

億いくらしかないでしょう、ずっと取り崩してきてるんですよ、ごみの手数

料だって増える見込みはないと、しかし、経費は嵩むと、それは構成市の負

担金に頼らざるを得ないでしょう。そういったことをね。その時になってか

らどうのこうのじゃなくて、やはりね、こういった性格の施設ですからなお

さらのこと、それなりのきちんとした計画を立てると、やるべきでしょう。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 今の状況、現状の掛かっている経費、裁判によります賠償金等がどうなる

かを除外しますと、それはできますけども、やはり構成市におかれましては、

今現在掛かっている経費を前提での計画であればできますけども、先ほどの

お話は、裁判の内容も踏まえて、ぴしゃっと精査されたものを出すべきだと

いうふうなことで、私、理解したものですから、非常に難しいというふうに

お答えをしたところでございますけども、現状における金額と経費ですね、

などを前提としたものは作ろうと思えば作れるという状況にあると思ってい

ます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  正直言いましてね、この裁判はね、私はかなり時間がかかると思うんで

すよ。それはメーカーにとってもね、今回の裁判の結果というのはここだ

けの問題じゃないと思うんですよ。各地に納入しているね、施設に関わる

問題ですから。それはもう、向こうも必死だと思いますよ、何年もかかる

だろうと思うんです。その結果を待たんとその財政計画の見通しが立てら

れないということなんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 
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○事務局長（金原憲昭君） 

 ですから、その辺を組み入れた計画というのは非常に難しいけれども、現

在要している経費、例えば用役につきましても、今掛かっているだけ組合の

方で負担しているところでございますけれども、現状を基にした計画であれ

ば、それはできますということを申し上げております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 その辺、どういう前提になるか分かりませんけど、いずれにしてもこうい

う状況だから計画を立ててください、よろしくお願いします。最後ですけど

ね、管理者にお尋ねしますけどメーカーの方からはね、今度の裁判に関係し

て管理者に裁判に出てもらって証言をしていただきたいと、証人として請求

をしたいというような話も一部マスコミでは報道された経過があるようです。

その辺、もし、そういうことになった場合はいかがですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

 そういった話は私にはあっておりません。そういった場合には、よく弁護

士さんと相談しながら対応したいというふうに考えています。以上です。 

○７番（木村和俊君） 

  以上で終わります。 

○議長（中村敏治君） 

  どうもご苦労様でした。 

○３番（古川利光君） 

  議長、議事進行で。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

  答弁書の中でですね、長崎市へ委託したごみ処理委託料の約６，０００万

円。 

  （発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 
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  議事進行です。   

○３番（古川利光君） 

約６，０００万円がですね、それは立て替えとったということで、今、立

て替えしてるんだという話がありましたよね。そしたら私どもが聞いたのは、

それはもうＪＦＥが負担しますよというので言われましたもんね。それはも

う公になっているんですが、今、その裁判の時にそれがもう一つ、向こうの

方の請求金額に組み入れられとったということは、１７から１８の間のその

費用の中に６，０００万円は入れてるんだという、そういうような言い方で

言ったんですかね。これ完全に立て替えて、長崎市に委託分は立て替えてし

ますよということが正式に発表されたわけですね。だからそれはどういう根

拠でＪＦＥが払うということをどこで確認されて言われたんですかね。これ

非常に重大だと思うので確認しときます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 先ほど、ご答弁申し上げましたように、これにつきましては平成１７年６

月６日にＪＦＥから文書が出されておりまして、その中でこの長崎市に処理

を委託することにつきましては弊社、ＪＦＥでございます。の責任において

処理したいという文書をいただいておりまして、そのことからしますと、先

ほど申しましたやぶからぼうと申しますか、私達もＪＦＥが求める理屈です

か、よく分からないという状況でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長、ちょっと議事進行で私も。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 やはり、今、古川議員が言われるようにね。これまで管理者が議会で、こ

れはもうメーカーが出すんですよと言ってきた説明と全く今回メーカーがね、

これは立て替え払いだというのはどうもこれは理解できんというのは皆さん

そう思っているんですよ。それでね、そこんところで今、局長が言われるよ

うにこれはメーカーが出すんですよというように、なんかその事前にね、組

合とメーカーのその文書での約束なりがあれば、それは資料としてね、やは

り我々は見たいと思うんです。ですから議長、その辺を出していただくよう

に私はお願いしたいんですけど。 
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○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 その文書はございまして、その中の一部をご紹介しましたけども、ＪＦＥ

が書いている分ですね。この文書自体につきましては、今後の訴訟の問題に

関わってくるということも考えられますので、今、お出しすることについて

は、ちょっと差し控えてさせていただきたいと思っております。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 議長、私はね。情報公開で私は持っとるよ。出しなさいよ、あんた。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  弁護士とも協議をさせていただきます。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

 この件につきましてはですね。弁護士の方とも相談をしたうえでですね。

証拠書類ということでどのタイミングで出すのかというのが、私、理由は分

からないですけれども、詳しくは聞いていないんですけど。今のところはま

だ出さずにおいてくれということで聞いているところでございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  情報公開で出した範囲のも出せんと言うわけ。 



 28

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

 ここで申し上げていいか、請求が一度ありましたけれども、この分につい

ては、裁判の関係でお出しできませんというような回答させていただいてい

ると思っておりますが。 

（発言する者あり） 

私どもお出ししたつもりはないんですけれども、私、最近の分は確認した

んですけれども。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  私、事前にね。このことについて。 

  （発言する者あり） 

○８番（牟田央君） 

  議長、議事進行。 

○８番（牟田央君） 

  今、色んな質問の中でね、その裁判に関わる事項が出てきますがね。今、

準備書面でＪＦＥ側は、自分達が負担をするという費用だって準備書面でこ

れは立て替え払いだとかいうような裁判のいわゆる駆け引きで、それぞれや

っとるわけですよね、やるわけですよ。それをこの議会でね、相手の準備書

面がこうなっとるからこれはどうなのかとかね。そういうので軽々に当局も

答えるべきじゃないですよ、今、裁判をやってる事案についてね。準備書面

にこう書いてあるけれども、ここではあんたらどう思うんだとか。ＪＦＥの

言うことばかり言って、今、組合とＪＦＥは訴訟しよる。それでこの議会は

訴訟をしなさいという決議をしたから訴訟をやってるわけですよ。だからね、

おかしな議論をしないようにしないと。ＪＦＥは、この前の全員協議会のよ

うにね、あんたのところの議会は何ですかと。まるでその、表現は悪いけど

も敵対行為的なことはね、この議会はしたくないです。そこら辺をわきまえ

ながら当局も発言しないと。もうただ、べらべらべらべら喋るばかりという

のが能じゃないんですよ。 

○議長（中村敏治君） 
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  しばらく休憩をいたします。 

（午前１１時１５分 休憩） 

（午前１１時２７分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行します。最初に傍聴人

の方に申し上げましたけれども、どうも私語など伝わるような感じがいたし

ます。そうなりますと退場を命じますのでよろしくお願いします。  

次に、８番 柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長の理解をいただきましたので、発言させていただきたいと思います。

雲仙市から出ております柴田安宣でございます。私は通告したとおり、半年

をかけて大改修をした炉が、昨年３月から希望の２炉運転になったと、経済

運転になったということで非常に喜んでいるわけですけども、それに伴う電

気料金とＬＮＧの使用量とそれの単価はどうなったのか。それから各月毎の

年間の予想数字を出して説明していただきたいということで通告をしており

ます。数字は一応、概略で説明いただきたいと思います。それと一括してい

きたいと思いますから、覚書とそして変更後の覚書の違い、要するに弁護士

に言わせれば、３年で１億円ぐらいしか違わんという話だったんですけども、

これがあんた達の予定している覚書、旧覚書ですね、それと変更した覚書と

の違いというのは、どうしても数字で出していただきたいと思います。よろ

しく。それと応札条件、性能保証の覚書は、炉にとって特に私にとっては、

憲法であろうと思っております。覚書を変更するにあたって、今、毎月現在

も月３０万円、コンサル契約を結んである総合エンジニアリング社と協議を

行ったのか、それについての記録はどうなっておりますかということで伺い

たいと思います。そして元課長ということですけども、その変更にあたって

当時のここの施設の元課長さんが、言うことにはですね、覚書の変更にあた

っては、それぞれ数名の人間で研究会を立ち上げて、研究した結果、変更し

たんだというふうな話をしてあるようなんですけども、そういう経過があっ

たのかどうか、それについての答弁をいただきたい。それと当時の事務局長

は非常にまだ健在だということで聞いておりますし、それからその時は、次

長もおられたというふうなことなんですけども、そういう諸々の経緯、経過、

一番肝心な、その１６年の１２月２２日変更した覚書の当時の関係者が健在

であり、答弁ができるのであれば、是非その説明をいただきたいと思います

けど、いかがですか。それと今、私時々聞くんですけども、現在運転してる

炉の中に投入してるごみがキロ当たりのカロリーで、２，０００キロカロリ

ー、事務局サイドで調査をしている分に関しては、ほとんど２，０００キロ
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カロリークリアした数字を、僕も確認したことがあるんですけども、どうも

そのＪＦＥがまた別の組織で別のやり方でこのごみのカロリーの計算をして

あると。だからそこら辺の喰い違いがあってですね、なかなかそのごみの質

が悪いという言いがかりの原因をＪＦＥが作ってるというふうに推測をする

んですけども、その真意がどうなっているか伺いたいと思います。それと裁

判に有利に進めるためには、僕は百条委員会はある面で必要だと思うんです

けども、管理者とすれば自分が過去の経緯、それから足下の不明な点をこう

はっきりさせれば、具合が悪いというところもあるでしょうけども、しかし、

表立って裁判をする以上は、ある程度明らかにしないと、精査をしないとこ

の進んで行かんだろうというふうなことで考えておりますけれども、それに

ついては、またあとで質問をしていきたいんですけども、どういうふうにお

考えなのか、以上五点について、まずは質問させていただきます。よろしく。 

○管理者（吉次邦夫君） 

管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私の方からは、ごみの減量化対策を答弁いたしたいと思いますが、構成市

におかれましては、各市毎にごみの減量化に努力をされているわけでござい

まして、その結果、平成１８年度で前年比マイナス８７７トン、１９年度で

前年比マイナス１，８８２トン、２０年度は４月から１２月の９カ月間で前

年比マイナス１，８１６トンと非常に減少している状況でございます。減量

化は、私は順調に進んでいるというふうに思っているわけでございまして、

今後とも減量化対策につきましては、構成市のご協力を賜りたいというふう

に考えているところでございます。以上です。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは今いただきましたご質問に順おってお答えをしたいというふうに

思います。まず最初の電気料、ＬＮＧの使用量でございますけども、まず電

気の使用につきましては、平成２０年度の４月から、昨年の４月から１２月

までの月平均買電量は約１５４万２，０００キロワットとなっておりまして、

２０年度中は１，８７０万キロワット程度見込んでおります。料金につきま

しては、平成２０年度の４月から１２月までの月平均が約１，８７０万円と
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なっておりまして、２０年度中はそれからいたしますと２億２，５００万円

程度となるのではないかというふうに見込んでおります。次にＬＮＧでござ

いますが、平成２０年度の４月から１０月までの月平均使用量は約２９０ト

ンとなっておりまして、２０年度中は３，５００トン程度を見込んでおりま

す。料金につきましては、平成２０年度の４月から１０月までの月平均が２，

５００万円となっておりまして、２０年度中は若干価格の上昇等を見込みま

して、３億８００万円程度ではないかというふうに思っております。それで

ＬＮＧのトン当たりの単価でございますけども、４月から１０月までの平均

でトン当たり約８６，０００円でございます。次に覚書と変更後の覚書の違

いを数字で出して説明していただきたいということでございます。覚書につ

いてでございますが、当初の覚書におきましては、用役費、維持補修費、運

転管理費、人件費を含めまして、年間５億８，７００万円となっており、用

役費も含めたところの金額保証となっておりました。それに比べまして、変

更後の覚書におきましては、運転経費と維持補修費について、３年間の総額

が１４億６，１００万円、年間にいたしますと４億８，７００万円となって

おりまして、用役費については金額保証でなく数量保証になっております。

この用役費の精算につきましては、組合といたしましては、変更後の覚書に

より組合が行っている年４回のごみ質の検査結果により罰則規定を適用して、

精算されるものというふうに考えておりましたが、ＪＦＥとの覚書の解釈の

相違があり、協議が整わなかったために一番の基本となる応札条件に立ち返

って、損害賠償の裁判となったところでございます。現在、裁判の中におき

ましては、応札提示額と実績額の差額にそれぞれ補強工事を合わせた額、約

２０億円弱を請求している状況でございまして、変更後の覚書に基づく実績

額と差額については、今後、裁判の進行に応じて弁護士との協議の下、対応

して参りたいと考えております。次に覚書の変更にあたりまして総合エンジ

ニアリングと協議を行ったのかという質問でございますけども、当初の覚書

については雛形を総合エンジニアリングが作成しまして、落札後旧川崎製鉄

と組合が協議を行い締結したものであります。しかしながら覚書の変更につ

いては、総合エンジニアリングは係わっておらず、ＪＦＥが原案作成したも

のを議題にしながら協議を重ね成文化したものでございます。その記録につ

いて文書でのやり取りについては残っております。また、変更にあたって当

時の課長を含めて研究会というふうなお話でございますけども、そういった

ことは確認されておりませんのでご了解を賜りたいというふうに思っており

ます。次に基準ごみのごみ質の関係でございますけども、柴田議員ご質問の

ごみ質について組合とＪＦＥが測る数字について違いがあるというふうに聞

いておりますけども、何が原因かにつきましてお答えを申し上げたいと思い
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ます。組合のごみ質の計測法は、年４回環境省の通達に基づきまして、ごみ

ピットからサンプルしたごみを指定の燃焼式熱量計で実際に燃焼させて総発

熱量を求め、この総発熱量と分析で求めた水素と水分濃度を用いて熱量を算

出いたしております。ＪＦＥの方の計測方法は、実際の溶融炉で溶融処理し

たごみから発生する排ガスをガスクロマトグラフィー分析装置でございます

けども、これで２４時間連続的に分析して得られる水素、酸素、窒素、水分

濃度を基に計算した熱量というふうに聞いております。次に裁判を進めるに

あたって百条委員会につきましてでございますけども、百条委員会につきま

しては、議会で論議いただくべきことでございまして、我々がコメントする

立場にはございませんので回答は遠慮させていただきます。以上でございま

す。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  もう一つお伺いしたいんですけども、今、平成１７年の４月１日から稼動

して、先ほど２０年の用役費の数字が出されたんですけども、合計４年間の

経費が総額でどれくらい、計算できるでしょう。今までの１７年、１８年、

１９年、２０年の予測をたした数字がいくらになるか教えていただきたいん

ですけども。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  ２０年度、合わせたところの額は、今、資料として持ち合わせておりませ

んで、推測いただけれは大体お分かりいただけるものと思います。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  提示されている数字がありますから、そこで計算していただきたいんです

けども、いいですか。１７年度がですね、用役費が決算額で５億３，２５７

万２，０００円です。それと１８年度が６億３，８２５万４，０００円、１
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９年度が６億２，２７８万７，０００円という数字になるんですけども、加

えて今、発表された数字とたして数字を出していただきたいんですけども。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  今の合計がですね、４年分でございますが、１８億４，７６１万４，００

０円でございます。１８億４，７６１万４，０００円です。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  用役費として膨大な数字が４年間で相当払われる予定なんですけども、僕

は、この金額が果たして裁判の中で取れるのかなということで、色んな文書

を取り寄せて調べてみたんですけども、僕はびっくりした文書がありました。

あなた達が取り交わされております、ここにあります県央県南クリーンセン

ター運転管理業務委託契約というやつがありますよね。これは情報公開条例

の中で出ておって取寄せていただいた物でありますけれども、これが今年を

含めて契約を結んであるわけですけども、これが当初平成１７年４月１日か

ら平成２０年３月３１日までの契約がここにあって、当時のここの代表者は

吉岡副管理者が職務代理者として契約を結ばれてありますけども、たぶん選

挙絡みのことがあって、吉岡さんが副管理者としてなられたんだろうと思い

ますけども、この文書と、それからもう一つ今年の２０年の４月１日から平

成２３年３月３１日までのＪＦＥと運転管理業務委託契約書というのが取り

交されております。これには２０万円の収入印紙が貼ってあって、前の契約

書には４，０００円の収入印紙なんですけどもこれはほんなもんですかね。

見てみてもらえんですか。 

○議長（中村敏治君） 

  しばらく休憩いたします。 

（午前１１時４５分 休憩） 

（午前１１時４６分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 
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  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  すみません。先ほど申し上げました数字が桁を一つ間違えておりましたの

で訂正いたします。合計で２３億２，６６１万４，０００円でございます。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員よございますか。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  もし良かったらですね、僕は構わんとですけども、これにも基づいて質問

させてもらおうと思ってますけども、この契約書は公になっているもんであ

りますから決して秘密事項じゃないんでしょうし、裁判にも何ら影響ないと。

これはＪＦＥとこの組合が取り交してる、裁判の基になってる業務管理委託

契約ですから問題ないだろうと思うもんですから聞くわけですけども。１７

年の４月１日から取り交してある文書には、性能保証の変更に関する覚書に

基づいて取り交してあるということでいきますと、先ほど僕が聞いたのは、

性能保証の覚書の最初の覚書は金額で書いてあったですよね。５億８，７０

０万円という用役費を入れた金額で書いてあった。今の答弁で言われるとお

り変更後の覚書は、量、用量に変わってると答弁されたんですけども、この

あなた達が取り交してる契約は、吉岡さん、それから吉次管理者としてつい

てある契約に関しては、このままいけば、ガス代、電気代、水道代これ一切

管理者で、こっち側の組合が負担するとなっているんですよ。見てみてくだ

さい。仕様書の中にあるんです。さっきいう４年間で２３億円の金は、あな

た達がどげん優秀な弁護士を頼んでもこの変更した覚書とそれに基づく契約

をし、なおかつ裁判に契約違反じゃないかと訴えても勝てるわけないんです。

それだけ重大な文言でありながら、２０万円の収入印紙を貼りながら、これ

を精査しないで契約したんですか。どうなんですか。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 
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  今、見てお話に出ております運転管理業務委託契約書ですね。この分につ

きましては基本的に運転に関わります人件費とか、あと薬剤費関係ですね、

あとガスエンジンの運転の毎日の点検部分、こういうものを定めたものでご

ざいまして、あとこの他にも私ども維持の管理ということで、点検整備補修

業務ということで、また別途契約をしております。おっしゃる部分の用役費

につきましては、当然ここの中には入っておりませんので、別途掛かった経

費が、最初の約束以上になったものについてはＪＦＥが負担をするという覚

書でもって定めとったということなんですけども。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  僕もそう願いたいと思ってます。ところが皆さん僕はこれを見て青くなっ

たんです。この金額はですよ、３年間で２０億２５１万２，８００円ですよ。

運転管理業務に対する契約の３年間に亘る経費なんですこれが、ですよね。

そして月々２，５０６万９，８００円で運転管理業務を委託するということ

で、この契約書に基づいてこれに付随する仕様書があるわけです。その仕様

書とこの業務委託契約は一体となって運営されているわけです。その仕様書

の中で出てくるのは見て分からんですか。僕、これ見て青くなってんです。

ガス代電気代は、組合が供給するてなってるんです。後ろの方の仕様書の中

で見てみてくれんですか。これがある以上１００年裁判したって勝つわけな

いんです。しかも公印を付いた、しかも２０万円という収入印紙を貼った書

類なんですよこれ。ですからもし皆さん不思議に思うんだったらコピーして

皆さんに差し上げていいです、重大なことなんですよ。だから僕はさっきか

ら聞くのは、この前から運転管理業務に対する変更後の用役費は量になって

るでしょう。あれ嘘なんです。４，０００キロワット発電をして、消費電力

が４，０００キロワットですから経済運転をするなら電気代はプラスマイナ

スゼロですよと、ガス代は１，５６６．６トンですよと、これは許容範囲内

でしょうというふうなことで全部その量目は書いてあるけども、それをＪＦ

Ｅが払いなさいということは書いてないんです。ここのページを見てみんで

すか。後ろの方、図書図面に必要な書類、それからフォークリフトとかいう

ふうなことで書いてあります。電気代ガス代これは支給品として業務に必要

な品物の物品の内に次のものは甲、要するに組合が負担するとなっているん

ですよ。だからこっちが電気代もガス代も、覚書を変更する時はそういう仕

掛けを作ってやってきてるということですから、僕にとってはこの覚書とい
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うのは、僕はこの炉の憲法であり保証書と思ってたんです。ですからこれを

取り交しておってどんな書類があろうと、管理業務委託契約と覚書の変更を

してそれに基づく管理業務をしますという契約を結んでいるなら、用役費の

年間に６億円近くの金が一銭も取れるわけないんです。電気代、ガス代、水

道代は、供給する支給物品と書いてあるじゃないですか。理解できますか、

皆さん。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、単年度の運転管理業務委託契約。 

（発言する者あり） 

  はい。契約につきましては、覚書に基づきまして締結いたしておりまして、

その覚書の解釈、今の部分も含めまして解釈がＪＦＥと私どもとの解釈差が

あって平行しているということで、やはりその問題でずっと申しております

ように、きちんとする為には、やはり最初の応札条件に立ち返って裁判を起

こしているところでございますので、あくまでもその内容につきましては、

裁判の中できちんと整理されていくものというふうに思っております。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  見ていただきたいと思うんです。これを精査して、コピーしていただいて、

皆さん方不思議に思ってますから、持っておられれば差し上げる必要ないん

ですけども提供したいと思います。いいですか。 

○議長（中村敏治君） 

  どうですか。皆さん必要ですか。 

（発言する者あり） 

  一般質問を保留して午後１時まで休憩いたします。その後、議運をお願い

します。委員長お願いします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午後１時５分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を続行をいたしたいと思います。その前に議運の結
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果について報告をいただきたいと思います。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

  ただ今、資料の配付につきまして議長の方から議会運営委員会を開催する

ように要請がありましたので委員会を開催いたしました。その結果、資料を

配付していただいて質問を続行していただきたいという結論に達しましたの

で報告いたします。 

○議長（中村敏治君） 

  どうもありがとうございました。まず、資料の配付をお願いします。その

後、柴田議員が見えられてから一般質問を続行いたします。 

（発言する者あり） 

  資料をまず配ってから。 

（資料配付） 

  資料を、皆さん十分議員の皆さん内容を見ておっていただきたいと思いま

す。しばらく休憩いたします。 

（午後１時８分 休憩） 

（午後１時１４分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行いたします。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  大変すみません。通告どおりじゃなくて申しわけないんですけども、今、

質問したとおりこのクリーンセンターの最初の運転管理契約書の中に、２条

の中で仕様書、その下の方で、１条の下の方で性能保証に関する覚書。これ

変更と書いてありますけど、これはこれで良いわけですけども、この変更後

の覚書を基にしてこれは契約を結ばれておるわけですけども、このあとの項

ですね、この仕様書の後ろの方５ページぐらいのところで性能保証に関する

覚書ということで入っておりますけども、一番最後７ページの分で支給品と

いうことで電気、ガス、水等のユーティリティーということで書いてありま

す。その上の方で支給品ということで、業務に必要な物品のうちに次の物は



 38

甲、要するに組合が支給するものと書いてあります。これを私が、これは組

合が負担すべきものであるならば、簡単じゃないなと思って、これを提案し

て聞くわけなんですけども、これだけの重きものが仕様書の中で小さく書い

て読み飛ばすような感じになっておるもんですから、間違いない事実かなと

私自身も最初、何回も読み返す中でようやく納得したんですけども、これは

私が思っているようなことに間違いないわけですかね。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、この県央県南クリーンセンター運転管理業務委託契約書については、

それぞれの議員の所にお配りいただいたところでございまして、これにつき

まして柴田議員がおっしゃいますのは、後ろから３枚目でございます。支給

品、電気、ガス、水等のユーティリティーについては甲が支給する。組合が

支給するというふうになっております。これにつきましては、電気並びにＬ

ＮＧ、ガスにつきましても組合の方が供給契約を九電等と供給契約を結びま

して購入いたしております。その購入した電気とか、ガスをプラントの方に

使ってもらうというだけで、あくまでも契約自体が変更後の覚書に基づいて、

変更後の覚書も色々問題ございますけども、変更後の覚書に基づいて交わし

たものでございまして、当然、これも変更後の覚書で申しますと精算の対象

というふうな位置づけになっております。ただ、今、現在裁判等でもその辺

のところをしておりますので、あくまでもこれは出しっぱなしになるもんじ

ゃないというふうにご理解をいただければというふうに思っております。そ

れでもう一つでございます。今、２通の契約書をお渡しをいたしました。最

初は、１７年度から１９年度、２０年度から２２年度と二つのものがござい

まして、 

（発言する者あり） 

  年度です。年度で言いますと２０年度から２２年度ですね。その中の１７

年度から１９年度に至る契約書の中で、先ほど柴田議員が、これ間違いない

かと私に確認させていただきまして、間違いないと申しましたけども、たし

かそこに貼ってある収入印紙でございますけども、４，０００円だけになっ

ておりませんでしたでしょうか。 

（発言する者あり） 

  それにつきまして、今、お配りいたしましたのは合計いたしますと２０万

円の収入印紙が貼ってございます。これは４，０００円で交わしたんですけ
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ども、その後印紙の額が誤りがあるということで追加分を貼らしております

のでご了解をいただきたいというふうに思っております。以上です。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  私の勘違いであれば非常に嬉しいんですけども、このとおりであるとすれ

ば、これを取り交した吉次管理者として、どういうふうな受け止め方をされ

てるか、その気持ちを聞かせていただきたいんですけど。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  気持ちは、ただこの委託契約に基づいて交わしたわけでございますから、

以上でございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  委託契約に基づいて取り交したという意見ですけども、先ほど事務局長が

別途これについて詳しいこれ以外の契約を結んで管理業務の委託契約をして

ありそうな、別途、別にありそうなことを言われたんですけども、あったら

それを出していただきたいんです。これに基づいて一切の管理をしとっとな

らこれで議論します。しかしそれ以外のものがありますというふうな答弁を

されたもんですから、あったならば出していただきたいと思うんですけど、

いかがですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  この運転管理業務委託契約につきましては、その前提にございます変更後

の覚書に基づいて、これは交わしておりまして、これが現実的な契約書でご
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ざいますので、契約書についてはこれ以外ございません。ちょっと私の説明

が不足したかも知れませんけど、これが現実的な業務の契約書でございます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  分かりました。多分そうだと私も思ってこれ見たんですけども、今、係争

中の問題で是非住民の付託に応えれるように勝利を導いて欲しいんですけど

も、これが事実でありこのとおりに基づいて契約を結んであり支給じゃない

んだと、供給はするけども別途精算をするということであれば、その原本に

なる契約を結んである、出した電気代それから油代、ガス代、水代ですね。

それは供給はしとるけども、これに支給と書いてありますから、支給という

ことであればそれはもう出しっぱなしですよね。そうじゃなくて精算をする

ということでありましたならば、どういう根拠で精算するのか、それについ

ての答弁をいただきたいんですけども、これ以外で精算する書類があるなら

出してください。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  私、質問の意味がよく分からないんですけども、あくまでもこれも含めて

我々精算というふうに思っておりまして、今後、裁判の中できちんとなされ

ていくというふうに考えております。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  それは答弁になってないじゃないですか。裁判の中じゃなくて、あなたは

さっき私の質問に対して支給じゃないんだと、供給はするけども精算は別途

の何かの別途の書類でもってしますという答弁されたんです。ですからその

根拠になるものを出してくださいというんです。そういうふうに私は受け止

めてそれを私は出していただくまでしばらく休憩して待ちたいと思うんです

けどいかがですか。 
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（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  しばらく休憩します。 

（午後１時２３分 休憩） 

（午後１時２７分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を再開します。柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  答弁は、分かったんですけども、再度お尋ねしたいんですけども、やはり

うちの龍田弁護士からは、基本的な憲法に等しい契約があるんだと。この覚

書の変更とか、覚書をどうしようかというのは、これは附則か規則ぐらいの

もんで憲法に基づいて実行している炉であるから、どういう覚書であっても

変更されてあろうと、それは憲法を変えるべきもんではないわけですから、

大丈夫ですということだったんですけども、僕は、この覚書の変更をした後

の加えて、またそれを認めたような契約をしないと後の３年間の契約ができ

ないという答弁だったですから、あくまでもそれは年間に６億円の金はどっ

ちが払うかという大きな数字になる裁判であろうと思うもんですから、そう

なってくれば、附則とか規則でなくて、これは最初から私が言うとおり大事

なこの炉の保証書であり憲法であろうと私は思うんです。だからその大事な

物を議会にもそれから副管理者が、当時１６人おった人達にも相談もなくて

憲法と思わしきものを勝手に変えて、変えましたから共通の認識に立ちたい

と去年の２月の議会では、管理者言われたんです。だから冗談じゃないと、

共通の認識に立てるわけないでしょうと、こういうことを皆さんと一緒にな

って勉強して今まで経過として来たならともかく、いきなり出して共通の認

識となれば、僕らそれ理解できませんと、だからその書き換えた経緯につい

て聞いてもよく分からん状況の中で、精査しないで署名しました、印鑑つき

ました、責任は私が取りますと言われました。これが１年に５００万円とか、

３００万円の金じゃなくて年間に６億円を誰が払うかという、さっきいう４

年間で２３億円の金になりますということですから非常に大事なものである

わけです。ですから相手もそう思っているわけです。ですからこれが２０年

の契約の時も変更の覚書に基づいてという字句を入れないとＪＦＥが継続契

約しませんというふうなこと言われたと今、言われたですから、そうであれ

ば皆さん方ここまで行った経緯について厳しく状況の説明をし釈明をしない

と皆さん納得いかないだろうと思うんですけどもいかがですかね。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 
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○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  先ほどのご質問の中において、いきなり覚書を出したということでござい

ますけども、これは私どももＪＦＥとそれを出せるか、出せないかという論

議は、ずっとしてきておりまして、やはり様々な企業秘密、ノウハウがある

ということで、やむなくＪＦＥとも協議をした結果、概要版というのを従前

出させていただいておりました。一昨年の秋口になってＪＦＥと協議する中

において、やはり今後、議会の皆様に予算の内容等を十分理解をしていただ

くためには、どうしても全文がきちんと出す必要があると交渉を重ねてきた

結果、ＪＦＥとしても了解、もう出すこと止む得ないという判断の基に昨年

の２月に議会で出して、決して唐突に出したわけではございませんので、そ

の辺は、まず、ご理解いただきたいというふうに思っております。今、その

変更後の覚書の締結に至った経過につきましては、これにつきましては、本

当に今後の裁判の中できちんと精査されるべきものというふうに思っており

まして、それについては、今現在、私どもが説明できる状況でないというこ

とも併せてご理解をいただきたいというふうに思います。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  その裁判に至った経過は、説明されて理解はしているんです。ただ、去年

の２月２０日のこのＪＦＥと、この取り交わす覚書、変更覚書、もしくはそ

の応札条件というものは、僕らはさっき言う憲法と理解しておったですけど

も、弁護士さんは、それは規則なんだと言われたんですけども、これ重要な

契約の変更してるわけですから、これはＪＦＥがどう言おうとですね、明ら

かにしないとＪＦＥのペースにはめられて、言えばプロから手足をもがれた

子供と一緒のような状況になるだろうというふうに思うもんですから、そう

いう経過についてはですね、悪かったなら、悪かったとしないと、今になっ

て裁判をしとるから返事ができませんとか、どうだったとか、言う時であれ

ば卑怯千万なんです。それも去年の２月の時点で僕らがこの精算にあたって

は、覚書もしくは応札条件に基づいて精算をするべきだという附帯決議で全

会一致で通したから、それに基づいて交渉して現在までなっとるわけです。

だから、いきなり出したじゃなくて何回もそういうのがあれば出してくれろ

と言われてきとって出さなくて企業秘密だと、概要版も作った日も契約変更
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した日も一緒なんですよね、実に管理者とすれば、その副管理者に対しても

しくはそれ以外の議会に対して概要版を同じ日に作っとってそれを出さんで、

そして、今になってから裁判にかけましたと、人を打ったたいとって、すん

ませんて通るわけないわけです。肝心な２０万円の収入印紙を貼ってですよ。

取り交わした契約が、それを基になった契約がですよ、それはすまんじゃっ

た、ありゃ間違いじゃったというごたるふうになっとるわけですから、それ

は裁判の経緯はともかくとして、それについて釈明をする必要があると思う

んです。いかがですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、私達が一番大事なことは、今回の裁判をより我々の主張を認めていた

だくことが、最重要課題だと思っております。当然、先ほど話ございました

ように、この変更後の覚書等につきましては、確かに当初から全文出すよう

なこといたしておりませんけども、どうにか先ほど申しますＪＦＥが認めた

ことで、昨年の２月に全文をお出しした。そのこと手続の中におきまして、

やはり途中において議会にもお示しできなかったんですけども、副管理者の

皆様方には示してよかったかなと、これは一つの反省点でございます。以上

です。   

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  今、まさに世代交代の時期でですね、既に１６年の１２月２２日に契約変

更を取り交わされた当人である吉次管理者が、今年のこの議会をおそらく引

退の場とされる予定でおられるし、この契約の一部に参加しておられます吉

岡庭二郎前島原市長も引退されてると、その時のいきさつが分からんまま、

わしらに全部乗せられるようなことになりよるわけですから裁判ということ

もあるわけです。それは分かってるんです。しかし、裁判を起こすように提

案をしてきたのは、この議会自身なんです。あなた達がしましたか、してな

いんですよ。附帯決議を付けて精算にあたっては、応札条件、元の覚書に従

って精算をしろとなった足かせでもってここまできたんですよ。自分達がま

るで裁判に勝ちそうな、この契約を結んだら勝てる契約というふうに私は理
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解できない。ですから、あとの代の人間はたまったもんじゃないんです。年

間に６億円、誰が負担するか、わけ分からんように成りかけとるわけですか

ら、それについての釈明も何もないんですから、終わりに臨んでの話なんで

す。吉次管理者として、どういう見解なのか、再度伺いたいです。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  裁判を起こしたのは、私どものこの組合でございます。組合の執行部でご

ざいますんで、その代表は管理者でございます。おっしゃるように最初の応

札条件ですね、その辺から起こしまして覚書その他ございます。そんなこと

からですね、私どもやっぱりこの経費が高く掛かるというふうなことで、こ

の議会にお願いをいたして、裁判を起こしたわけでございますんで、組織と

してこれはですね、やはり裁判に勝つように弁護士ともよく協議をしながら

ですね、この裁判には我々臨んでいきたいというふうに考えておるところで

ございます。以上です。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  事務局がして、私は中を精査せんで去年の２月２０日で初めてみましたと

いう答弁があって以来のことでございます。今回が最後だろうと思いますか

ら、もう今の答弁で聞く必要ありませんけども、あと新しく参加された横田

市長ですか、それから途中の経緯が分からんでうちの雲仙市の市長にしても、

南島原市の市長にしても、それぞれの経緯の状況が分からん、しかもこの事

務の基になるこの業務委託契約そのものも全く目も通さんでいきなり出され

たようなもんで、僕も調べた中でびっくりしたわけです。だからあとの代の

人間、変わった人間がですね、果たしてこれをやっていけるのかなと非常に

危惧をする気持ちがあったもんですから、くどいようでございますけれども、

現職がおる間に何回もくどく聞いたわけですけども、裁判、裁判ということ

で逃げる口実に使われちゃいかんですけども、あとの議員も交代をするでし

ょうし、管理者あるいは副管理者も交代をするでしょう。それでもこの炉は、

１５年、２０年付き合わんばいかんと、それから２０年付き合うとなれば６

億円の負担がちゃらになれば良いですけども、向こうが負担せんということ
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で判決が出れば、向こう２０年間１２０億円の用役費をこの組合が負担しな

きゃいかんという大きな問題になるわけでございますから、慎重に今後やっ

ていただかんといかんという気持ちで一杯でございます。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

どうも、お疲れ様でした。それでは引き続き、１番 松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  島原市議会の松本でございます。私ども島原市議会には、廃棄物特別委員

会という特別委員会が作られております。その発端は、今回も問題になって

おりますけれども、変更覚書ということで、非常に市民に対して説明がつか

ないようなことが多すぎるということで、私ども島原市議会は特別委員会を

作り、調査をしようというふうになっております。去る１月２３日、特別委

員会が開催をされ、こちらからも、組合の方からも事務局の方で出席をして

いただきました。その辺の論議も含めてですね、改めて、一番私が最後にな

りますので、聞いておりますと重複する点も多いわけでありますが、質問を

四点だけしていきたいと思ってます。第一点目であります。これについては

ですね、去る何日だったですかね、全協が開かれた折、一定の説明がござい

ましたが、十分でありませんでしたので、補足的なことが分かっておれば、

お願いをしたいという意味であげております。変更覚書を前提とすれば、組

合にどういう不利益をもたらしたのか、応札条件、覚書との比較のうえ示し

ていただきたいと思っています。第二点目に、準備書面であげられている性

能未達成の原因を設備と運転の本来のあり方との比較のうえ、明らかにして

欲しいというふうに思っております。これも全協で一定の説明がございまし

たが、私達が裁判で寄って立つ根拠が性能未達成ということで言われており

ますので、それの一定の根拠としてあげられている点であろうというふうに

思いますので、本来の姿等々も含めてですね、明らかにしておきたいという

ふうに思います。三点目にですね、これも論議をされて一定の内容は理解し

ておりますが、先ほど申し述べました、うちの特別委員会でも相当論議にな

った点でありますので、改めてこの場で原告と被告の立場の最大の相違点は、

応札条件、請負契約、覚書、変更覚書の根拠としての順位であるが、原告の

主張は不利ではないでしょうかと論議されているのは十分承知をいたしてお

りますが、改めてお尋ねをいたします。四点目、これも先ほど来から論議を

されております。それで考えてみました。今までの答弁にもありましたけれ

ども、本当に裁判の中で、これまで私達が望むような形で、全体像が明らか

になるのかどうなのかという点についてでありますが、裁判の進行の中で、

変更覚書を締結するに至った経緯と目的は明らかにならないんではないのか

と。特にこちら側からそれを主張することはないんではないのかと。先ほど
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憲法という論議がございましたけれども、同じ質問であり、同じ心配を多く

の方々がなさってるという意味でお尋ねをしておきたいと思います。以上で

す。 

○管理者（吉次邦夫君） 

管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  まず、総括的に私の方からお答えさせていただきますけども、今回の裁判

は、組合が性能発注した本施設が、その性能が達成されていないために、過

大な費用負担が生じたため、債務不履行として損害賠償請求を求めたもので

ございます。訴訟の相手方でございますＪＦＥとは今後もこの施設の運転委

託先となりますので、そのようなことから非常に難しい関係ではございます

が、構成市のごみ処理を共同で実施する組合の利益を守るために訴訟に踏み

切ったところでございます。組合議員におかれましては、この裁判におきま

して、組合の主張が認められますようご理解とご協力を賜りたいと存じます。

松本議員をはじめ、構成市住民の皆様には、詳しい内容をお示しするべきと

ころでございますが、裁判の進行上、いくらかの点につきましては、今、お

話できないところがあろうかと思います。そして、裁判を通して明らかとさ

せていただくことになりますことをご理解いただければというふうに思って

おります。なお、個別の質問につきましては、事務局長の方から答弁させた

いと存じます。以上でございます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  それでは、今、ご質問いただいたご質問に順を追ってお答えをさせていた

だきたいと思います。まず最初の一点目、覚書についてでございますけども、

当初の覚書につきましては、用役費、維持補修費、運転管理費、人件費を含

めまして年間平均５億８，７００万円というふうになっており、用役費も含

めたところでの金額保証となっておりました。それと比べまして、変更後の

覚書は、運転経費と維持補修費について、３年間の総額が１４億６，１００

万円、年間にいたしますと４億８，７００万円となっており、用役費につい

ては金額保証ではなく数量保証となっております。この用役費の精算につい

ては、組合といたしましては、変更後の覚書により、組合が行っております



 47

年４回のごみ質の検査結果により、罰則規定を適用して精算がなされるもの

と考えておりましたが、ＪＦＥ側はごみ量が多くごみ質が悪いため、燃えに

くいので用役が多く掛かっている、また、覚書にございます前提条件８０,

６６５トン、また、２，０００キロカロリーと異なる場合は、罰則規定は適

用されないという部分を主張し、変更後の覚書の解釈が異なったため、一番

の基本となる応札条件に立ち返って、損害賠償請求の裁判となったところで

ございます。現在、裁判の中では、応札提示額と実績額の差額、それに補強

工事の分を合わせた１９億７，６８３万５６３円を請求している状況でござ

いまして、変更後の覚書に基づく額と実績額との差額については、今後の裁

判に応じまして、弁護士の指示、協議の下、対応して参りたいというふうに

考えております。次に裁判の準備書面であげられている性能未達成の原因を

設備の運転の本来のあり方との比較上明らかにされたいというところでござ

います。性能未達成の原因についてでございますが、１月２７日に行われま

した、第２回の口頭弁論において提出した原告第１準備書面では、未達成の

原因といたしましては、酸素発生装置の能力が３炉運転に対して不足してい

ること。大量の水をピット内に投入したため、水分を含み処理を圧迫したこ

と。湿式冷却装置を用いたことからシリカ問題が発生したことなどといたし

ております。具体的な今後の裁判の中で他の原因についても明らかにされて

いくものというふうに考えております。次に３番目でございます。原告と被

告の立場の最大の相違点は、入札条件、請負契約、覚書、変更覚書の根拠と

しての順位であるが、原告の主張は不利ではないのかというご質問でござい

ました。変更覚書の根拠としての順位についての質問でございますけども、

応札提示額は入札に参加する条件として、メーカーが本施設の燃料費や維持

管理費など運転経費の上限額について、保証事項となることを前提に、自ら

積算し組合に提出いたしております。このことを前提に施設建設工事の入札

を行いまして、当時川崎製鉄が落札しましたので、これが原点であるという

ふうに考えております。そして、最初の覚書は、工事請負契約締結後に上限

額などを確認しているものでございます。変更後の覚書は本施設の性能発注

といたしており、現場での打ち合せや組合側の要望などにより変動の可能性

があること。また、上限額を超えた場合に、どのような算定方法で精算する

かといった手続きを詳細に定めたものでしかございません。よって、手続き

を定めるという位置づけの書面である覚書によって、先ほど申されました上

位の応札条件や応札提示額の範囲を超えることはできないというふうに考え

ております。次に最後の四つ目の質問でございますけども、ＪＦＥは答弁書

において変更後の覚書の優先性を主張しております。今後の裁判では、応札

提示額を算出したメーカー側のその根拠数値を明らかにさせ、それが変更後
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の覚書の根拠数値にどのような理由で変わっていったのかなど、争点の一つ

として想定されております。その中で、変更の経緯は明らかになっていくも

のではないかというふうに考えております。以上でございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  それぞれお答えをいただきましたが、ほとんどの質問が裁判の中で明らか

になっていくだろうというお答えで、通常ではあればこれ以上何を聞くのか

というふうなことになってしまいがちなんですが、それぞれとして受け止め

をいたしますが、二点目のですね、性能未達成ということで答弁をいただき

ました。もう少し詳しい内容が私、帰ってくるのかなと。特に性能未達成と

いうことで、コンサルを含めたですね、協議の中でおそらくそういうふうに

まとめられたんでしょうから、あるのかなと思ったんですが、準備書面その

ままを読んでいただいたというふうに構造的になってました。そこでお尋ね

をしますが、今の段階で言えることはきちんとお答えをいただきたいと思い

ます。一つはですね、どうもピットの中に大量の水を入れたと。いつ頃の時

点でどういう経過の中で、そういう大量の水を入れたのか、そしてその水の

量はどれぐらいだったのか、何が目的だったのか。これはですね、私もこち

らの議員になりまして１年１０カ月が経つんですけれども、当初、運転が未

熟であったというのはですね、大きな一つの理由なんですね、そういうのも

含めてしたらいかんことをしたのかと、その辺がですね、組合との協議の中

でどういうふうになっていたのか。当然、水を入れて良かったのか、そうい

うことも含めてですね、もう少しＪＦＥ側の運転のあり方として、私は大き

なことだと思うんです。そういう意味でおそらく裁判の関係で言えませんと

おっしゃるかもしれませんけども、もう少しですね、事実としてあってるわ

けですから、良いことなのか悪いことなのか。運転マニュアルの中にそんな

ことが書いてあるのか。コンサルを入れればチエックできるはずですよ、そ

れくらいは、明らかにしても良いんじゃないかと思うんですけど、いかがで

しょうか。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 
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  これはですね、コンサルの予想といいますか、そういうことなんですけど

も、水処理の際のですね、シリカの濃縮された排水の処理に困ってですね、

ピットに投入したものと、結局、水処理が捌けきらずにピットに入れたとい

うことで、量的にはですね、時期も１７年度に間違いはないんですけども、

４月から９月ぐらいかなというところなんですが、量もはっきりは分かりま

せんけども、約３，０００トンぐらいではないかということでございます。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  私自身は初めて聞くことですけれども、これは運転上、差し支えなかった

んですか。炉の構造からいくとですね、水分を抜く工程がですね、一番最初

にありますよね。確かそうじゃなかったかと思うんですけども、そういう中

にですね、水を４月から９月にかけて、３，０００トン、何回か分かりませ

ん。ごみがひょっとしたら、ちゃぷちゃぷ浮いていたんではないのかという

ふうに想定をされるわけですけれども、その時のこういう運転で良かったか

悪かったかの協議はされてないんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  うちのやりとりは具体的には確認いたしておりませんけども、やはり先ほ

どから申しますようにごみ質の問題が出て参ります。当然、一番効率的な運

転、２，０００キロカロリー前後が一番最も相応しいということからすれば、

その時、水を投入すればカロリーというのはかなり下がってしまいますので、

それがどう考えても適当な状態とは言いがたいというふうに考えております。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  もう一つ、この水関係でお尋ねします。何か、よくは分かりませんが、シ

リカの関係でこの水が出てきたと。これは最初から想定されたもんじゃなか

ったと思うんですけれども、それをピット内に捨てるっていうのは、よっぽ
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どのことじゃないだろうかと思うんですが、他に捨てる方法等々、他の手段

は、なぜ考えられなかったのか。わざわざピットっていうのが、そこに大き

な入れ物があるからピットの中に突っこんだと。こんな杜撰なことでいいの

かという気がするわけですけれども、その辺は調査をされておりますか。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  組合としましては、この水の投入に関してはですね、全く知らなかったこ

とで、ＪＦＥが勝手に入れたということでございます。先ほど、その状態が

ぴちぴちしてたんじゃないかということなんですけども、そのとおりだった

と聞いております。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  とんでもないことをやられてるというふうに理解をしますが、ピットの中

に入っとれば分かるわけですからね、誰が見てもおかしいということになる

はずでしょうが、もし協議をされておれば、重ねてお尋ねしますが、お答え

をいただきたい。それから、酸素発生装置、これもですね、不足してたんじ

ゃないかというふうに言われますが、私、本来のあり方というふうに尋ねま

したが、この炉の特徴は、１，２００度くらいで溶融化すると、大変な高温

であるということもあるわけですね、そうするとそういう関係性も含めて、

これぐらいは酸素発生装置としては要りますよというのはですね、コンサル

の指摘としてはあったんでしょうか、なかったんでしょうか。そういう専門

的なことが非常に理解しにくいから色んな問題も起きてると思うんです。そ

して、一回一回コンサルも含めて論議をしてきちんとした炉にしていくとい

うことが必要なんでしょうけども、設計の段階、もしくはできあがった段階

では、分からなかったことなんでしょうか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  ちょっと一点目の水に関しての協議、ちょっと確認させていただきたいと

いうふうに思います。酸素発生の能力でございますけれども、確かに酸素は

３炉運転を継続する時は、メーカー負担ではございますけどもほとんど毎日

ローリーで運ばれて来ておりました。今、現在は全く参って来ておりません。

もともと皆さんご承知のように、２炉運転を基本とした運転の中でその酸素

発生量あたりも計算されてるんではないか。したがって、それが３炉を運転

する場合においては不足が生じる。今、現在どうにか１炉１１０トンから１

２０トン前後というふうな中で、内部供給できておりますけども、やはりも

ともとの能力としては、３炉を補うための発生量の能力は持ち得なかったん

ではないかというのが、今、実際、今の状況を踏まえての感覚でございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  先ほどの水の件ですが、１７年度のその当時はですね、ごみが非常に多か

ったために、水が上に出てくるまで気付かなかったということです。表面上

水が出てきてから組合が気付いて、もう水は入れるなということで指示はし

たみたいです。以上です。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  ２炉運転が原則で、３炉運転が補助的な役割を果たすと、３炉運転も私も

チェックをさせていただきましたが３炉運転がされるのも約１０日間くらい

とそれが何回か、１年間の中にはあるというふうに理解をしておりますが、

しかし、日数が少なかったとしても、３炉運転を経済的、効率的マニュアル

運転の中でも、年間３０日くらいは私の見たところではあるようなんですけ

ども、だとするならば、やっぱり最初からきちんとそういうふうに計画の中

に入ってるわけですからね、２炉運転が原則だからそれに合わせたというの

はおかしな話で、今、こういうふうにして出されてみるとはっきりするんで

すが、やっぱり性能に対して、約束した性能に対して、機械自体、設備自体、

それから運転も含めて黙ってやってたってことも含めてですね、かなりの、

私、問題点、指摘できると思うんですよね。その意味ではですね、是非もっ

と根拠をあげて、いかに未成熟な炉であったのか、そして、運転についても
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ですね、いかに相談もなく、或いはそれがどっからどこまでを相談するのか

というような今回はお尋ねをしませんが、常識的に考えてみて、おかしな運

転もあったようでありますのでその辺についてはですね、もっと他の部分も

あるかというふうに思います。証拠をあげて根拠として頑張っていただきた

いというふうに申し上げておきたいと思います。それからもとに帰りますが、

変更覚書では、どれくらいのという話は聞いております。ただ、これをお尋

ねしたのは、私どもにとって大変不利な条件である変更覚書の中でも、これ

だけの金額については、それを前提としても負担が増大するんだということ

が明らかになればですね、それはそれで裁判は有利に進められるということ

が分かるんじゃないかというふうに思いましたのでお尋ねをいたしました。

色々あるでしょうから、私も裁判を後ろから鉄砲で撃つようなことはしたく

ありませんので聞きたいところではありますが、その点についての質問につ

いては割愛をさせていただきます。３番目のですね、変更覚書を前提とすれ

ば、というふうにＪＦＥは言っておりますけれども、不利じゃないかという

のも改めて姿勢を聞きましたので、私自身はそれを前向きに進めていただき

たいというふうに思いますので、これ以上お尋ねはいたしません。しかしな

がら、四点目にあげました、これまで先ほどの柴田議員の質問にもありまし

たが、本当に変更覚書はどうして何の目的で誰が作ったんだというのがです

ね、裁判で明らかになるからそれまで待ってくださいと待ちましょうと、そ

の気持ちはありますが、私が考えるには、こちらから明らかにするようなこ

とではないだろうと。むしろ、それがですね、変更覚書が違法であったとか、

何かの外的要因があって結ばざるを得なかったとか、それを証明するためだ

ったら積極的に裁判の中で争うということになるんじゃないのかというふう

に思うわけですね。ＪＦＥの立場に立ってみればどうなのかと言うと、いや

いや、優先順位は変更覚書が１番なんですよと、変更覚書の中に書いてあり

ますけれども、これが１番で、２番３番４番と数字をうった順番に優先順位

があるんですよというふうに書いてあれば、しかも管理者である吉次さんの

管理者の判子も打ってあるわけですからね、ちゃんと打ってあるじゃないで

すかと。さっき論議がされた管理運転業務ですかね、委託業務ですかね、そ

ういうのも全部印鑑打ってあるわけでしょう。向こうは明らかにする必要な

いんですよ。前提条件ですから、ただ、こういう書類を私どもとお宅と締結

しましたねと。こういう約束をしてるではないですかと言えば、私は済むは

ず、済まされるんではないのかというふうに、私なりの、裁判よく知りませ

ん、知らない中でも本当に市民が心配してることを裁判の中で明らかになる

のかというところで、私自身は今、言ったこと私の今日までの結論です。こ

れ以外のことがあり得るんでしょうか。そこがですね、明らかにならないと
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吉次管理者が、柴田さんの発言の中にもありましたように、私が全責任を持

って説明をしますと言われたことがですね、全く全部霧の中に包まれてしま

うということになるかと思ったので、私こういうふうにして、あえてあげて

るんですよ。いかがでしょうか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

結局、こういった覚書を交わしたりする時には、管理者が最高のあれで、

もちろん判子を付くわけですね。中身についての色んな協議がございますね。

ですから今、おっしゃったようにこの応札条件、それからその後の覚書、そ

れから１７年のこの運転前のですね、変更の覚書とこんなのがございますの

で、その辺のですね、最初の覚書と変更後の覚書、これがどのようなこの経

過でなされたかというのはですね、やっぱりある程度きちっとしなければな

らない。私がその中に具体的に入って話し合いをしたわけではございません

ので分かりませんが、その辺はですね、やっぱり会社側の色んなこの都合も

あった、あるいはまた、こっちの方のあれもあったというふうなことでござ

いましょうけれどもですね、その経過と言いますかね、その辺はやっぱりあ

る程度きちっとしなければならないということでございまして、問題はこの

訴訟でやっぱり大前提はこの応札条件があるわけですね。だからそういった

ものを前提にしてですね、今後この裁判をですね、やっぱり有利に進めるよ

うな形で、よく弁護士さんとも協議をしながらですね、進めて参りたいとい

うふうに考えておるところでございます。以上です。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  おっしゃる気持ちについてはよく分かります。分かりますが、裁判の中で

は、明らかにならんでしょうと、はっきり言えば。私はそれを言ってるんで

すよ、そして根拠もあげとります。こっちから明らかにする必要はない。な

ぜならば、応札条件と前期の覚書がこれが憲法であるから、変更覚書につい

て扱う必要ないんですよ、ある意味。そしてＪＦＥの方は、変更覚書は向こ

うの憲法ですから、これは結んだ事実でしょうと。ちゃんと印鑑打ってあり

ますよねって、不備はないですよねと言えばそれで済むことなんですよ。何
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で裁判の中で明らかになるのか、そこが分からんというふうに私言ってるわ

けです。裁判の中でね、明らかになれば、私ある意味、あとで出されるんで

しょうけども、百条委員会の必要ないかもしれません、この件に関しては。

しかしながら残念ながらですね、否決をされましたけども、それに先立って

は、１回ここの議会の中でも百条委員会設置するかどうか、そしてその辺も

大きな論点の一つであったというのは事実なんですね。その関係でお尋ねし

てるんです、突っ込んで言えば。だから、裁判の中で明らかになるでしょう

じゃ済まされない問題が含まれてるんですよ。だから私は根拠をあげて明ら

かにされないんではないかと言ったわけですから、根拠をあげて明らかにさ

れますと、できればですね、そういう答弁が欲しいところなんですよ。再度

お尋ねをしますが、いかがですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

管理者。 

○議長（中村敏治君） 

管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  応札条件が前提になるわけですね。だからそのことについてやっぱり、会

社の方にですね、きちっとその根拠を明らかにしなければならないと、私は

そのように思っております。ですから、そこから出発してこの覚書がどうな

ったのかと、その後の変更覚書はどうなのかということで、その辺がですね

一つのこの争点になるわけと、私は思っているわけでございまして、それは

やっぱり裁判の中でですね、やっていかなければならないと、私はそのよう

に思っております。以上です。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  繰り返しの答弁ですけど、それは分かってますよ。しかし、何の目的で誰

がどういうふうに関わってそうなったのかというのはですね、ＪＦＥさんの

方からはそういう指摘があっても、こっちから別に裁判の中でそんなことま

で持ち出す必要なんかないでしょう。だから私はそう思うんですよ。だから

そこんとこをはっきりしてくれと。裁判の中で明らかになるのか明らかにな

らないのか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

事務局長。 
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○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、管理者が申しましたように、組合のそのスタンス、土俵と申しますか、

それが応札条件、応札提示の段階でございます。ＪＦＥの答弁書等を踏まえ

る限りにおいて、ＪＦＥの土俵というのは変更後の覚書というようなことで

ございまして、当然そのそういった構図からいたしますと、私どもの進め方

というのは、やはりその土俵でもってというようなことで、当面出発の段階

では、変更後の覚書というよりそっちの方に軸足を置くような、重点を置く

ような構えになろうかと思いますけども、今後の進展、裁判の進み方によっ

ては、やはり土俵を少しはこっちに置かざるを得ないことも有り得ない可能

性はないというふうに思っております。そういった中でございますけども、

私どももやはりその経過、要するに、今の変更後の覚書をどのように評価し

てするのかということについて、我々一定の業務範囲の評価を持っておりま

すけども、当時、覚書を変更した経過というか考え方あたりは、きちんと把

握をする必要があるというふうに思っております。そういった把握について

は、弁護士を交えてするわけでございますので、そこで明らかになれば、そ

れは皆さんにご説明するしないというのは、ちょっとまた判断が要ろうかと

思いますけども、弁護士とも十分ご相談したうえで対応していきたいという

ふうに考えております。 

○１番（松本匠君） 

議長。 

○議長（中村敏治君） 

松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  大変微妙なところを聞いておりますが、お気持ちは受け止めておきましょ

う。ただしですね、これだけは言っておきたいと思います。私が質問をし、

そして多くの人達が聞きたい、私が今、申し述べている内容については、今

の答弁でも、明らかにする必要が裁判の中であるというふうには答弁されて

ないんですね、かもしれないということなんですね。それはそれとして今の

時点での答弁ということで受け止めさせていただきます。さらにですね、う

ちの１月２３日の特別委員会でも同じことを聞いて、既に調査済みであると

いう話も聞いております。裁判とは別の形で明らかにすることもあるかもし

れないと。それは裁判の関係を見てからでしょうけどね。それはそれとして、

どういうことなのか、これ以上聞きませんけどもおっしゃったことについて

は、責任を持っていただきたいというふうに今回については申し上げさせて
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いただきたいと思います。これ以上質問はしませんが、いずれにしてもです

ね、住民、議会、それから組合一体となって裁判は勝ち切らなければなりま

せん。しかしですね、住民がおかしいと思ってること、不安に思ってること、

これもまた同時に明らかにしていかなければなりません。大変難しい、私達、

議員にとっても、判断であり舵取りであるというふうには思いますが、管理

者側の市民、住民に対する説明責任はですね、きちんと果たしていただきた

いという要望をもって私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中村敏治君） 

  どうもお疲れ様でした。これにて通告された一般質問は全部終了いたしま

した。しばらく休憩いたします。 

（午後２時１６分 休憩） 

（午後２時２５分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。次に日程第４に入ります。議案第１号

「専決処分の承認を求めることについて（地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例）」を議題といたします。提案理由

について事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（地方自治法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例）」についてご説明

いたします。 

本議案は、地方自治法の一部を改正する法律が平成２０年９月１日に施行

されることに伴いまして、「県央県南広域環境組合議員等の報酬及び費用弁

償に関する条例」及び「県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償等に関する条例」の改正が必要となりましたが、議会召

集の日程調整ができなかったために、地方自治法第１７９条第１項の規定に

基づき専決処分をしたもので、同条第３項の規定により、これをご報告し、

ご承認をお願いするものでございます。 

改正の主な内容は、議員の報酬の支給方法が他の行政委員会の委員等の報

酬の支給方法と異なっていることを明確にするため、現行の同一条項から議

員の報酬の規定に係るものを分離し明確にするとともに、名称を「議員報酬」

に改めるとされたことに伴い、「県央県南広域環境組合議員等の報酬及び費
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用弁償に関する条例」及び「県央県南広域環境組合特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例」の規定中、この条例の該当となる条

項をそれぞれ改正したものでございます。簡単でございますが以上で、説明

を終わります。よろしくご審議賜わりますようお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第１号に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ、あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって質疑を終結し、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。お諮りいたしま

す。議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（地方自治法の一部

を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例）」は承認すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  異議なしと認めます。よって、議案第１号は承認することに決定しました。 

○議長（中村敏治君） 

  次に、議案第２号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額

を定めることについて）」を議題といたします。提案理由について事務局の説

明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第２号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償

の額を定めることについて）」についてご説明いたします。 

この損害賠償につきましては、先ほど事業報告でもご説明いたしましたよ

うに、元組合職員の不祥事に関連いたしまして、本組合が委託発注いたしま

した、融雪剤、これは塩化カルシウムでございます。散布業務の代金未払い

に対する遅延利息でございます。 

内容といたしましては、平成１７年１２月２２日の積雪の際、有限会社ヤ

マウ建設に委託した融雪剤散布業務について、平成１８年２月６日に４３，
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０５０円の請求を受けておりましたが、支払を先延ばしにし、その後業者か

ら数度請求の連絡があっていたにもかかわらず、当該元職員が未払いのまま

放置していたものでございます。この代金４３，０５０円は今年度予算の委

託料から過年度分として、平成２０年１２月２６日に支払をいたしました。 

また、この支払日までに対する、政府契約の支払遅延防止法の規定に基づ

き算出した遅延利息４，５００円を併せて賠償いたしたところでございます。 

この遅延利息４，５００円につきましては、支払日まで日々利息が加算され

ますので、早急に地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により議会の議

決を経るべきところでございましたが、議会招集の日程調整ができなかった

ことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき平成２０年１２月１

９日に専決処分したもので、同条第３項の規定により、これをご報告し、ご

承認をお願いするものでございます。以上、よろしくご審議賜わりますよう

お願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第２号に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  平成１７年１２月２２日の委託で、平成１８年２月６日の請求だというふ

うに書いてあります。これに関しては不正行為ということの説明がありまし

たが、組合内の管理についてお尋ねをいたします。何でこんなことが分から

んのか、そこのところを少し説明をいただかないと論議がしにくいと思いま

すので、まず説明をいただきたいと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず１２月２２日に雪が降りまして、この諫早一帯積もっております。そ

の直前、ここクリーンセンターまで上がってくる道においてかなり急な坂な

どもございまして、そこには上ってくるための手立てとして塩化カルシウム、

融雪剤を散布することが事務所内で決定をし、すぐ担当者を通じて業者の方

に発注をして、その発注を受けて業者の方は実施をしていただいております。 

 そこで問題になりますのが、やはり今、反省としても、今、整理して見直し
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をしておりますけども、非常にこのケースは難しいところがございます。担

当した職員に、通常であれば請求書が渡されて、その当時の職員が受け取っ

ているんですけども、２月にですね、受け取っているんですけども、それを

たまたま放置してしまった。上司からすれば、当然その辺の支払のための事

務処理は、済んでいるものというふうに認識していたために、その後の追及

がないまま、本年度の予算編成時期になりまして、業者さんの方に今後雪が

降った際の見積を徴取したところ、実は１７年度の支払を受けてないという

こともございましたので、そういったことがないようにということは十分職

員に対しても話はしたところですけども、非常にその、たまたま個人で請求

書を握ってしまったということで、今後は、職場、係、課という組織ござい

ますけども、そういった中で十分発注内容を確認して、請求等の漏れがない

ように十分気を付けて欲しいというような話をしておりますけども、それ以

上の対策は非常に難しいところがございます。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  いずれにしても難しいということでありますけども、それじゃ決裁がどう

いうふうに行われているのかということも含めてですね、ご答弁を願いたい

と思います。というのはですね、さっき紹介した１月２３日、うちの特別委

員会ですね。これまでの不正な経理のあり方等々も含めて論議になって、一

番ですね、組合に対する不信感はいったいきちんとした管理監督、それから

職員、上司含めてどういう体制になっているのかと、そして実はこういう体

制の甘さがですね、直接比べられるかはどうかとして、問題は別にしてもで

すね、変更覚書について事情が分からないというふうなですね、全体として

の甘さがあるのじゃないかと、どういうふうになっているんだと大変厳しい

指摘がなされた経緯はですね、ご記憶だろうと思うんですね。その意味では

やっぱり組合のあり方について非常に大きな、金額は小さいですけどもあり

様については、全体から考えていけば、私は大きな問題だろうと思うわけで

す。その辺の今後のことについては分かりましたけども、それはこの問題だ

けではなく全体をどう見ながら対処して行くのかという問題も含めてですね

ご答弁を願いたいと思います。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 
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  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  この件につきましては、通常、私どもの支出の取扱いにつきましては、支

出の負担行為ということで、これだけを払っていいでしょうかというような

こと、こういう支出をしますということを前段で決裁を受け、そして請求書

が来て支出命令ということで、支出をするというような２段階が通常でござ

います。今回の分が特殊なのは、雪が降りそうだということで発注をかけま

す。実際、あがりが出て初めてどれくらい掛かったというのが、分かる形に

なります。ですので、結果、請求書が出て初めて金額が分かるというような

特殊な事例でございます。そのことで前段で支出の負担行為ができないもの

になります。ですので、その担当者の方で請求書の方を持ってしまった関係

で支出負担行為をするきっかけが、そこでできなかったというところが、今

回のものだと思っています。今後、どうするのかというふうなこともござい

ますので、請求書についてはですね、それぞれの発注担当者ではなくて総務

課の会計担当の方に一括して請求をもらうような形でするような形と変更を

したところでございます。 

○議長（中村敏治君） 

  よございますか。他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって質疑を終結し、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって討論を終結し採決いたします。お諮りいたします。

議案第２号「専決処分の承認を求めることについて（損害賠償の額を定める

ことについて）」は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  異議なしと認めます。よって、議案第２号は原案どおり承認されました。 

○議長（中村敏治君） 

  次に、議案第３号「長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の

数の増加及び規約の変更について」を議題といたします。提案理由について

事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 
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  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第３号「長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団

体の数の増加及び規約の変更について」をご説明いたします。県央県南広域

環境組合は、長崎県市町村総合事務組合に平成１２年４月１日に加入し、公

務災害補償に関する事務及び退職手当に関する事務を取扱っていただいて

おります。地方自治法第２９０条の規定により、一部事務組合の組織、事務

及び規約を変更するときは「関係地方公共団体の議会の議決を経なければな

らない。」と規定されていることから、今期定例会に上程いたしまして議会

の議決を求めるものでございます。 

  変更の内容は、平成２１年４月１日から「長与・時津環境施設組合」が長

崎県市町村総合事務組合に加入し、「議会の議員その他非常勤の職員に対する

公務災害補償又は通勤による災害補償に関する事務」を共同処理することか

ら、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数に変更が生じた

ものでございます。なお、４ページ、５ページには新旧対照表を添付いたし

ております。以上、よろしくご審議賜わりますようお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第３号に対する質疑に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって質疑を終結し、討論に入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。お諮りいたしま

す。議案第３号「長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増加及び規約の変更について」は原案どおり可決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  異議なしと認めます。よって、議案第３号は原案どおり可決されました。 

○議長（中村敏治君） 

  次に、議案第４号「損害賠償の額を定めることについて」を議題といたし

ます。提案理由について事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 
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  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第４号「損害賠償の額を定めることについて」をご説明い

たします。 

この損害賠償につきましては、平成２０年１１月２５日午後１時４５分頃、

本施設プラットホーム内Ｎｏ．５投入扉において、発生した事故でございま

す。事故発生場所、事故の状況につきましては、次ページの議案第４号資料

をご覧いただきながらご説明いたしたいと存じます。 

資料の左上の搬入扉より、プラットホーム内に進入した車両が、プラット

ホーム内の組合の嘱託員であります誘導員の指示により、ごみ投入扉へ進み、

ごみピットへ投入いたしますが、今回、資料の左下に表記しておりますＮｏ．

５の投入扉において、民間の収集業者であります株式会社イケダ所有の２ト

ン積みパッカー車が、荷台を上げごみを投入し、荷台を下げた時点で、閉ま

ってきた投入扉と当該車両後部の左右側面が接触したものでございます。本

来、投入扉は、車両をセンサーが感知し、自動で扉が開き、退出時も同じく

自動で扉が閉まるシステムとなっておりますが、今回事故が発生した投入扉

は、車両センサーの感度が落ちており、製造メーカーによる調整の必要があ

るとＪＦＥと確認の上、それまでの間、開閉ボタンを誘導員が押すことによ

り扉を開閉する手動操作としておりました。事故発生時も車両進入時に誘導

員によるボタン操作により、投入扉を開いており、被害車両が車両のごみ投

入操作を運転席で行っている時に投入扉が閉まったものでございます。被害

車両の運転手の話では、被害車両の周りには、ボタン操作をする嘱託員はお

らず、人為的な誤作動ではないと思われる状況で発生した事故でございまし

た。被害車両の修理費に関しましては、運転手に過失がないため、その修理

費は、施設管理責任として組合側が負担することで被害者である株式会社イ

ケダへお詫びをしております。 

しかしながら、その誤作動の原因は、運転管理責任として、ＪＦＥに対し

て損害額の負担を求める必要があるとの組合の見解により、ＪＦＥと数回に

亘り負担協議を行って参りましたが、手動操作により、誤作動が起こるとい

うことは、投入扉の製造メーカーに確認しても、システム上、考えられない

ということであり、過去にもそのような誤作動の事例はなく、損害額の負担

はできないという意向であります。 

しかしながら、被害車両の修理費を早急に支払う必要があることから、顧

問弁護士と相談し、全国市長会市民総合賠償補償保険に、保険給付を受ける

ための手続きを進めて参りました。 

以上の理由より事故発生から期間が経過してしまいましたが、その引受幹
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事保険会社であります株式会社 損害保険ジャパンより全額保険給付をす

る旨の回答があったため、今回の施設内事故に係る損害賠償の額を定めたい

ので、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定により、この議案を提出す

るものでございます。以上、よろしくご審議賜わりますようお願いいたしま

す。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第４号に対する質疑に入ります。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  これぐらいの損害だったからいいと思うんですよ。人命に係るような事故

だったらね、本当大変なんですよ。それでもともとこのセンサーのね、感度

が落ちていたということでその車が出たのを感知したのかな、せんのかな。

何にしろそれと扉の閉まるのが合わなかったと、それはセンサーの感度が落

ちてたからだという説明ですよね。そうであるならさ、操作のミスとかそう

いうのではないんですよ。これは、センサーの感度が落ちてたのが一番の原

因でしょう。そうすれば施設のね、施設が悪かったということになるわけで

すから、当然これはメーカーが出すべきものだと、何で組合が出さないかん

のですか。その辺メーカーとはどういう話し合いをしたんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まず前段で組合で出す、後段になりますと組合で負担したお金をどこが負

担するか、要するに財源と申しますか、その辺の話が出てこようかと思って

おります。 

（発言する者あり） 

  最終的な話であれば現時点では、損保の引受会社とＪＦＥとの話し合いが

なされて、その結果、つくものというふうに思っておりますけども、まず施

設内で起こった事故ということからすれば、当然支払については、組合が負

担すべきものというふうに考えております。あとそのＪＦＥとの協議内容に

ついては、担当課の課長の方からご説明させていただきたいと思います。 

○施設課長（坂本昌晴君） 



 64

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  議員さんが今おっしゃいますのは、感度が落ちてたから施設のせいだとい

うことなんですけども、感度が落ちてたから自動開閉にはしておりませんで

手動にしておりました。だから感度は関係ないんです。ですから手動にして

おったにも関わらず、手動で開けて投入した時に閉まってきた。閉めるボタ

ンは、押してないのに閉まってきたということでございます。センサーは関

係ないんです。そういう状況でございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  ３回だから効率よくお尋ねしますけどね、そしたらなおさらね、施設が故

障してたから起きた事故じゃないですか。操作のミスでもなかったというの

はね、今言われるわけですから。何で施設がそういうふうになっていたのに

組合が最終的に負担をせんといかんのかというところを私は聞いているんで

すよ。そういう施設のね、言うてみれば本来センサーで自動的に開けたり閉

まったりせないかんやったわけでしょう。それがそうなってなかったわけで

すよね。そして手動にしてたわけでしょう。そして、その手動も手動のミス

じゃなかったというふうに最初説明されたからね、なおさら、そしたらそう

いう施設をちゃんと当初の自動のセンサーが働くような状態にしておかなか

ったメーカーの責任というのは、はっきりしているじゃないですか。そこん

ところを言っているんですよ。だから今回、約６８，０００円これね、一応

相手との関係で出しとくけど、これは最終的には、これはあくまで組合の立

替だというんだったら、まだ話は分かるんですよ、最終的には、まだ決着つ

いてないんだったら分かる。しかしどうなんですか。組合の立替だというふ

うに理解をしていいんですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  まずは、基本的に組合が約６８，０００円の修理費を負担しておりますけ
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ど、これは保険会社もしくは保険会社との協議の中でＪＦＥの負担があるか

も知れませんけども、そこから補填されるものと思っております。 

○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  私もですね、これちょっと不信感を持つわけですね。余りにもＪＦＥが有

利にことを運んでいるわけですね。それで組合議会とすれば、組合とすれば

保険会社がバックについているんですから、お宅様の負担はないんですよと

いったような責任の転嫁がですね、見られますよ、これは。それでここに担

当の例えば、局長なりがどのくらいまで突っ込んで話をされたかですね、や

はりこれは税金ですから、血税ですからね、それでやはり私は当事者で自分

の車だったらなんとか少しでも自分の有利になるように話は持っていくんで

すけど、その話はされたかどうかお尋ねします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  直接、私はこの問題についてＪＦＥと話はしておりませんけども、逐次報

告は受けております。ただＪＦＥといたしましても先ほど説明いたしました

ように確かに感度が落ちていることは知っていまして、早急にその取付した

業者を招いて点検整備を行うというふうなことで、その業者が来る前に事故

が発生したということで、そして設置したメーカーの方に聞き取りした結果、

こういった手動状態で自動的に扉が閉まるということはあり得ない。そうい

った過去にもそういったいくつも実績ありますけども、その中でもそういっ

たことがないということで、それが今、ＪＦＥの主張として出てきていると

ころでございまして、あとは、まずもって我々は迷惑掛けた所にお支払をし

たうえで、あとは保険会社とＪＦＥとのそれぞれの協議の中で最終的な負担

というのは整理されるというふうに思っております。今の段階で非常にお互

いの言い分が輻輳しておりまして、どのような決着になるかというのは、ち

ょっとはっきり分からないところでございます。 

○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 
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  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  やはり今、訴訟を起こしてますね、約１９億円、これとやはり関連して私

達、考えるわけですね、だから金額の約６８，０００円どうこうのじゃない

んですよ。これを認めれば、やはり自分の非を認めたような格好になって、

約１９億円に話がいかせんかと、ＪＦＥの懸念もあるんじゃないかとこう思

うわけですね。この金額なら組合さんに迷惑くるから何とかしますよとそう

いうふうな全然その臭いすらしない、薄情なような感じがしますけど、そこ

がどうしても納得いかんからお尋ねしたわけですけど、その辺どうですかね。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  ＪＦＥの言い分は、手動操作ではそういう事態は発生する可能性はないと

いうことで、話はしておりますけども、一応話の中ではですね、半々でどう

ですかということも話の中には出てきております。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

  基本的にですね、やはり緊張感を持ってですね、全てに対応していただき

たいというのが、まずお願いしたいと思うんですけど。ただその閉めた人は

おらんのに閉まったという不思議さですね、扉は誰も閉めてないわけでしょ

う。しかし、それは閉まっているわけですよ、現実的に。そしたらそれを閉

めた人がいるはずでそれがいないということは、今までなかった誤作動が起

こってるという解釈ができるんじゃないですかね。そしたら誰かが運転手さ

んにしてもそこの職員の人達にしても閉まってるというのは、現実に見たん

だから誰かが閉めてるかですよ。だからそこら辺をはっきりしないと、そう

いう誰が払うのか誰がするのかというのは、判断の基準というのはないじゃ

ないですか。どうなっているんですかね、そこら辺とりあえずお尋ねします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 
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○事務局長（金原憲昭君） 

  先ほど施設課長の方から半々ということですけども、ＪＦＥからすれば、

そのセンサー製造メーカーのトラブルは考えられないということが一つござ

います。その場に人が居たのかということは、運転手のお話でも誰も居なか

ったということでございまして、そういった中で協議をする中で、そしたら

折半でというふうな話が出てきて、頭から軽々しく半々でということではな

くしてかなり話をした結果、折半でというふうに提案があってるということ

は、私の方も確認をいたしております。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

  折半でも全額負担でもいいんですけど、実際起こっている事実というのは

あるんですから、だからやっぱりどうですかね、絶対、今までなかったとい

うのがあったんじゃないですかね、機械そのものの何かがあったかも分から

んですね。よう分からんけど、何かＵＦＯのような話になってしまっている

けど、これ以上言ってもあれでしょうけど、とにかく緊張感を持って原因を

究明していただきたいと思います。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  あのですね、先ほどからね、何かその保険会社とメーカーの話し合いでこ

のお金も保険から払われるんだというふうな説明があっているけどね。やは

りそういう感覚はよくないと思うんですよ。保険から払うから、直接こっち

の腹は痛まんからね、そう、その大した問題じゃないなんてね、そういう感

覚だから私はよくないと思うんですよ。もしこれがね、あの扉が車に当たっ

たりなんかして人身事故でも起きとってごらんなさい。大変なことなんです

よ。あのでかい扉が。しかもこのセンサーが利かなくて手動の状態になって

たんでしょう。メーカーが手動で事故は起きたことはないと言うけど、実際

事故起きてるじゃないですか、そこんところをね、やはりきちんとね、きち

んと自動で開け閉めするような本来のシステムになってたのが、そうなって

なかったために起きてるわけですから、今までの説明じゃ、明らかにこれは

メーカーのね、きちんとそういったシステムを維持管理してなかった、感度
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が弱ってるのをそのまま放置しとった、ここんところの責任というのは、私

はやはりね、はっきりさせるべきだというふうに思うんですよ。だから最初

の保険から払われるからよろしいなんてそういう感覚と、あとのところのメ

ーカーに対してね、やはりこれはきちんとね、そういう施設がそういうふう

にしとった、そこんところの責任をはっきりさせて欲しいと思うんですけど。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  先ほどもちょっと申し上げましたように簡単に、簡単な問題とは全然考え

ておりません。こちらもその問題が今、議員言われるような本当に転落防止

の扉でございますので、そういったことにならないような対策というふうな

ことで考えて今まで協議をしてきております。内容につきましては先ほど申

しますように私としても直接入ってないもんですから施設課の方に説明させ

ますけども、軽々しくは思っておりませんのでその点はご理解賜りたいと思

います。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  今の問題でございます。ただ扉が閉まってきて６万円何かしらの損害だと、

これは瑕疵担保は１５年、性能保証は５年でしょう。やっぱりこれは由々し

きことじゃないかなと、今、局長が言われたように人身事故、起こり得る場

合じゃないんでしょうかね。例えば、この運転管理業務の中には、プラット

ホームは省くと書いてありますけども、やっぱりこのような大きな施設この

中では大事故は起こる可能性はだいぶんあるわけですよね。今、局長この施

設の運転管理業務にあたってですよ、事故防止対策は取られておりますか。

プラットホームを含めそれぞれの管理をする中にですよ、これは、車の損傷

で幸いしたかもしれませんけども重大事故が起こる可能性がいっぱい含んだ

施設なんじゃないかと私は思っているところでございますけども、これを管

理する事務局としてやっぱり作業にあたっては、やっぱり事故防止対策とい

うことは大変大事なことじゃないかと思っておりますけど、どのような対策

を取られておるかお尋ねをします。 

○事務局長（金原憲昭君） 
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  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事故防止が本当一番大きなプラットホーム内の管理することかなと思って

ます。そのためにまず車の車両誘導員というふうな方を常時配置をいたしま

して、入って来る車両がバックで着けますのでそういった際の誘導とか、ス

トップとか、そういったものを十分やっております。以上です。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  少なか金額で幸だったかも知れませんけども今後の問題としてですよ、運

転管理業務をするＪＦＥとしっかりとやっぱり今、言われたように緊張を持

ってということでしっかりしていかなければ、同じ施設内で訴えた人と訴え

られた人が居るわけでございますので、こういうのは本当に異常なことでご

ざいます。どうか強い態度で臨んでいただきますようにお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。他に無ければ、これをもって質疑を終結し、討論に

入ります。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  なければ、これをもって討論を終結し、採決いたします。お諮りいたしま

す。議案第４号「損害賠償の額を定めることについて」は原案どおり可決す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は原案どおり可決されました。 

○議長（中村敏治君） 

  次に、議案第５号「平成２１年度県央県南広域環境組合一般会計予算」を

議題といたします。 

  提案理由について事務局の説明を求めます。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 
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○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

それでは、議案第５号「平成２１年度県央県南広域環境組合一般会計予算」

をご説明いたします。 

２１年度は未曽有の厳しい社会環境下、構成４市においても厳しい予算編

成を余儀なくされている中、組合といたしましても構成市の取り組みに遅れ

ることがないよう経費削減を基本に予算編成を行っております。このような

状況でございますが、最大の課題である裁判については、訴訟に関する訴訟

行為業務の委託料のほか、職員の配置換えによる裁判担当の専従化などを行

い、裁判に向けた体制の充実を図っております。 

また、２１年度は施設に係る保証期間最終年度であることから、将来に向

けた安定運転かつ適正管理を目的に専門機関への施設、性能の検証に係る経

費を新規に計上いたしております。数年来の懸案事項である分担金制度につ

いても、副市長会議などを継続してできる限り早い決着に向け着実に対応し

ていくとともに、昨年発覚した公金横領事件の反省の下、再発防止、信頼回

復のための事務改善は住民サービスの低下を来たさないことを前提に総力

で取り組んで参る所存でございます。 

それでは予算書によりご説明いたします。歳入・歳出予算の総額は、それ

ぞれ３１億７，３１５万９，０００円でございます。昨年度と比較しますと

２，０６７万８，０００円の減でございますが、公債費の増６，６８９万１，

０００円を除いた増減では、約８，７５０万円の減でございます。減となり

ました主な理由は、燃料費ＬＮＧの使用量につきまして、現在の使用状況を

踏まえ、対前年比約２５％の減としたのが要因でございます。順次ご説明を

いたします。 

まず、５ページをお開きください。「歳入」でございます。１款 分担金

及び負担金 ２４億円。２款 使用料及び手数料 １億７，４００万１，０

００円。４款 財産収入 １９４万７，０００円。５款 基金繰入金 ３億

４，０１３万円。６款 繰越金 ２億４，１９３万４，０００円。７款 諸

収入１，５１４万７，０００円となっております。 

次に事項別明細でございますが、１３ページをご覧ください。歳入 １款

１項１目 衛生費分担金でございます。昨年と同額２４億円でお願いいたし

たいと思います。構成市ごとの内訳は、備考欄に記載のとおりでございまし

て、現行規約に基づくものでございます。 

次に、１４ページの２款１項１目 総務使用料でございます。組合所有財

産の使用料として存目計上いたしております。１５ページの２款２項１目 
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衛生手数料でございますが、廃棄物処理手数料として、２０年度の状況から

算出しまして、１億７，４００万円を計上しております。１６ページは４款

１項１目 基金運用収入で１９４万７，０００円を計上いたしております。

また備考欄のとおり各基金の２０年度末残高を記載しております。次の基金

繰入金と関連して参りますが、財政調整基金の残高は、２０年度の基金繰り

入れに伴いまして、約５億６，８００万円、また２１年度末では約２億２，

７００万円と大幅減となる予定でございます。１７ページは５款１項１目 

基金繰入金です。財政調整基金からの繰入金で３億４，０１３万円といたし

ております。次の１８ページは６款１項１目 繰越金 ２億４，１９３万４，

０００円でございます。１９ページは７款１項１目 現金及び歳計外預金利

子で、１００万円を計上いたしております。最後に、２０ページでございま

すが、７款２項１目 雑入で１，４１４万７，０００円となっております。

大部分が余熱利用施設の水道代で、水道代として同額を歳出でも計上いたし

ております。その他、雑入として、再資源化物の売払い収入を見込んでおり

ます。 

続きまして「歳出」に参ります。６ページにお戻りください。１款 議会

費 ２６１万１，０００円。２款 総務費 ８，０１５万５，０００円。３

款 衛生費 １７億６５９万６，０００円。４款 公債費 １３億７，３７

９万７，０００円。最後に予備費で１，０００万円でございます。詳細につ

きましては、２３ページからの事項別明細によりご説明いたします。 

まず、１款１項１目 議会費でございます。今年度予算２６１万１，００

０円で前年度と比べ７４万５，０００円の増額となっておりますが、これは

業務効率化を図るため、新たに会議録の調製業務の委託を追加、また、議会

運営委員会開催の回数を増やして見込み計上したことが主な要因でござい

ます。次に２４ページをご覧ください。 

２款１項１目 一般管理費でございます。ここでは、主に組合の管理運営

に係る経費、また総務部門の人件費を計上いたしております。今年度７，７

８０万６，０００円で、前年度７，２８１万１，０００円に対して４９９万

５，０００円の増となっておりますが、これは昨年９月末、組合が長崎地裁

への訴状提出から開始された訴訟に関する「訴訟行為業務の委託料」を計上

していることが主な要因でございます。 

次に２７ページをご覧ください。２款１項２目 財政管理費は基金の預金

利子で、合計１９４万７，０００円をそれぞれの基金に積み立てるために計

上しておりますが、前年度と比較しますと２６８万１，０００円の減となっ

ております。これは先ほども触れましたが、財政調整基金を２０年度で約４

億６，０００万円繰り入れすることによる基金自体の減、また利率も低下し
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ていることによるものでございます。２８ページ ２款２項１目の監査委員

費は、今年度４０万２，０００円でございます。これは、毎月実施の例月監

査、監査委員２名の方の報酬、旅費が主な支出でございます。次に２９ペー

ジをご覧ください。以降が３款「衛生費」でございますが、これが組合予算

の中心となる費目でございます。 

まず、クリーンセンター費でございます。本施設の運営・運転に係る経費

を計上いたしておりますが、前年度当初予算１４億９，６８８万５，０００

円、２１年度予算１４億２，７３１万２，０００円で６，９５７万３，００

０円の減額となります。減額の大きな要因は、燃料費、ＬＮＧ代の減でござ

いまして、先ほど申し上げましたとおり、現時点での使用料の状況から３，

９００トンの使用見込みで計上させていただいております。節ごとの内容で

ございます。まず、人件費ですが、組合職員のうち昨年１０月から本体事務

量の増を考慮いたしまして、中継施設から１名の本体への異動を行ったこと

により、１９名分の給料・手当などの計上となっております。次に３０ペー

ジをご覧ください。１１節 需用費に６億１，１８７万４，０００円を計上

いたしております。内訳は、各経費のとおりでございまして、燃料費は大幅

な減ができております。ただし、光熱水費、電気代が主でございますが、こ

れにつきましては、現在の状況を見ますと、２炉運転を継続しております関

係から、自家発電で補いきれない状況で、なかなか使用量の減が見込めない

ところでございまして、単価増の影響もあり増額の計上をさせていただいて

おりますが、当然ＪＦＥに対しては、今後とも経費節減について強く求めて

行く所存でございます。次に１３節 委託料といたしまして、今回新たに、

作業環境ダイオキシン類濃度測定業務及び５年経過検査業務を実施する必

要が生じましたので追加をいたしております。次のページ１９節の負担金、

補助及び交付金では、外郭団体負担金として１，００９万２，０００円を計

上しておりますが、うち１，０００万円は、諫早市から無料で提供されてい

る施設用水について、市の用水処理施設の維持管理経費が年間約４，５００

万円以上必要となっておりますので、「協定」を結び、その一部負担として

計上をいたしているところでございます。 

次に３２ページ、３款１項２目 リレーセンター費でございます。東部及

び西部２箇所の中継施設でのごみ処理経費、本体までのごみ搬送経費、また

中継施設職員３名と中継嘱託職員１０名の人件費をここで計上しているも

のですが、今年度２億６，４６１万９，０００円で、対前年度比は、１，８

９６万４，０００円の減となっております。減の主な要因は、一般廃棄物搬

送業務の約１，８６０万円の減額によるものでございます。続きまして３４

ページをご覧ください。 
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３目の余熱利用施設費ですが、今年度１，４６６万５，０００円を計上い

たしております。対前年比は、２０８万６，０００円の減、これは歳入の雑

入のところでも触れましたが、主に施設の水道代でございまして、２０年度

の実績から、減額の計上としております。この費目の大部分はこの水道代で、

需用費・光熱水費に１，３５４万７，０００円を計上いたしております。次

に３５ページをご覧いただきます。 

４款１項１目 公債費 元金でございますが、１１億９，７９３万５，０

００円で対前年度比８，２４９万円の増でございます。これはこれまで借り

入れた起債のうち、１７年度債が新たに償還開始となるためでございます。

今後２２年度以降に新たに償還が始まるものはございません。次に３６ペー

ジをご覧ください。同２目の公債費 利子でございますが、１億７，５８６

万２，０００円でございます。以上、起債の元金、利子の合計は１３億７，

３７９万７，０００円でございます。今後もしばらくは償還金の合計が毎年

１３億５，０００万円前後となっております。 

最後に３７ページは、 ５款１項１目 予備費で、昨年と同額１，０００

万円を計上いたしております。 

このほか、３８ページには「２１年度分担金明細書」、３９ページから「給

与費明細書」、４６ページには「債務負担行為に関する調書」、最終４７ペー

ジには「地方債に関する調書」を添付いたしております。以上よろしくご審

議賜わりますようお願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  これより議案第５号「平成２１年度県央県南広域環境組合一般会計予算」

に対する質疑に入ります。質疑は歳入と歳出を区分して行います。なお、質

疑の際にはページ数をお示しください。まず、歳入に対する質疑に入ります。

ございませんか。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

これは、一般質問でもあっておったわけでもございますけども、分担金の

問題でございます。平成１１年にこの議会が発足されたと思っとります。平

成１１年だったですかね、２市１５町平成１７年では、ずっと合併を重ねて

いって、今、４市だということで、それぞれに分母が４となってきておるわ

けでございます。色々と管理者、副管理者それぞれ交代がありまして、分担

金の見直しがするべきだと了解のもと、全然進んでないと、全然ではありま
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せんけど、決着がついてないということでございます。事務局の方々も大変

苦労されていると思いますけども、２１年度内に決着をするという答弁もあ

ったわけですけども、今の協議事項のあれは、どのくらい進んどるのでしょ

うか、お互いの了解をとるだけまできてるのか、それぞれの言い分が違うの

か、その協議事項の内容をお知らせしていただきたいと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

現在の状況でございますけども、先ほど管理者から答弁されました通り、

まだ４市が、全ての市が納得了解できるようなところまでは、至っておりま

せんけどもなるだけ、これまでもずっと続けてきておりますけれどもさらに

副市長さんともご協力いただきながらなるだけ早く決着できればというふう

に思っているところでございます。ご了解賜りますようにお願いいたします。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

私は、８月の定例議会でも要望ということで、管理者と、副管理者３人の

方にもうどうでしょう、それぞれの市で難問を片付けてこられている市長だ

から４人、寄って知恵を出し合って決着をつけたらどうですかという提案を

したわけでございます。もう業務を始めて平成１７年からしてもう３年が過

ぎて、もう４年目に入ったわけですね、入ろうとしとるわけです。４月から

はこういう時にこそ、もう期限をつけてせめて次の８月の定例議会までには、

やっぱり、決着をつけるという方針を出してやっていかなければ、そら下が

るところもあるでしょう、若干上がるところもあるでしょう、これはしかし、

やっぱりお互い譲るところは譲るという了解もできてるということでござい

ますので、そこのところは、どうでしょう３１億７，３１５万９，０００円

の中の約７５．６４％４分の３はこの分担金にかかっているわけですね、や

っぱりお互いが分担金を決着してお互いの市がごみの減量化を図ろうと、施

設の経費節減を図ろうという姿勢を一本化するべきだと思っているんですけ

ど、管理者としていかがでしょうか、もうたびたび言われて頭が痛いと思い

ますけど、このところである程度の折り合いをつけて新年度は新しく出発す

るんだと、また財政調整基金を取り崩してこれで暫定的な処理をするんだと
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いうのは、もうおかしい話じゃないかと思っておりますので、いかがでしょ

うか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  今、ご質問ありましたように、これまでずっと精力的にですね、話を進め

て参りました。問題は１１年の４月にこの組合が発足いたしまして、広域で

ごみ処理をしようということで、当時２市１５町で構成したわけでございま

して、その後４年前それぞれ合併をして参ったわけでございましてですね、

今、４市ということでございまして、中でも南島原市は旧２町が入っている

ということでございます。そんなこともございますけども、いずれにいたし

ましてもですね、そういった構成市の中で色々計算方式が相当ですね、十何

通り作って検討した経過もございますけども、おっしゃるように、もうこの

辺でですね、何とか決着したらどうだろうかというふうに私も思っとります。

いずれにいたしましてもですね、２１年度中にはですね、是非これはですね、

お互いに増えるところもありますし、減るところもございます。そんなこと

ございますけども、ある程度はその辺はですね、凌ぐところは、凌いで、お

互いの全てのみんなの幸せのためということもございますんで、そういった

ことでこれは、早くですね、決着をするように努力をしなければならないと

いうふうに思っているところでございます。どうぞよろしくご理解の程、お

願いいたします。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

 苦しい答弁だったなと思っております。吉次市長も勇退されるということ

でございまして、発足時からの副管理者が管理者がいなくなるわけですね、

世代交代という話も出ておりましたけど、新しい首長さん達が管理者、副管

理者になって本当に、ここいらで決着をつけてと、また今度８月には決算が

あるわけですね、決算があった場合、また財政調整基金で返還するからと４

期分をそのままするのかなと、これもまた大きな問題になってくるわけでご

ざいまして、財政調整基金が２億円ぐらいになったと、なるということでご

ざいますので、その点は、お互いが理解をしながらですよ、進めていかなけ
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ればならないと思います。２１年度中じゃなくて８月までには決着をつけま

しょうという形で、もう一緒にご飯を食べられたと思います。お茶も飲まれ

たと思います。話は出て来なかったわけでしょうか、もうぼちぼちせんぎな、

おかしかっじゃなかろかと、形でですね、積極的に進めていただければなと

思います。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

 お互いにですね、私どもは管理者、副管理者はですね、心は通じているわ

けでございまして、ただ、やっぱり持ち帰った時に色んなこともございます

んで、その辺がですね、色んな懸念もありますでしょうし、しかし、それは

ですね、やっぱり大きな観点からですね、ある一定の方向にですね、持って

いかなければならないということでございますんで、おっしゃるように早け

れば、決算のですね、審査までにできればいいかなと思っておりますが、そ

ういったことを私は希望いたしたいというふうに思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（中村敏治君） 

  歳入について他に。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

 １６ページには、要するに財産収入として積立金があるわけですがね、今

の説明のように２０年度は５億６，８０８万４，５８８円残っとると、財政

調整基金の繰入金３億４，０１３万円あると、後残金２億いくらかしかない

と、おそらく８月の決算の時には、５，０００万円ぐらいですね、財政調整

基金としてなされると、もう決定しとるわけですたいね、２０年、２１年は、

南島原市に対して５，０８６万円ですか、使うと、あと１億何千万円くらい

しかないんですが、来年のことはいらんことかも分かりませんが、財政調整

基金がもう底を付いてきたということになるわけですね、底をついたらどう

するんですか、２１年度の予算を審議しとるわけですが、２２年には、財政

調整基金というのは、１億何千万円使こうてしまうわけですよね、確かに、

積立金として２０年度は１７０万４，０００円ですよ、取り崩すときは、３
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億４，０００万円がばっと取り崩すわけですよ、また、利息もどんどん減る

わけですよね、先の見通しどういう具合に私は考えたらいいのか、ちょっと

説明してください。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  おっしゃるように、来年２１年度の基金をそのまま取り崩しますと２億

ちょっというふうなことになって参りまして、今後、軽減の問題を併せま

すと大体数字的には１億台になってしまうということになります。当然、

お金がなくなるどうするかという話になりまして、先ほど論議していただ

いてますように歳入というのは、大半が各市構成４市の負担金というふう

ことになっておりますので、そういった実態を踏まえながらやはり経費削

減をしながらでしか４市のご理解いただけない。また、その手前に管理者

が申していただきました、やはりまずは、負担金制度、分担金制度の決着

をしたうえできちんとお願いすべきはお願いし、組合としても経費の削減

をしながら少しでも皆様方の負担が減るように増えることがないように手

立てをとっていきたいというふうに考えております。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  私は、去年は、この席で副管理者の皆さん方の目の前で言ったですたい

ね、妥協してくださいて、諫早ではまた、２月２０日から予算の議会がある

わけですが、諫早は諫早で負担すべきは負担するて予算を出したんですよ、

だけど他の市が納得せんからあえて減額のね、不執行の状況を作っとるわけ

ですね、ですから、諫早はごみの量も多く出すし、人口も多いしそれなりに

負担をしようとしとるわけです。また、議会もそういう具合に納得しとるん

ですよね、だから、雲仙市の市長さんも南島原市は安くなっけん、どうぞど

うぞちゅうことかもしれませんが、島原市も少し増えるんですかね、ですか

らそこら辺は、諫早ももう予算を今、組んでどうしようかとなるわけですが、

減額の予算を、いや違う増額の予算を出したあとにですよ、実は纏まらなか

ったんですよちゅうのは、もう２度とあってほしくないんですね、諫早市と

すれば、みっともない話ですよ、皆さん方がしっかりしてもらわないとどう
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ちゃならんとじゃなかですか。また諫早市がまた、予算を組んで減額で執行

していいようなことになるんですか、副管理者の方々には答弁をせんでもよ

かちゅう具合になっとっとですかね、どがんですかね、管理者だけが答えん

ばいかんとですか、そこら辺いかがですか。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  私が、それぞれ代表でございますので私の方から答弁させていただきます

けども、それぞれの市もですね、色々と努力をしていただいているわけでご

ざいますんで、いずれにいたしましてもですね、その辺はよく協議をしなが

らですね、一定の方向に決着するように、努力をして参りたいとそのよう考

えておるところでございますので、よろしくご理解の程、お願いいたします。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

  もう２回目ですもんね、今度３回目で、ずっと決着ならない、だけども諫

早の市長も今度新しい市長に変わられるわけですね、ですから副管理者と新

しい市長が誕生されたあと、あなた達の責任ですよ、副管理者の責任ですよ、

諫早市長が新人が出てくれば何も分からんはずですからね、事務局がいくら

しっかりしとっても、各市の合意が得られなければ今まで通りでですね、あ

えて減額せんごと２２年度からせんばできんですたい７５．何％じゃなくて、

３億何千万円のそのいわゆる財調がのうなればですよ、ごみを出すとはしょ

んなかですたい全部負担させてもらわんば４分の１、４分の１てずっと続か

ざる得んわけですよ、かといって諫早市がごっとい譲る必要はなかとですた

いと私は思いますよ、ということでね、負担すべきは負担すると諫早市も今

度はですね、減額のどうのこうのでなくて今まで通りやんなさいと私はあえ

てこん次の議会で言うつもりですから、もう８月の決算もうすぐですもんね。

議長もたぶん変わられるでしょう、みんな変わるかもしれません、新しい議

会の中でね、新しい論議をね、しっかりとしてもらいたいということですか

ら、市長も立つ鳥跡を濁さずじゃなかばってん、何んじゃろ残るような感じ

ですね、しかし辞めるていうことですから、辞めてもらわんばでけんですも

んね、今さら出るていうことはないでしょうから、そこら辺はですね、きち
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っと、あとの事務局にも鋭意努力をしなさいと残り４月９日まで、ほんの短

い間ですもんね、鋭意努力をしていただきますようにね、お願いをしときま

す。 

○５番（石場照喜君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  石場議員。 

○５番（石場照喜君） 

  １６ページのところで、お尋ねをしますが、今、牟田議員からも基金の残

高ということでお聞きされているんですが、私はですね、用地取得基金これ

が大体８，０００万円近くあるわけですが、聞きますとまだ買収がですね、

未買収があるという話も聞くし、ですので当初計画された面積のね、何％が、

買収できてないのかお知らせいただければと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  計画面積ですけども、約９万３，０００㎡が計画面積となっておりまして、

購入できているのが８万２，０００㎡、ですから９０％近く取得できている

状況でございます。以上です。 

○５番（石場照喜君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  石場議員。 

○５番（石場照喜君） 

  それは、必ず必要な土地なのか、もう買収をしなくていいものなのか、そ

の辺はどんなですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  施設自体できあがってますので、絶対必要かといえば、そうでないところ

はあろうかと思います。しかしながら、虫食い状態でございまして管理上の

問題等もございまして、できましたらご相談をお願いできればしたいという
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ふうに考えております。 

○５番（石場照喜君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  石場議員。 

○５番（石場照喜君） 

  できるならばご相談をしたいということなんですが、どうなんですか、今

までの経過からいうとなぜ、ずっとやって来られたと思うんですけど、なぜ

できなかったんですか、それを教えていただけませんか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  基本的には、この施設の計画当時に発足いたしております、団体等がござ

いまして、話を聞きますと、当時反対に属された方に対して用地交渉の窓口

が閉ざされておったという話を聞いております。 

○副管理者（松島世佳君） 

  議長。誤解を招いたらいけませんので。 

○議長（中村敏治君） 

  副管理者。 

○副管理者（松島世佳君） 

  先ほど、６番議員さんの方からですね、負担割合の件で、ご質問がありま

して、私の南島原市のことで、誤解を受けたらいけませんので、あえてお話

をしときたいと思います。南島原市は、どうぞどうぞやってくださいという

表現をなさいましたけども、決してそうじゃございません、私は、５，００

０万円カットしていただいた５，０００万円強でですね、しかしそれでも本

当に不服でございます、正直言いまして、渋々止む無しということで、その

数字に私は、合意が整うんであれば譲りに譲ってそうしたんだというスタン

スでおりますので、どうぞご理解いただきたいと思います。厳密にもっと本

当に平等にということであればですね、数字はもっともっと上がって参りま

す。しかし、あえて皆さん方が苦労して苦労して十何案十数案ですか、なさ

った、その数字というのが実は１億５，０００万円なんですよ、５，０００

万円ダウンのやつなんですよ、それでも私としては、南島原市としては、と

てもじゃない、しかし、皆さん方そこまで努力なさって妥協なされてきてる

からであれば私どもも止む得ないということでその数字が出てきたことだけ
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はご理解いただきたいと思います。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  歳入についてありますか。 

○７番（木村和昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和昭君） 

  １６ページと１７ページの基金のことでね、今、何名の方々からか、お尋

ねもありましたけども、本当に私もそう思うんですよ、この間ね、多分１８

年度末には、財政調整基金の残高は１０億円を越してた思うんです、これが

あれでしょう、昨年はこの取り崩しが、４億１，０００万円、今年度が３億

４，０００万円、結局、今年度の末には、２億２，０００万円というふうに

ほとんどもう底をつく状態になるわけですね、それでですね、色々指摘もさ

れましたけどもね、是非このことで言っておきたいのはね、今度、裁判で、

約２０億円損害賠償３年間分請求しましてよね、基本的にはね、このお金は、

本来組合が出すべき金じゃなかったとメーカーが出すべきお金だったんだと

いうことで争うわけなんですね、３年間で約２０億円もですよ、本来これが

きちんと最初からメーカーに出していただいていたら、基金だってね、こん

な状態になるわけなかったんですよ。だからその辺ではね、やはり管理者と

しても、その辺の自覚はね、きちっと持って欲しいと思うんですよ。やはり

当初からメーカーに出すべきことを出させておくということをやっておれば、

そのことができておれば基金だってもっとそんな２億円そこらみたいにね、

底を付く状態を作らずによかったんだというその辺の自覚はね、是非、私は

きちんとこの際持っていただきたいというふうに思いますので、一言管理者

のね、感想なり、その辺でのお考えを聞かせていただきたい。それからもう

一つですけどね、雑入がありますね、これは、２０ぺージ１，４１４万７，

０００円ということで、ひとくくりになっていますけど、この中にはね、色

んな副産物の販売の収入であるとか、電力の販売収入があるとか、何項目か

ずっとあるんです。その項目ごとにどういう見積を立てておられるのか、お

聞かせください。特にね、決算の時もね、私、申し上げましたけどね、副産

物の収入なんて、６０万円ぐらいの収入を上げるのに、２，０００万円近く

の経費を掛けるというような実態ですからね。もう少しこの雑入の項目ごと

のどういう予算を見込んでおられるのか、お聞かせください。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 
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○議長（中村敏治君） 

  管理者。  

○管理者（吉次邦夫君） 

 当然そういうことですね、今回の裁判で、その辺をですね、きちんとしな

ければなりませんので、基金が１億円何がし、２億いくらですね、この予算

でいきますと２億いくらぐらい、減ってきたということでございますんで、

その辺はですね、裁判をきちっとして、そして、できるだけこの基金を増や

す。やはりまた負担金の問題もございますので、そういったものは、私ども

認識を持ちながら、今後とも進めて取り組んで参りたいと考えているところ

でございます。以上です。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。  

○施設課長（坂本昌晴君） 

雑入の内訳ということでございますが、大半が余熱利用施設からの水道代

でございまして、１日１３２㎥を見込みまして、トン単価の２７０円をかけ

まして、１，３５４万７，０００円ということでございます。それと副産物

の収入が一応６０万円ということでございます。  

○議長（中村敏治君） 

  よございますか。  

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

 決算の中ではね、この雑入はね、余剰電力の販売量これは、昨年度ですけ

どね、これが２３万１，６６５円、それから副産物の販売量６８万２，２９

４円これは、今年の予算の６０万円とね、ほぼ同じ額の決算ですけど。他に

その自動販売機の電気代であるとか、今いう水のね、余熱利用施設の１，２

００万円、これが一番大きいですけど、他に色々ダンボールの販売料とか、

雇用保険だったて、２０何万円になっていますね、雇用保険のね。こういっ

た関係決算では、こういうふうになっているのに何で予算ではね。わずか二

つだけの項目にしか予算にしてないんですか。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 
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○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  おっしゃるように決算の方ではですね、他にもいわゆる雑入というような

ことで名目を表に表示ができないような細かい内容ということで、こちらの

雑入に入ることになります。おっしゃるようにそれ以外の分もございますけ

れども、確定してですね、金額として計上できませんでしたので、項目とし

て予算としては、計上してないところでございます。特に売電収入ですね、

電気につきましては、今、２炉運転をずっと続けている状況がございますの

で、ちょっと見込みがないということで０ということで、予算上は見込んで

おるところでございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  私もね、電力の売電とか見込みがどうなのかなというのが、ちょっと気に

なったものだから尋ねてるんです。昨年度決算では、売電が２３万１，００

０円ありましたよね。しかし、今年は、それほど発電は期待できないという

ことで予算には計上できないというふうに理解しとって良いですか。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  はい、施設課長です。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  実際に２０年の６月以降があっておりませんので、一応０ということで。 

○議長（中村敏治君） 

  歳入について、他にございませんか。無ければ次に歳出に対する質疑に入

ります。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  歳出の３０ページです。委託料の関係でございます。ここにいくつかの建

設委託料並びに事務的委託料と書いてありますけども、それぞれに項目がい
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っぱい上げられております。新たに５年経過検査業務、それにその上の作業

環境ダイオキシン類、これ新たに入ったということでございますけども、そ

れぞれの業務の金額を重ねて４億１，４５６万円になったと思いますけども、

それぞれの例えば副産物の再資源化管理業務とか、その数字を示していただ

きたいと思います。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  作業環境ダイオキシン類濃度測定業務ですね、こちらの方が約７３０万円

程度を見込んでおります。それから、その次５年経過検査業務ですけども、

１，４６０万円程度を見込んでおるところでございます。 

（発言するものあり） 

 全般的に、はい。運転監理業務ですね、こちらの方が３億３，１００万円

程度ですね、それから定例分析業務１，５００万円程度、そして、副産物再

資源化管理業務１，８００万円程度、性能検査前自主点検整備業務が１，６

００万円程度、エレベーター保守点検業務が２５０万円程度、消防用設備点

検業務が３２０万円程度、電気設備点検業務が７０万から８０万円程度です。

それから運転監理業務が４００万円程度です。そのあと今、二つ言いました

けど、繰り返しますが、作業環境ダイオキシン類につきましては、７３０万

円程度ですね、それから５年経過につきましては、１，４６０万円程度、そ

して、自動扉開閉装置につきましては、３０万円程度、除草業務につきまし

ては、９０万円程度を見込んでるところでございます。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 

○１２番（馬渡光春君） 

  それぞれに業務別委託料並びに点検業務委託料を示していただいたわけで

ございますけども、今、木村議員からありましたように副産物の再資源化、

これ６０万円の売上げを見込んで、昨年は１，５５２万２，０００円、その

３００万円程度高くなっておりますですね、６０万円を売るのに１，８００

万円、これもやっぱり業務委託だろうと思いますけども、お互いがやっぱり

説明できるような状態じゃないなと、距離的にも処理施設もそれぞれ制限が

あると思います。それにメタルなんか、どこに運んでどのような経費が掛か
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っているのか、説明をしていただきたいと思いますし、それから運転管理業

務３億３，１００万円掛かってるということでございますけども、先ほど昼

貰ったあれは３年間で９億２５１万２，８００円が業務委託でございますけ

ども、１年で３億３，１００万円、掛かれば９億円は完全に超えてしまうん

じゃないかなと思っておるところでございます。それも重ねてお尋ねしたい

と思います。それと２１年度の運転管理業務と点検整備補修業務のそれぞれ

の合計をお知らせしていただきたいと思います。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  運転管理業務のことでお答えさせていただきます。確かに私ども予算とい

うことで組んでおります。通常運転ということでですね、今日お話に出まし

た契約書を結んでいるところでございます。非常にこの取扱いについては、

弁護士とも協議をしているんですけども、変更後の覚書、当初の覚書から入

ってるんですけども、色んな事情の変更に応じて２０％の変更が有り得ると

いうことがございますので、その辺を加味した中で予算としては、ちょっと

枠を契約書通りの金額を少し超えたものとして予算をお願いしているところ

でございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  点検整備補修業務もですね、予算的にはこういう上げ方をしておりますが、

やはり覚書の方で２割増しの項がありますので、予算的にはその分が増えて

実際の契約額は、もっと低い金額になっております。副産物の搬送先でござ

いますが、金属水酸化物が福岡県でございます。それと工業塩が岡山県です

ね、硫黄が和歌山県でございます。それからメタルについては、まだ、出し

ておりません。一応、搬送先の予定は岡山県の方に予定をしているみたいで

す。あとスラグは、県内ということでございます。 

○１２番（馬渡光春君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  馬渡議員。 
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○１２番（馬渡光春君） 

  それぞれに答弁ありがとうございました。運転管理業務とか、点検整備補

修業務が極端に高くなったり、平成１９年度は、６億２，０００万円、その

前は５億５００何万円と、だいぶん上下しているわけですね、そういう時は、

どういうかたちで上下するのかと思っております。それとですね、ここに定

例分析業務ということで載っとりますけども、１，５００万円ですね、これ

はやっぱり色んな分析をされると思います。このＪＦＥの方が、例えばごみ

質の問題、ＪＦＥが測定したならば１キロあたりのカロリーが２，０００キ

ロカロリー以下だと、こっちがぴしゃっとした公的な機関に分析してもらっ

たら、２，０００キロカロリー以上だと、ここの違いは、どのようなかたち

でとれば良いんでしょうかね。それから、松本議員からあったようにピット

の中に３，０００トンも水を入れた中には、ごみの質が下がるとは当たり前

だし、ごみを減らそう減らそうと努力しとる中に３，０００トンも水を入れ

たならば、大変な業務、これは裁判の方にだいぶん関わってくるんじゃない

かなと思っております。とにかく、その分析業務がですよ、会社側の分析の

結果と、この組合の方が公的機関に出した分析の結果が違うということは、

どのように捉えたら良いんでしょか。そこのところをしっかり明かすべきじ

ゃないかと思っております。それと副産物の問題でございます。これはおそ

らく運送賃がこんくらい掛かるとかなということでございますけども、運送

賃以外まだ掛かるわけですか、例えば、処理料は掛からないわけですかね。

ちょっと答弁願います。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  まず、副産物の方からいきますけども、これは運送料のみでございます。

それからごみカロリーの計測がどうして違うのかということなんですが、組

合の方は、厚生省通達に基づいた方法で分析を行なっておりますが、結局、

ＪＦＥが行なっている分析はですね、例えば、炉の操業をするにあたってで

すね、異常燃焼の防止とか、ガスエンジンの出力を設定する、一応２４時間

連続で測定をしますんで、炉の操業の参考といいますか、そういった観点で

ずっとしているということでございまして、公にごみ質といった場合には、

やはり組合が行なっているごみ質検査の方かなということでおります。 

○議長（中村敏治君） 

  他に。 
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○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  お尋ねします。３０ページです。先ほど馬渡議員が言われたところを私も

尋ねたかったわけですけども、ダイオキシン類濃度測定業務委託料７３０万

円ですかね、これ上がってるわけですけども、ダイオキシンは、おそらく０

ということに等しいような数値が出てると聞いておりましたけれども、未だ

に変わりないのかどうか、それが一点。もう一点は、昨年度でしたかね、落

雷のために停電して、それが蒸気タービンか何かに支障をきたしたという説

明があったかのように思いますけども、その対策はなされているのかどうか。

この項目では全然ありませんので、その二点説明願います。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  この作業環境ダイオキシン類濃度測定業務といいますのは、労働安全法の

施行規則でですね、工場の中ですね、人が作業をする場所において年に６カ

月に１回ずつ検査をしなさいということでございます。そういうことで今回

初めて予算に上げさせていただいております。通常行なっておりますダイオ

キシンにつきましては、今、年１回行なっておりまして、基準値を大きく下

回る結果がずっと出ております。 

（発言する者あり） 

落雷の件はですね、非常用発電機が故障したということでございまして、

ガスエンジンとか、そういうことじゃなくて非常用発電機ですので、それは

平成１８年度でございます。それはもう修理は済んでおります。 

○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  非常用の発電機にしてでもですよ。その対策は、修理じゃなくて、その対

策はとられているのか、よう私の質問を理解してくださいね。その対策はと

れてるのか、そんなら落雷防止を講じているのか、聞きたいんですよ。修理
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が済んだかどうかじゃない、分かりますかね。それともう一つ、３回しか言

えんでしょう、議長。６カ月に１回ダイオキシンの測定をするか、どうかで

すね、工場内のですね、これは今回義務付けになされてということで理解し

て良いのかどうか。また、二点をお願いします。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君）   

  非常用発電機はですね、落雷が直接落ちたわけではなくて、工場内に落ち

たわけではなくて、近所といいますか、よそに落ちてそれによって停電がし

て非常用発電機が作動はしたんですけども、うまく作動しなかったというこ

とでございます。 

  （発言する者あり） 

  ですから、直接工場に落雷があったのではなくて、停電をしたために操業

が止まったということでございます。それから作業ダイオキシン類の測定に

ついてはですね、実を申しますと操業当初からしておく必要があったという

ことでございますが、他の施設をみて、これはしとかんばいかんということ

でありましたので、今回予算化させていただいたところでございます。 

○９番（町田誠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  町田議員。 

○９番（町田誠君） 

  そしたら、今年でも落雷があったらそういうことが、事故が発生すること

も想定しとっていいわけですね。そしたら、前回１８年度ですかね、あった

そのような落雷があったら、またそういうことが発生する懸念がはらんどる

ということでいいですかね。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  非常用発電機に関しては、現在、問題ないと思っております。 

  （発言する者あり） 

停電でございます。それは定期的にテストはしておりますので、順調に動
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いているところでございます。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  いくつかおたずねをいたします。２５ページのですね、委託料１３節９５ 

６万７，０００円ということで、ずっと項目があって１番最後の所に訴訟行

為業務ということになっていますけど、これ金額がどうなっているのかです

ね、この今度の予算で計上されているこの項目、金額と昨年補正でしました

よね、弁護士のね、あの予算との関係がどういう関係になるのかですね、そ

の辺ちょっと説明をしてください。それから３０ページのですね、これも１

３節の委託料の下から２行目の自動扉開閉装置保守点検業務ということにな

ってますけど、これ金額いくらなのかとそれと先ほど議案で出てましたね、

損害賠償のですね、それとの関係が何か関係があるのかないのか、その辺を

説明してください。それから３２ページ。 

○議長（中村敏治君） 

  ちょっと待ってください。傍聴席の皆さん静かにお願いします。 

○７番（木村和俊君） 

  ３２ページのリレーセンター費で前年度より１，８９６万４，０００円安

くなってるんです。先ほどの説明では、搬送料の委託料が１，７００万円ほ

ど安くなったという説明だったと思うんですけど、この搬送業務の委託の仕

方、その入札でやっておられるのか、随契でやっておられるのか、その辺、

そして、今年度こんだけ１，８００万円減額したこととの関係、入札の結果

なのかどうなのか、その辺説明をしてください。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  歳出２５ページ委託料の訴訟関係でございます。訴訟行為業務ということ

で予算をお願いしたいと思っておりますのは、約４８０万円程度をお願いし

たいと思っております。この中身につきましてはですね、来年度２１年度の

弁護士の活動の経費というようなことになります。昨年の８月、訴えの提起
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と併せて補正予算をお願いしたところでございます。その際につきまして訴

訟関係の経費は、７６０万円程度の費用をお願いしたところでございます。

そのうち現在の執行は、７００万円程度執行しているところでございます。

大きな半分程度につきましては、訴訟の印紙といいますか、裁判所の方に訴

訟の経費ということで、納付すべきもの４９８万円が主になってきておりま

す。あと２１０万円につきましては、着手金ということで弁護士の方々に支

払っているものでございます。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  ３０ページの自動扉開閉装置保守点検業務でございますが、これは約３０

万円程度でございまして、事務所に入る時の自動扉とですね、プラットホー

ムに出入りする時の自動ドアですね、あそこの２箇所の保守点検でございま

す。それと搬送業務がどうしてこんなに落ちたのかという話ですけども、去

年の７月から入札によりまして、業者が変わっております。それによって金

額が落ちているということでございます。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  いくつか分かりました。弁護士、訴訟の委託料ですね、昨年の補正でした

のが７６０万円、それで２１年度予定しているのが、４８０万円、合わせる

とどれくらいになるのかな、１，２００万円くらいかね、印紙代その他もこ

の中に入っていると思うんですがね、ちょっと事務的なことをお尋ねします

けどもね、どうなんですか、この裁判はね、年度をまたがるですよね、２０

年度、２１年度ね、当然、その弁護士との契約は、２０年度にされてるんで

すけども、そうしたやっぱり年度をまたがって弁護士に頼んだんだから、そ

の費用を出す義務が、こちらあるんですよね。そうしたことをする場合は、

通常ですよ、年度をまたがってこちら側が負担をする責任があるという場合

には、予算書でね、債務負担行為ということで議決をしておく必要があるん

じゃないかというふうに思いますけど。その辺は、どういうふうに理解した

らいいのかね、ちょっとその辺を聞かせてください。これはね、当然、裁判

は続くわけですから、現にもう続いてるわけですよ。契約したのは、２０年
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に契約したんですよ。それに基づいてこういうふうに予算を計上せんといか

ん義務が起きてるんですよ、組合には。そういう場合は、通常はね、やはり

債務負担としてこれは予算にきちんと議決をしておくというのが、私は手続

だろうというふうに思いますけど、その辺はどうなのかお答えください。そ

れから搬入の業務のね、１，７００万円減額でこれは良いんですよ。やはり

ね、これまでのこの委託が同じように入札でやられていたのか、それとも随

契でやられていたのか、その辺ちょっと参考までにお聞かせください。入札

をした結果こんだけの減額になったということだと思うんですけどね。それ

以前のが随契だったのかどうか、その辺ちょっと。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  当初の契約も入札によって行なっております。 

○総務課長（今里良二君） 

  総務課長。 

○議長（中村敏治君） 

  総務課長。 

○総務課長（今里良二君） 

  訴訟費用の債務負担行為ですけども、まだ期間も未定でございまして、額

も確定ができませんので、債務負担行為にちょっと馴染まないんじゃないか

と考えているところでございます。 

○議長（中村敏治君） 

  しばらく休憩をいたします。 

             （午後４時 ７分 休憩） 

（午後４時１５分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  ２７ページ、先ほどもあってたけど、用地取得の積立金２３万８，０００

円、先ほどの事務局長の話では、必ずしもその買収予定地を全部購入しなく
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ても今のところやっていけると、しかし、虫食い状態だからということで、

この基金のところで、説明をされましたよね。お尋ねしますけどね、このク

リーンセンターを造る時に、県は、長崎県下の広域化計画を立てましたね、

７つのブロックかに分けてね、そして、その中の一つとして、これも位置付

けられて今日まできてるんです。しかし、この広域計画のとりあえずは３０

年までですね、しかし、それ以降についは、大村市も含めた地域に拡大する

というのが、今の県の広域計画これまだ生きてると思うんです。それに関連

してね、大村も含めてする場合は、この施設を拡張すると、４５０トンにす

るという話もあってたようですけれども、今の、先ほどの局長の話では、も

う用地を取得せんでもよろしいというような説明だったもんだからね、大村

市も入れた次の３０年度以降の計画は、これはもう消えたというふうに理解

していいんでしょうか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

 今、県の方の計画が見直し作業をされておりまして、最終的見直し計画自

体が示されたところではございません。ただ私は今、現時点での考え方を申

し上げておりまして、現在のこの施設の状態であれば、虫食い状態ではござ

いますけども、施設の稼動はできておりますので、現時点ですね。今後、仮

に例えば、大村市の問題とか、南島原市の旧６町の分あたりが出てくればど

うするかというのは、改めて協議することになりますので、現処理体制にお

いては、少なくとも用地を改めて、こういった状態は一刻も早く解消したい

と思いますけども、動向を見ながらというところでございます。 

（発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  ５時になりましたら、会議時間を延長いたします。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

 ３０ページのですね、５年経過検査業務について１，４６０万円程度とい

うことですけも、これはどういう目的でどういう項目をどこがその業務をや

るのか、また５年ということですから、ちょうど性能保証と時期が同じ数字



 93

なんですね、その関係があるのかどうなのか含めてですね、もう少し詳しく

教えていただきたいというのが一点と、それからその上の方の副産物の再資

源化管理業務ということで１，８００万円、毎年これくらいの金額が掛かっ

て運送費だというふうに言われてるんですけども、これは、もう少し効率的

な見直す方法はないのか。例えば、資源が出れば毎日トラックを先ほどの話

でしたら、岡山とか、向こうまで持って行きますよということなのか、ある

いは、どこかに敷地内にストックして持って行っているのか、その辺も含め

てですね。もう少し効率的な経費削減の方法はないのかですね、今のところ

これしかありませんと言えば、それまでですが、二点についてお伺いをした

いと思います。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

 まず、５年経過検査業務でございますが、これは議員おっしゃいますよう

に来年が５年目で保証期間が切れることになります。ですからその前にです

ね、現在の施設の状況の検証と言いますか、そういうことをしていただいて

改善点があるのかないのか、改善点があるとしたら改善をしてもらうと、そ

の業務をですね、日本環境衛生センターといいまして、財団法人でございま

すが、そこに委託をして一年間掛けて設計書の検証から施設に入っての検査

からしていただきまして、改善点があれば指摘してもらって、改善計画とい

うふうな流れで施設全体をみてもらうということでございます。副産物につ

きましては、それぞれですね、１０トン車、２０トン車ということで、積め

るだけの量が溜まった段階でずっと出しておりますので、どこかにストック

して置いてというのは、今のところメタルは出してありませんけども、スト

ックしてあるのはメタルだけです。あとは１０トン車、２０トン車、それぞ

れ溜まった状態になったら、搬送先へ持っていくというふうなことで出して

おりますので、今のところ他の方法というのは、ちょっと考えられないのか

なというふうに思っております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  まず、副産物ですけども、だとするならばどこか適当に売り先はないのか、
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ないような話を以前受けておりますが、今もその状態は変わらないのかとい

うことですね。それから、５年経過検査業務ということですけども、その中

には例えば電気、もうちょっと２炉運転の中でどうにかならんのかだとか、

あるいは、ガス代約４分の１削減ができているということですけども、これ

ももっと近づけていくような方策はどうすれば良いのかと、当然そういうの

も私、協議事項になるだろうという気がするのですけども、その辺はどうな

のか、それから環境なんとかとおっしゃいましたね、相手先。 

  （発言する者あり） 

  日本環境衛生センター、それは財団法人と言われましたけども、この手の

要するに業務のチエックですね、それはこれまで経験を有した所なのか、ど

うかというのがですね、よくネットなんかで調べてみましても、いわゆるコ

ンサルということで、非常に企業寄りの所が多いと、それで問題になってる

というふうな指摘もあっております。今、言われたところがある意味、裁判

の係争中であり先ほど言いました電気代とか、ガス代というのが、係争事項

ですよね。そういうところで中立的な見解を出すんでしょうけれども、ここ

を選ばれた経緯ですね、例えば、おっしゃった所がこういう経験を今まで積

んでるというふうなところも含めてですね、ちょっとご紹介いただけないで

しょうか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  一点目の副産物でございますけども、とにかく近い所であれば当然、運送

経費というのが安くなってきますので、私どもとすればとにかく近い所を探

してくれというふうなことで協議をいたしております。その中で今の段階で

先ほど場所を言いましたけども、そこが一番近いということで評価いたして

おります。二点目の５年経過検査業務に係ります、まず内容につきましては、

色々ございますけども、とにかく計画条件、最初の設計あたりから全部引っ

張り出しまして、処理能力の問題、公害防止ですね、ばいじん、ガスの関係、

それとか、設備装置とか、用役費も本当にちゃんと、もともと、例えば設計

とどうなってるか、そういったものも改めてごみ質の検査等もしながら、分

析、調査して改善事項、指摘事項をするという流れになっております。ここ

を委託を予定いたしておりますのが、日本環境衛生センター、日環センター

と申しまして、ここは財団法人でかなり多くのコンサル業務から、測定業務、

また、具体的に言いますと精密機能検査機関として労働大臣の指定を受けて、
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こういった分野におきまして、かなり技術的にも高い所でございます。実績

あたりもちょっと調べてみてるんですけども、日環センターは、九州西部支

社でございまして、全国をいくつかのブロックに分けて、支社ごとに配置さ

れておりまして、その中で九州ブロックのこれまでのそういった検査に関わ

った件数ですけども、平成１９年度で４３件、し尿も含みますけども、ごみ

だけじゃなくして、平成１８年度５０件ぐらいの実績をしているというふう

に聞いております。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  そうすると発注仕様書等との隔たりが、まず、その関係性も出てくるわけ

ですけれども、そうなるとですよ。当然、ある意味検査をしてみたら、非常

にそういうものと比べれば不足している部分がある。もしくは技術的に未成

熟な部分があるということが含まれるようなことも有り得るわけですか。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  そういったことも出てこようかとは思っております。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  ２５ページの訴訟行為の業務、これ先ほど数字の説明があったんですけど

も、この将来性というのは非常に厳しいと思うんですけども、その見解を伺

いたいと。そして、３０ページの運転管理業務ということで先ほど説明の中

で３億３，１００万円の経費を見込んであると、ところがこの中身について

は、４億８，０００万円という年間契約が運転管理業務の中とそれから保守

点検費が年間２億円ぐらいを予定してあったんですけども、それと色んな薬

剤というものが入っておるのかおらんのか。そういう保守点検費というのは、

どの項に出てきておるのかですね、これが年間３億３，１００万円で収まっ

ておれば良いんですけども、当初は、１５年間で３０億円ですか、というこ
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とで一年間の維持補修費を覚書の数字からいきますとそういう金額であった

んですけども、この３億３，１００万円の内訳とそういう流れ方はどうなっ

てるかと。それともう一つ、先ほどの質問の中で坂本課長さんが、ごみの質

の検査のことに関して、答弁されたのは多少おかしいんじゃないかというの

があります。というのは皆さん方は、年に４回検査をされておるということ

で、相手は、常時２４時間を換算されているから、正確には向こうでしょう

というふうなことだったんですけども、この契約書からいきますとこのごみ

の質の分析に関しては、年に４回行なう県央県南広域環境組合が出すデータ

を優先すると書いてあるんですよね、ですからあなたの答弁は、それに合致

しないところがあるわけですから、その根拠は何から出しているのかという

こと。以上の説明をお願いします。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  事務局長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  今、三点ご質問いただきましたけども、一点目、裁判の今後の状況でござ

います。それは柴田議員さんのお考えであって、我々はそのように思ってお

りませんのでご理解をお願いしたいと思います。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  施設課長。 

○議長（中村敏治君） 

  施設課長。 

○施設課長（坂本昌晴君） 

  運転管理委託の予算のことですけれども、先ほども申しましたようにこの

予算に上げている金額は覚書の中にあります２割増をみた金額を上げており

ますので、実際に現在契約している額はこれよりも低い金額で、内容的には

ですね、人件費と薬剤費、油脂費、あとガスエンジンの維持管理費というこ

とで契約をしております。それと今、柴田議員がおっしゃいましたカロリー

の取り方ですけども、私は組合が行なっているごみ質検査の方がということ

で逆の答弁をしたと思いますが。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 
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  事務局長が答弁をされた方向性はそれぞれの感覚の違いでしょうと言われ

たんですけども、皆さんはこの裁判の将来というのは、僕も同じように皆ん

な心配をしているわけです。何の原因でそんなことを言っているのかという

ことは、おそらく管理者として最後の立場だろうと思いますから、あえて聞

くんですけども、この性能保証の覚書の変更によりますと、ここ聞いとって

下さい。４の１ページです。平成１５年４月１日をもって前覚書の契約締結

上の地位を川崎製鉄株式会社より承継していることから、本覚書の締結と同

時に前覚書を本覚書に置き換えるものとしますということに関して、管理者

として署名をして印鑑を付いてあるわけなんです。そして、それがどういう

ことで変わったかということは、すでに覚書は抹消されて覚書の変更を優先

しますよということなんです。それが一つあります。もう一つは、この応札

条件ということが言われておりますけれども、その下の方であるのがですね、

本覚書の規定が優先するものとし、以下の書類との間に矛盾、齟齬等がある

場合は、号数の若いものの規定が優先するものとすると、ですから全ての書

類に関しては本覚書が優先しますと書いてあるんです。そして、その下の方

に順序として工事請負契約書が１で実施設計図書と、入札指名業者への応札

条件は号数でいけば７番なんです。そして、この覚書を締結した時点であな

た達が頼りにしている前覚書は抹消されて、今の覚書の変更と刷り変わっと

るわけなんです。ですからこの将来は非常に厳しく判断せなければいかんと

いうことで聞くわけなんですけども、最後の質問になると思いますけれども、

これを精査をされたかどうか分かりませんけれども、締結をし責任は私が取

りますと言われた吉次管理者。この内容に関してどういうふうに理解されて

おりますか、責任の所在というのを考えておるということを言われましたけ

れども、そこについてのご意見を伺いたいと思います。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  事務局長。 

○事務局長（金原憲昭君） 

  先ほどから何度もお答えいたしておりますけども、変更後の覚書の内容が

最初の応札条件等の内容の枠組を超えるものではないというのが、基本的に

は、我々の今回の裁判における姿勢でございますので、そのことでお答えさ

せていただきたいと思います。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 
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  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  管理者の答弁を聞きたいと思って、あえて聞きたいんですけどもお願いし

ます。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  管理者。 

○議長（中村敏治君） 

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  この裁判はですね、最初の、先ほど局長が申し上げましたように応札条件

があるんですね。それに基づいて先ほども申し上げましたが、覚書とか、覚

書の変更とか、やっぱり基本はですね、応札条件ですね。そして、我々は今、

訴訟で戦っておりますのは、この応札条件と実際の経費ですね、非常に掛か

ったというんで、その辺はどうでしょうかということで裁判してるわけでご

ざいますんで、今後ともですね、この裁判につきましては、一生懸命、組合

としてもですね、弁護士さんと一緒になって取り組んで参りたいと考えてい

るところでございます。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  他に無ければ、これをもって質疑を終結し討論に入ります。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

  ２１年度の一般会計予算に反対をいたします。二つ、一つはですね、歳入

の３１億７，３１５万９，０００円、これまで質疑もありましたようにです

ね、このうちの約２４億円、これは構成市の負担金なんですね、７０％ちょ

っとになると思うんですけど、この歳入の中でですね、先ほどもずっと言い

ましたけど１８年度末にはですね、１０億円を超す基金があったんです。財

調基金が、しかし、これを４億円、５億円ずっと取り崩して、今年度末には、

２億円を切るかなという状況になってるんですね。片方、今、裁判になって

ますけどね、本来、組合が出す必要のない、メーカーが出すべき追加施設の

負担金であるとか、そういったものの約３年間の分、約２０億円、これを組
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合が出してきたわけですね、私はね、やはり大きいところでそういったしわ

寄せがね、財調の基金をずっと取り崩さんと収支が整わんという状況を私は

作ってきてると思うんです。裁判の結果は、よく分かりませんけどね、下手

をするとそういうのが構成市の住民の負担に成らざるを得んとこういう関係

になってくるんです。ですからその辺ではね、管理者の責任というのは重い

と思うんです。これまでの議会の中で何でメーカーが出すべきお金を組合が

出さんといかんのかときちんとメーカーに出させなさいと繰り返し指摘され

てきたにも関わらず、そういった指摘に際しては、２２１トンの約束をオー

バーしてるから組合が出しますと言い切ってきたあげく、今度の裁判にあた

っては、全く手のひらを返すように、そのことは脇に置いて基本的に３００

トンの能力が発揮されてないから損害賠償だと、その辺でね、私は本当にこ

れまでの管理者のこの施設を運営する姿勢、メーカーに対しての姿勢がね、

本当によかったのかどうか、私はね、非常にまずかったと思うんです。そう

いったことについて、本当にきちんとした反省をね、私は市民に示すべきだ

と、そういったことがされないまま、こういった財政をね、予算を認めると

いうことには私は絶対ならないというふうに思います。二つ目はですね、副

産物の件です。金額は小さいけど、副産物の販売収入は約６０万円です。片

方これに掛かる経費は、１，８００万円です。一番最初この施設を造る時に、

管理者はどういう説明をしてきたか、この施設からはいらないものは、一切

出ないんだと全て有用物なんだという説明でこう造ってきたわけですね。し

かし、実際、稼動してみるとね、これ一つとってもね、僅か６０万円の収入

を得るために１，８００万円の経費を掛けなければならない。これに関して

は、管理者もこれは商品というよりもあん時何と言いましたかね、何しろこ

れは廃棄物だというような説明をせざるを得なかったんですね。だからこう

いったことについてもね、これまでこの施設を造る時に事前に住民に説明し

た内容と実際の今の現状というのは、大きく喰い違ってると、こうしたこと

をね、そのままにしてこういった予算を認めるということについてね、絶対

これは住民の理解を得られることにならないというふうに思いますので、反

対をいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  討論につきましては、まず反対、次に賛成というふうに決めておりますけ

ども、賛成の方の。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 
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○３番（古川利光君） 

  ２１年度の予算に賛成の立場でちょっとだけ。今、木村議員が反対の立場

で言われましたけど、基金の取り崩しについてはですね、やみくもに取り崩

しているわけじゃなくて、事情はやっぱり事情になっておりますから、それ

を崩さなければいけない理由がある。それを解決せねばいけない理由もある。

だから、これがずっと取り崩して０になるという可能性もあるけど、可能性

はストップする場合もある。だからそういった意味からすると、これは少し

慎重に考えながら、基金の問題については、しっかりと検討していく余地は

残されていると思っています。メーカーに対して２０億円余りの裁判をやっ

てますが、これは当然、裁判になってますから、推移を見守ってちゃんとい

かなければいけないというのは理解できます。また、副産物の処理に関して

は、これは私も直接聞きましたけど、副産物は出ないということで、会社に

も私ども直に九州の社長とか、副社長に直に話をしたこともあります。しか

し、実際問題として、その副産物が出ているわけですから、それはどうして

も廃棄処分を頼まんといかんので、それはやっぱり処理する費用は、計上し

なければいけないと。だから、今、反対されました三つの要件に関しては、

当然、短期、中期的にも早く解決しなければ問題でありますけども、２１年

度のこの県央県南のですね、処理を遂行していくために、そのいく必要があ

るのにそのためにこの三つのことで反対して予算を通さないというのは、ち

ょっと市民に対しても逆に、またまずいのではないかと思いますから、色ん

な諸問題はみんなで解決するということを前提として、平成２１年度の県央

県南広域環境組合の一般会計予算には、賛成をするということで討論をさせ

ていただきました。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  結論的に申し上げれば賛成をいたします。私は、前回まで予算についても

決算についても反対をしておりました。その根拠については、木村議員ご指

摘のですね、まず基本的な考え方として間違ってると、その基に予算が組ん

であるということでした。ただ、今回はっきりしたのは、それを裁判を通し

て管理者側も立場を変えたんだと、応札条件等々に立ち返って原則の中から

企業側と戦うんだということは、私は今回のこの議会で明言をされたという
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ふうに理解をいたします。ただし、その立場の中にもですね、まだ、非常に

不安定的な要素もあると、そのことについては、先ほど変更覚書云々の中で

論議をさせていただきましたけれども、戦うと言いながら、それでは、住民、

市民に対する説明責任はどうなのかというところでは、大いに疑問が残ると

ころではありますが、それはまた後ほど論議されるようですので、その時に

申し上げますが、基本的姿勢を変えられたということで賛成をいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。他に討論が無いようでございます。これで討論を終

結いたします。異議がありますので、起立により採決をいたします。議案第

５号は、これを原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

  起立多数。 

  よって議案第５号は、原案どおり可決することに決定をいたしました。 

○議長（中村敏治君） 

次に日程第５に入ります。決議案第１号「県央県南クリーンセンターごみ

処理施設の調査に関する決議」を議題といたします。本決議案は去る２月２

日、柴田議員より県央県南クリーンセンターごみ処理施設の調査に関する決

議案を提出されました。提案理由につきまして、提出者の説明を求めます。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  提案理由の説明をさせていただきます。決議案第１号県央県南クリーンセ

ンターごみ処理施設の調査に関する決議案の提案理由の説明をいたします。

本決議案は、調査事項に示した、一つ、施設の今までの経過に関する事項、

二つ、施設の性能及び能力に関する事項の項目について調査するため、地方

自治法第１００条に基づく調査特別委員会の設置を求めるものでございます。

県央県南クリーンセンターは、諫早市、雲仙市、島原市、南島原市の４市で

構成する県央県南広域環境組合が設置し、平成１７年４月から稼動されてい

るごみ処理施設です。しかし、稼動を始めた当初から、所定の性能が発揮さ

れず地域内のごみは滞留して、その処理を長崎市の処理工場に委託するなど

の事態が起きたり、電気、天然ガスなどの用役費が、川崎製鉄時代に示した

数値の４倍を超えていることなどが問題になってきました。また、運転管理

業務費、点検補修業務費、再資源化管理業務費等が、当初の予想を大幅に超

えてきております。この施設は構造上の大きな問題を抱えてある施設としか

言いようがありません。事務処理にしても、稼動前の平成１６年に、施設の
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保証書に等しい覚書を副管理者や議会にも諮らず、計画当初から参加してお

りますコンサル契約をしております総合エンジニアリングや、また、弁護士

等にも相談しないままで、組合事務局一部の判断で、プロであるＪＦＥと性

能保証の覚書の変更が秘密裏になされ、３年余、隠されてきました。変更の

中身は、今までの施設の年間用役費、副産物経費、維持補修費、人件費の総

額で、５億８，７００万円以内とあったものを、問題になっております用役

費を金額から外して、数量に変更され、現在にいたっては、４市にとっては

大きな負担増になっております。１４７億円を掛けて造られた施設が、なぜ

このような異常事態になっているかについて、構成市の住民から不安と調査

を求める声が起こり、それぞれの議会で調査特別委員会が作られたり、意見

書が議決されてきました。しかし、構成市の議会は直接の当事者ではないと

いう制約もあって、その調査には限界があります。住民の方々は非常にじれ

ったい思いをしてきました。そうした経過の中で、当事者の組合議会が調査

特別委員会を設置することが、構成市の議会や住民の期待に応える最も適切

な対処の仕方であり、議会としての当然の責務であるという判断で提案する

次第であります。裁判の兼ね合いについてでございますが、管理者からメー

カーに対して、３年間で約２０億円の損害賠償を求める裁判が起きています。

こうした状況の中で、議会の中で特別委員会を設置することは、裁判を進め

ているうえで、支障があるのではないかという、はめられた管理者の心配も

されていることは十分承知しております。この裁判は、管理者がメーカーに

対して損害を求めているものであります。契約をした管理者の対処の仕方と

しては、当然のことだと思います。元々、ＪＦＥ自身もサーモセレクト方式

は、当初の見込みより納入先の自治体と結んだ操業補修請負契約のコストが

大幅に膨らんだため、全国で４カ所の施設に対して、向こう１７年間の損失

引当金として昨年、５００億円を一括計上しているわけであります。経費の

見込違いを分かっていながら、自身の負担軽減のため、許容範囲内にあるご

みの量と質、また、事務処理に不備があるという言いがかりをつけているわ

けであります。その結果の裁判と理解しております。管理者の判断は正しい

と思われます。我々議会人の基本的な責務は、執行者である管理者の進めて

おる事務が適切に行われているかどうかについてチェックすることにあり、

ＪＦＥ自身が仕掛けてきた事務の不明瞭な点を解明することができるならば、

ＪＦＥそのものが浮き足立つのではないか、間違いないと信じております。

民事裁判は地裁、高裁、最高裁と非常に長期に亘るわけだし、また、２次、

３次の損害賠償の裁判も考えてあるということでございます。しかしながら

この施設は、契約をしてから既に６年間経っておるし、更に長期間になった

場合、証拠、証人等の記録や記憶も風化し、立証も困難になると思います。
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裁判は管理者とメーカーの争いであります。そのことを理由に議会が地方自

治法で保障されております調査権を行使しないことは、住民に対する背信で

あり、権利の放棄であります。昨年の２月、応札条件、性能保証の覚書、そ

の変更と、極めて大事な文書を、ようやく議会や副管理者に提出されました。

その吉次管理者は、吉岡副管理者は、今までの経過や性能等の含めての説明

責任を果たされないまま引退されるとのことでございます。しかしこの施設

は、今後１５年、２０年という長い付き合いをしなければならないわけでご

ざいます。ＪＦＥと新しい管理者、議会、市民が今後、対等で開かれたより

よい関係を築いて、効率のよい経済的な施設の運営をしていくには、今まで

の経過、中身の調査を調べて、そして、精算をして再出発を図るべきものだ

と思い、そのためには、調査特別委員会は、今の時期にこそ立ち上がるべき

だと信じて、提案する次第でございます。構成する各市議会においても、能

力や経過に疑問や心配があるからこそ、議会で調査特別委員会を設置されて

いることでございます。その負託に応えるためにも、議員各位のご賛同をお

願いいたしまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしく

ご賛同をお願い申し上げます。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  ただいま提案者の柴田さんの方から説明がありました。これにつきまして、

ただいまから質疑に入りたいと思います。質疑のある方どうぞ。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

牟田央議員。 

○６番（牟田央君） 

  今、提出者の柴田議員から縷々説明を受けたわけですが、この地方自治法

に基づく百条委員会が、どれだけの効力を持っているのかということなんで

すね。施設の今までの経過に関する事項を調査する場合に、もちろんその議

会は執行者の事務をチェックするわけですが、退職者その他を呼んで、どう

いう具合な経過だったのかというのを調査する、それから施設の性能及び能

力に関する調査をする、それはどういうのを調査するのか。今これですね、

縷々、裁判に対する支援だという具合な説明があったわけですが、百条委員

会を設置してから、それぞれの職員を宣誓をさせて証言をさせても、もしも

偽証があった場合に、どういう具合な調査ができるのか。非常にこの百条委

員会ちゅうのは、調査に対する権限が非常に難しいのではないかと思うんで

すが、その点のことをまず説明してください。それから、特別委員会の設置

として、委員は８人からなるという具合にこれには書いてあります。どうし
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て８人なのか。それから、諸経費としてですね、２百万円以内とするという

具合に書いてありますが、２百万円の根拠、まずそこら辺を説明してくださ

い。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。 

○８番（柴田安宣君） 

  私も法の専門家ではありませんから詳しい具体的な説明はできないところ

でございますけれども、百条委員会ということは、法的に立証されるという

ことが一つあります。それともう一つは、その偽証ということに対しても処

罰されるということもあります。そしてもう一つは、なぜ百条委員会という

か。これが裁判中でなかったらば、特別委員会でいいんです。しかし特別委

員会を何回も決議してきても、未だに結果が出てきてないということで、あ

えて百条委員会を選んで提案してるわけでございます。それと、その２百万

の根拠でございますけれども、２月、１月から、今２月に入ったわけでござ

いますけれども、３月３１日までの経費でございます。これは、それぞれの

今後に対応するために、この難しい処理がどういう形で、契約を結ばれ、そ

して、中身の精査がどういう形でされたのか。例えば覚書の中にあります仕

様書についての議事録というものもあります。これは項目の中の第３項目に

値するわけでございますけれども、そういう諸々の議事録があるわけでござ

いますし、記録もあるだろうと。それをそういう百条委員会でないと裁判に

差し支えるということで出してくれないと、答弁もされないということであ

るわけでございますから、それはそれ、これはこれで、中身について住民と

して、また説明責任を果たしていただきたいと。何回も未だ去年の２月から

今日まで言っても返事がないと。先も言ってもないというふうなことでござ

いますから、そういうことを諸々を含めてこの百条委員会を設置し、解明を

して、そしてこれは、この仕掛けは１００％組合から、、ＪＦＥに頼んだ契約

じゃないわけで、向こうから、この内容からいきますと、向こうから頼まれ

て、誰がどうしたのか分からんけども、向こうから頼まれて仕掛けられた契

約に間違いないわけでございますから、これからいきますと、それについて

の、調査もしたいということでございます。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

８人という根拠をですね。 

○８番（柴田安宣君） 

  別に、１３名の議会で全員という考えもあったんですけども、それぞれの
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立場ということもあるかもしれないし、過半数、１３名ですから、過半数を

ちょっと超える数字で皆さん協議していただいて、選出していただいて、そ

して総意でこれを決めていったらどうなのかという判断で８名を選んでおり

ます。 

○６番（牟田央君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

牟田議員。 

○６番（牟田央君） 

柴田議員は、法律の素人であるという発言が今あったわけですね。今です

ね、法律の専門家同士をお願いをして訴訟を仕掛けてるわけですよ。だから、

そこら辺で素人の方々が百条委員会ということで、それぞれの職員を呼び出

して、宣誓をさせて、そいで、契約の締結に至る状況、その他を調査した場

合においても、それは今、国家機関たる、いわゆる裁判所に向かって、法律

専門家が丁々発止しとるわけですから、そこは邪魔になるんじゃないかと、

足を引っ張ることになるんじゃないかと、私は思ってるわけですね。１月の

２９日の全員協議会においても、もちろん法律専門家に私達も色々尋ねたわ

けです。一旦、百条委員会でＪＦＥの職員がこう言ったとした場合にそのこ

とを裁判所に出されて、環境組合が不利にならないのかどうなのか。私はね、

議会は、議会が提案をして訴訟を仕掛けてるわけですから、当然議会は後押

しをするべきだという認識を持ってますが、柴田議員はいかがですか。 

○８番（柴田安宣君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  柴田議員。簡潔にお願いします。 

○８番（柴田安宣君） 

  先ほどからその法律は専門家がやってると。確かにそうです。裁判は専門

家の弁護士を入れてやってるわけですから、それにタッチする気は全くない

と、ただ、それを応援する気はあると。それは見解の違いでしょう。何でか

と。ここで２百万計上してるのは、この法の弁護士が、法律の弁護士なんで

す。ただ、それと以外に機械とか、施設とか、こういう人の専門家がまた別

にいるんです。そういう人達の知恵とこの今までの経緯の、読解力が要るだ

ろうし、相談もしなきゃいかんだろうということでここに、素人じゃ判断で

きんことも含めて、専門家を呼びながらその勉強をして、そしてそれを調査

しようということで、するための２百万円でございます。そういうことでご

ざいますし、そして加えて、これは先ほど何回も言うように、この今までの
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経緯の中で、一番原因を作っているのは、組合の方から提案して今の原因を

作っているんじゃないと。向こうから乗せられて、分からんうちに仕掛けら

れて今日になってるということでございますから、何で仕掛けたのか、どう

いう経過だったのか、それを調べることによって、向こうの足元の経緯が分

かってくるだろうということがあってですね、この百条委員会の設置の方が

望ましいと思ってやってるわけです。以上です。 

○議長（中村敏治君） 

  他にございませんか。それでは質疑を終結いたします。次に討論に入りた

いと思いますけれども、賛否があっておりますので、まず、反対討論の方か

らお願いします。 

○４番（野副秀幸君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  ４番、野副議員。 

○４番（野副秀幸君） 

  諫早市選出の野副でございます。僕は、決議案第１号に対して反対の立場

で討論をいたします。本施設は平成９年１月に国が策定したごみ処理に関わ

るダイオキシン類発生防止類ガイドラインに基づき検討され、当時の島原市、

諫早市を含む県央県南ブロックとして、２市１５町で広域処理を行うことと

して、平成１１年４月に一部事務組合として設立された経緯となっておりま

す。平成１７年４月から運転を開始されましたが、１２年前、国が作成した

新ガイドラインでの環境に対する時代背景は、ダイオキシン類の発生防止一

色と言っても過言ではない状況下にありました。本施設も国のガイドライン

に則して、相当の検討を重ねられ、特にダイオキシン類そのための対策、安

全性、高度処理などを踏まえての効率性、余熱利用など衆知を集められ、結

果として、入札指名業者への応札条件と形付けられてきたと記憶しています。

また、応札条件等を満たさなければ、参加指名を取り消すとの強くも厳しい

内容がとり交わされ、契約の段階では性能保証に関する覚書としても締結も

されています。メーカーの性能保証を強く信じ、完成した本施設も稼動して

５年目になります。議会報告でも、ダイオキシン類の発生は基準値を大きく

下回り、改善、改良工事後はごみの処理量も安定しているようですが、ラン

ニングコストは計画をはるかに超え、経費負担増となっているのが実態です。

性能の実績とコスト管理については、管理者は元より、組合の職員もあらゆ

る対策の努力をなされてきたことも、議会での報告も今まで受けてきました。

この間、本当に本施設は性能発注を行った施設として、発注どおりに造られ

ているのかと、今一度の見直しが、この度の告訴に至ったと思われます。裁
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判も今始まったばかりです。現段階で議会として百条委員会を作ったとして、

裁判所よりも精度の高い調査が果たしてできるのか疑問でもあります。また、

現に今裁判中です。先般、全員協議会でも議員皆様とも確認できたように、

百条委員会設置となれば、住民サイドからみても、さながら組合と議会が内

紛を起こしている状況とも思われ、組合議員の資質も問われかねます。また、

証言の違い、情報の漏洩などが、メーカーへの追い風となって、裁判へのデ

メリットを増すことにもつながります。議会として、今大事なことは、この

裁判を厳しく見守り、入札前のメーカーの営業の実態、売らんがための説明、

そしてまた、今日までの稼動の実態など、市民の皆様、また、裁判所へ正し

く伝えることが、今一番大事と思われます。組合議会としての対策と行動は、

裁判の推移を見守りながら、弁護士の先生の意見も踏まえて、市民、議会、

構成市、組合が連携してメーカーと戦う体制を整えることが、裁判を有利に

進めれると確信いたします。以上のことを申し述べ、決議案第１号 百条調

査特別委員会設置に対し反対いたします。議員各位の皆様の賛同をよろしく

お願いいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  次に賛成。 

○７番（木村和俊君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  はい、木村議員。 

○７番（木村和俊君） 

私は、決議案に賛成をいたします。まず最初に、この百条委員会を組合議

会に作ることが、あたかも今進めている裁判に不利になるんじゃないかとい

う危惧があるようでございますけれども、基本的に今の裁判は、契約をした

当事者の管理者が、メーカーに対して損害賠償を求めている裁判です。今度

の決議案で求めている調査は、何もメーカーを調査しようという趣旨のもの

ではないんです。これまで、管理者が行ってきた事務、これが本当に適切で

あったのかどうか、これを議会として調査をしようじゃないかということで

す。ですから、調査の対象はあくまで管理者の事務なんです。その過程で必

要な人達が出てくるかもしれませんけども、しかし、ここで求めているのは

あくまでも管理者が行ってきた事務について、議会として調査をしたいとい

うのが、この特別委員会設置の主旨でございますから、その辺はきちんとご

理解をしていただきたいというのが一つ。二つ目は、この議会でも明らかに

なったように、今回の裁判を含めてこれまでの管理者の対応が本当によかっ

たのかどうか、住民非常に関心を持って見守っているんです。ですから我々
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は、そういったことに関係をする色々説明を求めました。例えば、覚書の変

更にあたって、どういった協議がされたのかということも尋ねましたけれど

も、裁判に支障があるということで、変更に至るまでの協議も明らかにされ

ていません。また、長崎市にごみを委託するにあたって、処理を委託するに

あたって、どういった文書が取り交わされたのか、メーカーと、こういった

ことについても裁判に支障があるからということで、出していただけません

でした。しかし、こうしたことは、いずれも住民が非常に関心を持って見守

っている内容なんです。我々は、そういったことについて管理者がどういう

対応してきたのか、これを明らかにして欲しいというのは、議会として当然

の私は勤めだと思うんです。そういったことについて、裁判に支障があるか

らという理由でもって、本来議会に認められている大事な調査権を放棄する

ということは、決して私は議会としてやるべきでない。議会で認められてい

る調査権、こういう時こそ私はきちんと発揮をして、住民のそういった期待

に応える。そういったことこそ議会の取るべき態度だというふうに思います

ので、是非この決議案に賛成していただいて、特別委員会を設置していただ

きたいというふうに思います。 

○議長（中村敏治君） 

他にございませんか。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  古川議員。 

○３番（古川利光君） 

僕はですね、作っても良いとは思うんですが、時期的にですね、ちょっと

考える時期じゃないかと思っているんですよ。これは、私達も絵画の管理で

百条委員会やりました。なかなかですね、色んなシステムがあって厳しいと

ころもありますし、今度、今裁判をしておりますから、やはり要するに組合

の管理者の方に色々質疑をしても、どうしてもやっぱりお前達が悪いんじゃ

ないかとかね、やっぱりそういう事態については、おかしいとか、結局そう

いう追求になってくるんですよね。そしたら、それがそのまま、ほら、お前

達のところも裁判しよっても、お前達の組合議会の方がそういう悪口をちゃ

んと言ってるじゃないかということでですね、やはり公正なですね、ちょっ

と調査は今の時期はできんじゃないかと、僕もこういうのは究明したが良い

から、裁判とかがなかったらですね、そら、じゃんじゃん作って、やっぱり

そういうのは解明して欲しいと、また、したいと思うんですが、やっぱり百

条委員会含めて、今までの経験から考えるとですね、どうしてもやるならも
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う少し推移を見守って時期をずらしてやるとか、そういうのも良いんでない

かなということで取りあえず今の段階ではですね、反対をいたします。  

○議長（中村敏治君） 

  賛成の方いらっしゃいますか。 

○１番（松本匠君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君） 

  松本議員。 

○１番（松本匠君） 

  賛成をいたします。大変私自身にとっては、正直申し上げて悩ましい問題

でした。裁判への影響というのも十二分に考えられる事態ではないかなと、

それは想定がされます。しかし、逆に言うとですね、裁判を理由に情報が開

示できない。今日、一般質問の中で聞いてみてもはっきりするのか、せんの

か、特に変更覚書の経緯に至ってはですね、いつの時点でどういう形で明ら

かになるのか、答弁は残念ながらいただけませんでした。それ次第によって

は、私、判断を考えてみようかなと思いましたけれども、そういう状況であ

ります。それとですね、今、そういう住民が、大変おかしいと思っているこ

とで、内部分裂しているようではＪＦＥ側に指摘をされるじゃないかという

ことも言われるんですけども、私は、それは逆だろうと思うんです。明らか

にすることを通して、私達自身がある意味それぞれのこれまでの経過の中の

反省点を出しながら、しっかり手を組んでいくということも逆に言えば、私

は有り得る話だろうというふうに思います。そういう意味ではですね、時期

も大変、じゃ、どの時点でという論議もございましたが、じゃ、いつすれば

良いのかと、裁判は２年掛かるかもしれない、３年掛かるかもしれないとい

うふうに言われているわけですね、そして求める回答がいつの時点であるの

かもはっきりしない。それも裁判の進行次第だというふうにしかならないわ

けですから、ここは時期的にも早い段階の方が良いだろうというふうに私自

身は思うわけです。その意味ではですね、私は、立場としては、住民も議会

も、そして組合の皆さん方も一体となってということをこの間、強調をして

参りました。しかし、一体となってやることにはですね、自らの抱えている

これまでの懸念事項をきちんと精査をしていくというのも、私は方法の一つ

だろうというふうに思います。確かにですね、百条委員会でどこまで明らか

になるのかというのは難しい問題です。しかしながら、私自身がインターネ

ットで高砂市の百条委員会の調査をいたしました。裁判との関係はございま

せんでしたが、短い期間の中で大変な事実も明らかになって参りました。具

体的には、例えばさっきコンサルの関係で少しだけ質問しましたが、コンサ
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ル自体がおかしかったという事実経過、そして、入札等々にあたってはです

ね、当時の副市長の問題点もあげられたようであります。そういう関係も本

当にですね、我々が、或いは私自身が、できるんだろうかと不安もあります

が、これについては、賛成をいたします。 

○議長（中村敏治君） 

  他にありませんか。他に討論が無ければこれをもって討論を終結し、採決

いたします。決議案第１号「県央県南クリーンセンターごみ処理施設の調査

に関する決議」は、これを原案どおり可決することに賛成の方は起立願いま

す。 

起立少数。 

よって決議案第１号「県央県南クリーンセンターごみ処理施設の調査に関

する決議」は、否決されました。 

○６番（牟田央君） 

  議長、動議。 

○議長（中村敏治君） 

  牟田央議員。 

○６番（牟田央君） 

  動議の内容はですね、まず、ＪＦＥと係争中である裁判を支援する為に調

査研究を行う裁判を支援する特別委員会を設置するという動議であります。

構成のメンバーはですね、議長を除く全議員１２名、期限は、裁判が終了す

る期間、それは何年掛かるか分かりませんが、ずっと継続して特別委員会の

設置を求めるという内容です。 

 （「賛成」との発言あり） 

  （発言する者あり） 

○議長（中村敏治君） 

  ただいま、牟田議員から動議が提出され、所定の賛成者がありますので、

本動議は成立いたしました。それでは、本動議の取り扱いについて、議会運

営委員会を開催いただきますので、しばらく休憩いたします。 

                        （午後５時２３分 休憩） 

                        （午後５時４３分 再開） 

○議長（中村敏治君） 

  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど、牟田議員から動議

があって、動議は成立いたしましたので、議運を開いた結果について、委員

長の方からご報告をお願いいたします。 

○３番（古川利光君） 

  議長。 
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○議長（中村敏治君）   

  古川委員長。 

○３番（古川利光君） 

  先ほど、牟田議員から動議がありまして、議長からの命により議会運営委

員会を開催しましたが、裁判を支援する特別委員会について設置をしてくれ

というそういう動議でございましたが、それは、一応今回は、議事日程には

載せずに各市の事情があるということで、８月の定例会で前向きにそれを日

程に最初から上程していただいて検討するということで委員会としては、決

定しましたので、ご報告します。 

○議長（中村敏治君） 

  そのような結果でございますので、ご了承をお願いいたします。 

  以上をもちまして、今期定例会に付議された案件は全て終了いたしました。 

 今期定例会において議決されました案件につきましては、その条項、字句、

数字その他整理を要するものがありました場合、その整理を議長に委任され

たいと思います。 

  これにご異議ありませんか。 

 （｢異議なし｣の声あり） 

○議長（中村敏治君） 

  ご異議なしと認めます。 

  ここで、管理者より発言を求められておりますので、この際発言をお願い

いたします。 

○管理者（吉次邦夫君） 

  議長。 

○議長（中村敏治君）   

  管理者。 

○管理者（吉次邦夫君） 

 閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

提案いたしました各案件につきましては、慎重かつ熱心な御審議を賜り、そ

れぞれ御決定をいただき、厚く御礼申し上げます。いただきました御意見等

につきましては、今後の組合運営に生かして参りたいと存じます。 

さて、私事でございますが、４月９日に諫早市長としての任期を満了いた

しますことに伴い、今期を最後に退任することといたしました。平成９年当

時、世間ではごみ処理に係るダイオキシン類の発生が、大きな社会問題とな

っており、高度な処理が可能となる焼却施設への転換や広域的なごみ処理に

よるリサイクルの推進など、ごみの広域処理の必要性が示されていました。

そういった中で、長崎県におきましては、「長崎県ごみ処理広域化計画」が策
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定されたわけでございます。この計画に基づき、平成１１年４月に、当時の

県央県南地域２市１５町のごみを共同処理することを目的として、組合が設

立されまして以来１０年余りに亘りまして、組合管理者として、ごみ処理施

設の設置、ダイオキシンの問題など、課せられた職責をはたすために、これ

まで一生懸命取り組んで参ったことでございました、こうようにこのわたく

しの職責を果たすことができましたのも、ひとえに皆様方のご理解とお力添

えのたまものでございます、深く感謝を申し上げる次第でございます。ただ、

今、先ほど来から議論がございました、今現在訴えの提起をいたしまして係

争中でございますので、今後ともですね、私はこの勝利を勝ち取るために県

央県南広域環境組合並びに議会の先生方、また市民の方々の支援をいただき

ながらこれを頑張っていかなければならないというふうに思っているところ

でございます。どうか今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 

  最後になりましたが、県央県南広域環境組合の今後のますますのご発展と、

皆様方の御健勝、御多幸を祈念申し上げて、閉会のごあいさつといたします。

本日は誠にありがとうございました。お世話になりました。 

○議長（中村敏治君） 

  ありがとうございました。 

閉会にあたり、私からも一言ごあいさつを申し上げます。本日の定例会に

おいて、平成２１年度予算など、重要な案件につきまして、適切なるご決定

をいただきましたことに対し、心から感謝申し上げます。ただ今、管理者で

あります吉次市長から、今期を最後にご勇退されるとの話がございました。

吉次諫早市長におかれましては、平成１１年４月から本組合の初代管理者と

なられ、県のごみ処理広域計画に基づいた本組合の設立はもとより、当時の

ダイオキシン問題等を鑑み、建設地の決定については、相当のご苦労があっ

たことは皆様ご存じのとおりだと思います。また、平成１７年４月からの供

用開始以降は、構成市の住民の衛生的、文化的な生活向上のための組合運営

に、１０年間の長期に亘り、特段のご尽力をいただきましたことに対し、組

合議会を代表して心から感謝申し上げる次第でございます。これからも、健

康には十分注意され、ますます活躍されますことを祈念申し上げたいと存じ

ます。終わりに、皆様の御健勝、御多幸を祈念申し上げ、平成２１年第１回

県央県南広域環境組合議会定例会を閉会いたします。長時間に亘り、大変あ

りがとうございました。 

（午後６時１０分 閉会） 
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